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年度評価 総合評定
 
1.全体評定 
評定 

(Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ) 
Ａ 

評定に至った理由 研究所の目的・業務、中長期目標等に照らし、研究所の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、

適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められる。 

 
2.法人全体に対する評価 

 

第５期中長期目標・中長期計画の３年目にあたる令和７年度においては、我が国における防災科学技術に関する中核的機関としての使命のもと、地震、津波、火山、気

象災害などあらゆる自然災害を対象として、基礎研究及び基盤的研究開発から、災害実務現場での知見・経験・ニーズを活用した出口思考の研究開発、さらには人文・社

会科学と自然科学を融合させた総合知も活用した防災科学技術に関する研究開発を推進した。また、我が国全体としての防災科学技術の研究開発成果を最大化するため、

効果的・効率的な組織運営、情報発信による成果の普及、ステークホルダーとの連携・協働・共創を進めるとともに、防災科学技術研究におけるイノベーションの創出に

も取り組んだ。これにより、防災科学技術の「研究開発成果の最大化」に向けた顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

 

特に、南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）については、平成 31 年２月の事業化以降、約６年間にわたる取組を経て令和７年６月に整備を完了し、同年 10 月に N-

net 全体としての運用を開始した。N-net の地震観測データは気象庁でも活用され、四国沖から日向灘にかけて発生する地震に対する緊急地震速報（警報）が最大で 20 秒

程度早まることが期待される。また、令和７年 11 月には N-net「沿岸システム」の津波観測データの気象庁による活用が開始され、津波の検知が最大で 10 分程度（令和

６年 11 月に活用が開始された N-net「沖合システム」のデータを含めると最大 20 分程度）早まることが期待される。これらは、南海トラフ巨大地震の切迫性を踏まえ、

国民の期待に応えるとともに、防災・減災対策の強化に大きく貢献する特に顕著な成果である。 

 

また、火山分野では、火山調査研究推進本部の方針に基づき、火山噴出物の分析を一元的かつ継続的に行う拠点「火山噴出物分析センター」の整備に着手した。我が国

では火山噴火等の災害リスクが高まっており、その備えは喫緊の課題である。一方、噴火の様式・規模の把握や推移予測に不可欠な火山噴出物（火山灰、噴石、火山ガス

等）の多角的・総合的分析を行う体制は十分に整備されてこなかった。これを踏まえ、平時および噴火発生時に火山噴出物を継続的に分析する中核拠点を、新棟建設を含

めて整備するため、新棟の設計工事等を担う組織として「火山噴出物分析センター新棟建設室」を設置するとともに、分析スキームや分析機器に関する検討、新棟の設計

業務に着手した。 

 

このほか、車載したスマートフォンで取得される画像を用いて道路上の積雪状況を自動判別する「AI 路面判定システム」について、新潟市、札幌市、青森県等の自治体

や首都高速道路での試験運用を実施するとともに、関係機関との意見交換会や民間企業との連携による社会実装実験を実施し、実用化に向けた取組を大きく進展させた。

また、全国を対象とした「応答スペクトルに関する地震動予測地図」を日本で初めて公開し、この成果は国内外の工学分野等で活用が始まっており、地震ハザード情報と
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その基盤情報のさらなる利活用促進や国際展開が期待される。さらに、実動機関の被災現場における情報共有を支援する標準情報システムについては、警察・消防・自衛

隊等の実働機関が参加する総合防災訓練（SIP 防災 OKINAWA2025）を初めて主催して評価・検証を実施し、その結果、組織横断的な情報連携および現場運用における有効性

が確認され、社会実装に向けたさらなる発展が期待される 

 

上記のほか、文部科学省の令和８年度版学習資料「一家に１枚」の企画・監修を通じて、地球科学および自然現象に関する知見の社会への普及にも寄与した。また、こ

れまでに構築した報道関係者とのネットワークを基盤に、通常の取材対応に加えて、テレビ局や制作会社に対して情報提供を通じた番組企画の提案などのアプローチを行

い、社会に向けた情報発信を強化した。さらに、青森県・弘前大学、白浜町、国家地震工程研究中心（台湾）、国立地球物理学・火山学研究所（イタリア）などの国内外の

研究機関、大学、自治体等との連携に関する協定を締結し外部との連携体制を構築したほか、内閣府による日米韓の国立研究所間の協力覚書に基づく国際共同研究も実施

した。あわせて、人事面において定年制技術職の新設、定年制職種への登用制度の整備や人事評価制度の全面的な改正を行うとともに、最新の状況を踏まえた研究インテ

グリティの確保や研究不正の未然防止に資する取組も充実させた。４つの研究領域を中心とした組織体制も着実に定着し、研究領域内における研究部門・センター横断で

の会議やセミナーでの議論を踏まえて、複数の研究部門・センターが連携した新たな研究テーマの検討や外部機関との共同研究、外部資金プロジェクトへの参画、国際連

携等につなげた。２名の研究主監と各研究領域長から構成される研究主監会議においては、国家的課題に対応する新たな研究プロジェクト構想の具体化に向けた検討を着

実に進めるとともに、人事評価制度について検討し、制度の見直しと関連規程の改正につなげた。新たな研究プロジェクト構想については、今後 10 年程度を見据えた長

期的構想案や国家プロジェクトとして取り組むべき重要課題の解決方策を具体化、実現するため、フィージビリティスタディ（６件）を実施し、基礎的調査、技術実現性

等調査、実施体制検討等に取り組んだ。 

 

以上の通り、防災科学技術に関する中核的機関としての研究開発と、研究開発成果の最大化に資する多様な取組を進めた実績を総合的に勘案すると、令和７年度におい

ては「研究開発成果の最大化」に向けた顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 
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年度評価 項目別評定総括表 

中長期計画 

年度評価 

項 No. 令和 5 

年度 

令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

全体評価 Ｂ Ｂ Ａ      

Ⅰ.研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

1.レジリエントな社会の実現に向けた防災科学技術

の研究開発の推進 
Ｂ Ｂ Ａ     Ⅰ-1 

(1)知の統合を目指すデジタル技術を活用した防災・減

災に関する総合的な研究開発の推進 
Ａ Ａ Ａ      

(2)知の統合に必要な防災・減災のための基礎研究及び

基盤的研究開発の推進 
Ｂ Ｂ Ａ      

2.レジリエントな社会を支える研究基盤の運用・利

活用の促進 
Ａ Ａ Ａ     Ⅰ-2 

(1)基盤的観測網の運用・利活用 Ｓ Ａ Ｓ      

(2)先端的研究施設の運用・利活用 Ｂ Ａ Ａ      

(3)情報流通基盤の運用・利活用 Ｂ Ｂ Ｂ      

3.レジリエントな社会を支える防災科学技術の中核

的機関の形成 
Ｂ Ａ Ａ     Ⅰ-3 

(1)中核的機関としての産学官民共創の推進 Ａ Ａ Ａ      

(2)災害情報のデジタルアーカイブ Ｂ Ｂ Ｂ      

(3)研究開発の国際展開 Ａ Ａ Ａ      

(4)レジリエントな社会を支える人材の確保・育成 Ｂ Ｂ Ｂ      
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中長期計画 

年度評価 

項 No. 令和 5 

年度 

令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

(5)防災行政への貢献 Ａ Ａ Ａ      

(6)情報発信と双方向コミュニケーション Ｂ Ａ Ａ      

Ⅱ.業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

1.柔軟かつ効率的なマネジメント体制 Ｂ Ａ Ａ     Ⅱ‐1 

(1)研究組織及び事業の見直し Ｂ Ａ Ａ      

(2)内部統制 Ｂ Ｂ Ａ      

(3)研究開発等に係る評価の実施 Ｂ Ｂ Ｂ      

2.業務運営の効率化 Ｂ Ｂ Ｂ     Ⅱ‐2 

(1)業務の合理化・効率化 Ｂ Ｂ Ｂ      

(2)経費の合理化・効率化 Ｂ Ｂ Ｂ      

(3)人件費の合理化・効率化 Ｂ Ｂ Ａ      

Ⅲ.財務内容の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 
Ｂ Ｂ Ｂ     Ⅲ 

Ⅳ.その他業務運営に関する重要事項 Ｂ Ｂ Ａ     Ⅳ 
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年度評価 項目別評定調書 
 
Ⅰ.研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
1.当事務及び事業に関する基本情報 

 Ⅰ-1レジリエントな社会の実現に向けた防災科学技術の研究開発の推進 
 
2.主要な経年データ 

 ①主要な参考指標情報  ②主要なインプット情報 

指標 
数値 

目標 

令和 

5 

年度 

令和 

6 

年度 

令和 

7 

年度 

令和 

8 

年度 

令和 

9 

年度 

令和 

10 

年度 

令和 

11 

年度 

 

令和 

5 

年度 

令和 

6 

年度 

令和 

7 

年度 

令和 

8 

年度 

令和 

9 

年度 

令和 

10 

年度 

令和 

11 

年度 

情報プロダ

クツ(件) 
 66 件 52 件 50 件             

論文数(編) 
770 編 

以上 
119 編 147 編 122 編     

予算額 

(千円) 

2,598 

,765 

7,324 

,599 

3,696 

,825 
    

学会等での

口頭発表数

(件) 

2100

件 

以上 

466 件 533 件 498 件     
決算額 

(千円) 

3,104 

,458 

3,448 

,531 

4,314 

,186 
    

 経常費用 

(千円) 

3,245 

,419 

3,777 

,887 

3,924 

,792 
    

経常損益 

(千円) 

△12 

,638 

△24 

,896 

99 

,763 
    

行政コスト 

(千円) 

3,267 

,119 

3,799 

,313 

3,946 

,219 
    

従事人員数 

(人) 
385 人 390 人 399 人     
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3.中長期目標、中長期計画、評価軸、指数、業務実績に係る自己評価 

中長期計画 年度計画 評価軸、指標等 業務実績 
自己評価 

評定 Ａ 
1.レジリエントな社会

の実現に向けた防災科

学技術の研究開発の推

進 

1.レジリエントな社会

の実現に向けた防災科

学技術の研究開発の推

進 

 1.レジリエントな社会の実現に向けた防

災科学技術の研究開発の推進 

1.レジリエントな社会の実現に向け

た防災科学技術の研究開発の推進 

   ＜評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目標等

に照らし、研究所の活動による成果、

取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的か

つ効率的な業務運営の下で「研究開発

成果の最大化」に向けて顕著な成果の

創出や将来的な成果の創出の期待等

が認められる。 

 

人口構造の変化に伴

って社会の防災力が低

下することで災害リス

クが高まるとともに、国

難級災害の発生が懸念

される中、オールハザー

ドに対して、各主体の災

害対応に係る意思決定

に貢献する科学技術的

知見をオールフェーズ

で提供していくために

は、様々な自然や社会の

状態・環境を観測し、シ

ミュレーション等を活

用した総合的な研究開

発の取組が必要となる。

これらを実現するため、

フィジカル空間におい

て様々な観測を行い、得

人口構造の変化に伴

って社会の防災力が低

下することで災害リス

クが高まるとともに、国

難級災害の発生が懸念

される中、オールハザー

ドに対して、各主体の災

害対応に係る意思決定

に貢献する科学技術的

知見をオールフェーズ

で提供していくために

は、様々な自然や社会の

状態・環境を観測し、シ

ミュレーション等を活

用した総合的な研究開

発の取組が必要となる。

これらを実現するため、

フィジカル空間におい

て様々な観測を行い、得

 (評定の根拠) 

○「レジリエントな社会の実現に向け

た防災科学技術の研究開発の推進」

として、以下の実績等は、「研究開発

成果の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の期

待等が認められる。 
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られたデータをサイバ

ー空間上で分類・整理・

統合する。さらに、それ

らのデータを用いて自

然現象や災害過程 をシ

ミュレートするととも

に、その結果を可視化し

た情報プロダクツを開

発・提供する。加えて、

防災科研版デジタルツ

インの考え方に基づき、

新たな課題を抽出し研

究へフィードバックす

ることにより、知の統合

を目指した研究開発を

進める。これら研究開発

の実施に当たっては、多

様な観測技術によって

観測・収集される、社会

環境及び自然環境のデ

ー タ （ Data ）、 情 報

（ Information）、知識

（ Knowledge ）、 知 恵

（Wisdom）（以下「DIKW 」

という。）を時間の情報

が付された地理空間情

報（以下「高度地理空間

情報」という。）として取

り扱うことで分類・整

理・統合や活用を円滑に

進める。 

このように防災科研

版デジタルツインに基

づき、オールハザード・

オールフェーズを対象

として災害リスクを低

られたデータをサイバ

ー空間上で分類・整理・

統合する。さらに、それ

らのデータを用いて自

然現象や災害過程をシ

ミュレートするととも

に、その結果を可視化し

た情報プロダクツを開

発・提供する。加えて、

防災科研版デジタルツ

インの考え方に基づき、

新たな課題を抽出し研

究へフィードバックす

ることにより、知の統合

を目指した研究開発を

進める。これら研究開発

の実施に当たっては、多

様な観測技術によって

観測・収集される、社会

環境及び自然環境のデ

ー タ （ Data ）、 情 報

（ Information）、知識

（ Knowledge ）、 知 恵

（Wisdom）を時間の情報

が付された地理空間情

報（以下「高度地理空間

情報」という。）として取

り扱うことで分類・整

理・統合や活用を円滑に

進める。 

このように防災科研

版デジタルツインに基

づき、オールハザード・

オールフェーズを対象

として災害リスクを低

減させることにより、レ
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減させることにより、レ

ジリエントな社会を実

現させるための知の統

合を目指した総合的な

研究開発と知の統合に

必要な基礎研究及び基

盤的研究開発を推進す

る。 

ジリエントな社会を実

現させるための知の統

合を目指した総合的な

研究開発と知の統合に

必要な基礎研究及び基

盤的研究開発を推進す

る。 

(1)知の統合を目指すデ

ジタル技術を活用した

防災・減災に関する総合

的な研究開発の推進 

(1)知の統合を目指すデ

ジタル技術を活用した

防災・減災に関する総合

的な研究開発の推進 

〇レジリエントな社会

を実現するために、防

災科学技術に関する

知の統合を目指し、デ

ジタル技術を活用し

た防災・減災に関する

総合的な研究開発を

推進しているか。 

 

≪評価指標≫ 

・デジタル技術を活用

した防災・減災に関す

る総合的な研究開発

の成果 

・知の統合を目指した

研究開発の取組の進

捗状況 

・研究開発の進捗に係

るマネジメントの取

組状況 

・成果の社会実装に向

けた取組の進捗状況 

 

≪モニタリング指標≫ 

・情報プロダクツの生

成件数 

・論文発表数・口頭発表

件数等 

(1)知の統合を目指すデジタル技術を活用

した防災・減災に関する総合的な研究開発

の推進 

(1)知の統合を目指すデジタル技術を

活用した防災・減災に関する総合的な

研究開発の推進 
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    補助評定：Ａ 

レジリエントな社会

を実現するために、防災

科学技術に関する知の

統合を目指した総合的

な研究開発を実施する。

防災科研及び他の機関

が所有する自然科学分

野や社会科学分野の観

測により得られた過去

から最新に至るデータ

等を分類・整理・統合す

ることを目指す。また、

オールフェーズにおい

て、ハザード・リスク評

価及び対策・対応プロセ

スに関する様々なシミ

ュレーション技術を活

用した総合的な研究開

発を推進し、その成果を

分類・整理・統合・可視

化し発信するための基

盤を整備する。これらに

より、社会を構成する多

様な主体が科学的知見

に基づき適切に意思決

定することを支援し、先

を見越した積極的な防

災行動・対策が可能とな

ることを目指す。分野を

横断した連携体制を構

築し、具体的に以下の研

究開発に取り組む。 

レジリエントな社会

を実現するために、防災

科学技術に関する知の

統合を目指した総合的

な研究開発を実施する。

今中長期計画期間にお

いて防災科研及び他の

機関が所有する自然科

学分野や社会科学分野

の観測により得られた

過去から最新に至るデ

ータ等を分類・整理・統

合することを目指すと

ともに、オールフェーズ

において、ハザード・リ

スク評価及び対策・対応

プロセスに関する様々

なシミュレーション技

術を活用した総合的な

研究開発を推進し、その

成果を分類・整理・統合・

可視化し発信するため

の基盤を整備すること

を計画している。これら

により、社会を構成する

多様な主体が科学的知

見に基づく適切な意思

決定することを支援し、

先を見越した積極的な

防災行動・対策が可能と

なることを目指すこと

から、令和７年度は分野

を横断した連携体制に

より、以下の研究開発に

取り組む。 

  ＜補助評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目標等

に照らし、研究所の活動による成果、

取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的か

つ効率的な業務運営の下で「研究開発

成果の最大化」に向けて顕著な成果の

創出や将来的な成果の創出の期待等

が認められる。 
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    (評定の根拠) 

○「知の統合を目指すデジタル技術を

活用した防災・減災に関する総合的

な研究開発の推進」として、以下の

実績等は、「研究開発成果の最大化」

に向けて顕著な成果の創出や将来

的な成果の創出の期待等が認めら

れる。 

 

1)データ統合による情

報プロダクツの生成・発

信・利活用に関する研究

開発 

1)データ統合による情

報プロダクツの生成・発

信・利活用に関する研究

開発 

 1)データ統合による情報プロダクツの生

成・発信・利活用に関する研究開発 

1)データ統合による情報プロダクツ

の生成・発信・利活用に関する研究開

発 

近い将来に国難級災

害の発生が懸念される

一方、情報技術の発展に

より、急速に増大するデ

ータ・情報が相互に連携

し、利活用できる環境が

一層普及すると予想さ

れる。そのため、災害時

情報集約支援チーム（以

下「ISUT」という。）の枠

組みや基盤的防災情報

流通ネットワーク（以下

「SIP4D」という。）をさ

らに発展させると共に、

社会における対策・対応

戦略の抜本的な見直し

が必要である。特に、対

応のフェーズを中心と

して、オールハザードで

効果的な対応の実現を

目指し、災害対応を行う

現場に身を置きながら、

技術や社会の両面から

近い将来に国難級災

害の発生が懸念される

一方、情報技術の発展に

より、急速に増大するデ

ータ・情報が相互に連携

し、利活用できる環境が

一層普及すると予想さ

れる。そのため、災害時

情報集約支援チーム（以

下「ISUT」という。）の枠

組みや基盤的防災情報

流通ネットワーク（以下

「SIP4D」という。）を更

に発展させると共に、社

会における対策・対応戦

略の抜本的な見直しが

必要である。特に、対応

のフェーズを中心とし

て、オールハザードで効

果的な対応の実現を目

指し、災害対応を行う現

場に身を置きながら、技

術や社会の両面から研

 ・自然・社会を観測した多種多様かつ膨大

なマルチセンシングデータに対して、分

野を超えて収集・集約し、それらが有す

る不確かさや精度不足等を踏まえて適

切な統合・変換処理をリアルタイムで行

い、防災・災害対応にリアルタイムに活

用できる「自然災害総合観測センサー

Web」の構築を進めた。面的観測センサ

ーとして、従来の衛星に加えて今後の機

体開発・整備が期待されている高高度無

人機を被害状況把握へ統合的に活用す

るため、経済安全保障重要技術育成プロ

グラム（K Program）「高高度無人機を活

用した災害観測・予測技術の開発・実証」

に大学や企業等と連携して応募して採

択され、新たに「高高度無人機を用いた

被災状況把握に関する技術開発」を開始

した。 

 

・マルチセンシングデータの１つとして、

地球観測衛星の観測データを高度地理

空間情報として統合するための研究開

発を進めた。科学技術・イノベーション

・地球観測衛星を活用した迅速な被害

状況把握に関する研究開発は、内閣

府防災の事前防災対策総合推進費

に採択され、実運用を想定したシス

テム及び官民連携体制の構築のも

と、実災害対応および模擬実証を通

じて有効性を評価・実証した点が大

いに評価できる。これにより、官民

衛星を統合した被害情報の生成・共

有フローの確立に貢献しており、社

会実装が期待される。 

 

・実動機関の被災現場における情報共

有を支援する標準情報システムに

ついては、プロトタイプを開発する

と共に、総合防災訓練（SIP 防災

OKINAWA2025）を初めて主催し、実働

機関（警察、消防、自衛隊等）の参

加のもと評価・検証を実施した点は

顕著な成果の創出に繋がる可能性

があり、高く評価できる。その結果、

組織横断的な情報連携および現場

運用における有効性が確認されて
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研究課題を発見して科

学的に解決を行うとい

うアクションリサーチ

を重視し、以下の研究開

発に取り組む。 

所内及び防災分野の

枠を越えた所外との連

携を行い、多様な観測技

術によってリアルタイ

ムに観測・収集される

DIKW を高度地理空間情

報として取得し統合さ

せ、様々なシミュレーシ

ョンへの活用や、情報プ

ロダクツの生成・発信・

利活用へ繋げるため、

SIP4D を中核とした基盤

技術の研究開発を行う。 

レジリエンスの定量

評価に向けて、災害対策

や対応に必要なデータ・

情報の整備状況、発信・

共有状況、利活用状況等

の観測技術や、統合化・

可視化技術の研究開発

を行う。 

観測・収集される DIKW

やシミュレーション結

果に基づき、高度地理空

間情報化された予測・推

定データを統合的に活

用し、時空間情報の統合

及び処理・解析を動的に

実施することで、災害対

応のトリガーとなり判

断・意思決定に資する情

究課題を発見して科学

的に解決を行うという

アクションリサーチを

重視し、令和７年度は以

下の研究開発に取り組

む。 

・SIP4D を中核とし、多

様な観測技術によっ

て得られる自然・社会

を対象としたマルチ

センシングデータを

高度地理空間情報と

して統合させる基盤

技術の研究開発を進

め、プロトタイプの構

築を行う。 

・上記の統合したマルチ

センシングデータに

基づき、特に被害状況

を常時把握する情報

プロダクツをリアル

タイムに生成する統

合解析・処理技術の開

発を進め、プロトタイ

プの構築を行う。 

・上記情報プロダクツの

発信・可視化を行い、

被災現場における災

害対応者の情報共有

を支援するシステム

の開発を進め、プロト

タイプの構築を行う。 

・災害対応組織間でのデ

ータ流通を拡大する

ために、各種組織との

連携・協働を拡大す

推進事務局の研究開発と Society5.0 と

の橋渡しプログラム（BRIDGE）（以下、

「内閣府 BRIDGE」という。）の「衛星観

測リソースを結集する『日本版災害チャ

ータ』の構築と実証」（2024～2025年）

において、衛星ワンストップシステム

（SIP4D-TSA）に基づき、災害時に地球

観測衛星の観測データを高度地理空間

情報として統合化するための官民協働

体制として提案した「日本版災害チャー

タ」は、これまでの取組を踏まえて高度

化に向けた共同研究を新たに開始し、国

土交通省及び内閣府防災、民間等との実

証実験を拡大した。さらに、内閣府防災

の事前防災対策総合推進費において「官

民衛星の統合による防災利用実証事業」

を提案して採択され、実災害対応及び模

擬実証を行い、官民衛星を統合運用して

被害域の情報として災害対応機関へ共

有するためのフローを確立した。 

 

・自然災害総合観測センサーWebの観測デ

ータから、災害対応に資する被害状況の

迅速な把握を実現するため、戦略的イノ

ベーション創造プログラム（SIP）第 3

期（以下、「SIP第３期」という。）にお

ける課題「スマート防災ネットワークの

構築」のサブ課題 A「災害情報の広域か

つ瞬時把握・共有（研究開発責任機関：

防災科研）」と連携して研究開発を加速

して実施した。令和 6年度に開発した漸

次的被害推計技術に基づき、個別建物被

害推計手法のマルチハザード対応高度

化、避難所被害推計手法の新規開発、道

路通行可否推計手法の開発、孤立集落推

計手法の高度化を行った。これら推計を

おり、社会実装に向けたさらなる発

展が期待される。 

 

・SIP4D を中核とした産官学連携によ

る研究開発の枠組みに基づき、所内

外との連携や協働を加速化した点

が高く評価される。また、防災 DXの

共創を目的として、イベントの実施

や協働基盤として新たに防災クロ

スビュー・ラボを構築し、研究と現

場を繋いだアクションリサーチを

行う環境構築を進めたことは、防災

科学技術に関する知の統合を目指

した研究開発に繋がるものである。 

 

・外部資金（計５件）による大型研究

プロジェクトを推進することで、所

内横断及び所外連携に基づく研究

開発を加速化できた点が高く評価

できる。また、高高度無人機を活用

した被害状況把握を目指す新たな

研究開発プロジェクトを、経済安全

保障重要技術育成プログラム（K 

Program）を通じて外部資金で開始

できたことは、先進的な技術開発の

推進力、戦略的な資金獲得能力、産

官学連携研究企画力が評価された

ものであり、今後の顕著な成果の創

出が期待される。 
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報プロダクツをリアル

タイムに生成・発信・可

視化して利活用を実現

する動態解析技術の研

究開発を行う。 

情報プロダクツを生

成・発信・可視化して利

活用する際に存在する、

情報の過多・不足・不確

実性・曖昧さへの対応

や、分野間における情報

の持つ意味の違いに対

応するための基礎研究

を行う。また、新規・先

端情報技術の活用及び

適用方法の検討を行う。 

公的機関、学界、及び

産業界等との連携・協働

に基づき、SIP4D 及びそ

の発展技術を中核とし

た基盤技術を通じて、レ

ジリエントな社会の実

現を目指して DIKW の流

通を拡大させる。さら

に、所内及び各主体の防

災に関する研究開発成

果や技術を反映させ、防

災実務の要望に基づき、

動態解析技術に基づく

情報プロダクツを生成

することで、利活用が可

能なサービスプラット

フォームの構築を目指

す。これらの連携・協働

に基づく研究開発を通

じて、防災分野のデジタ

る。また、外部リソー

スと SIP4Dとの連携に

基づく研究を進め、生

成 AI を活用した研究

開発に着手する。 

リアルタイムに実施するために、多種多

様なセンサデータ等のマルチセンシン

グデータ要請・取得・統合技術に基づき

時空間データベースへリアルタイムに

格納を行い、被害状況を常時推計する情

報システムとして「マルチセンシングデ

ータ常時解析・可視化・共有システム」

（SIP4D-Sens）の水害版プロトタイプを

構築した。令和７年８月６日からの低気

圧と前線による大雨等へ適用し、被害推

計が可能なことを確認すると共に、高度

化に向けた知見を得ることができた。 

 

・災害動態解析技術の研究開発として、

SIP4D-DDS(SIP4D Disaster Dynamics 

Synthesis)と SIP4D-Sens のデータ連携

機能を開発し、IoT家電データ、プロー

ブ通行実績データ、マルチセンサによる

推定浸水被害域データ、停電域データ、

孤立可能性集落データ等のリアルタイ

ム連携の運用を開始した。あわせて動態

解析対象区域の空間分解能を従来より

も向上させ、町字、郵便番号区、国勢調

査小地域に加えて、新たに農業集落に対

応した。 

 

・実動機関の災害時における活動に資す

る実動機関（消防・警察・自衛隊・海上

保安庁・DMAT・TEC-FORCE）標準情報シ

ステムを実現するため、現地合同調整所

における各機関の連携運用の調整支援

や、各機関の把握した被害状況および活

動状況の管理を行う情報システム

「Open-Xedge（2026 年 1 月より SIP4D-

Xedgeから名称変更）」の開発を、SIP第

3 期のサブ課題 C「災害実動機関におけ
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ルトランスフォーメー

ション（DX）を推進し、

各主体の活動を効果的

に支援することでレジ

リエンス向上を目指す。 

る組織横断の情報共有・活用」（研究開

発責任機関：防災科研）の外部資金と連

携して研究開発を加速して実施した。異

なる実動機関が個別に把握した情報の

紐づけ、更新状況の共有を可能とする

「自律分断型データ調整管理技術」に基

づき Open-Xedge のプロトタイプを構

築し、計 11 件の防災訓練に参画した。

特に「SIP 防災 OKINAWA2025」を株式会

社りゅうぎん総合研究所との共催によ

り開催し、消防、警察、自衛隊等の連携

強化に必要な優先的情報項目等の検証

を、現場収集情報が内閣府の新総合防災

情報システム（SOBO-WEB）と自動連携が

可能なことを確認した。 

 

・産官学民協働による研究開発（SIP4D 

Zone-A）の推進に向けて、防災科研内外、

防災分野内外からの多様なコンテンツ

（データ、情報、プロダクト）を活用し

た実証等が可能な研究基盤（防災クロス

ビュー・ラボ）の構築に着手した。SIP4D

を中核に開発している関連システム等

との連携を前提にシステムの全体設計

を行った。また、情報プロダクツの発信

および可視化機能として、SIP4D-ZIP形

式（SIP4Dで扱う災害情報データを効率

的に格納・共有する標準形式）やラスタ

ーデータに対応した汎用型データ取得

モジュール、情報プロダクツ可視化機能

の開発を進めた。研究開発を通じて試験

的に生成した情報プロダクツや関係機

関のみでの共有が許諾された情報プロ

ダクツ等を被災現場における災害対応

者等が閲覧・利活用を可能とするため

に、情報共有範囲を制御可能な防災クロ
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スビュー・ラボ ポータルサイトを新た

に構築し、長野県や長野市の訓練、令和

７年９月 12 日からの大雨における三重

県四日市市の水害対応に適用した。 

 

・長期的な気候変動等を考慮した地域防

災対策や計画策定を支援する手法の研

究開発として、環境省環境研究総合推進

費（S21「生物多様性と社会経済的要因

の統合評価モデルの構築と社会適用に

関する研究」）の外部資金と連携して、

地域防災 Web を活用した研究開発を加

速して実施した。将来の気候変動に基づ

く土砂災害・洪水ハザードデータの整備

を進めると共に、新たに全国の地域防災

計画や内閣府防災チャレンジプランの

実践事例を収集してデータベースとし

て整備した。また、API連携に基づき NHK 

for School の映像コンテンツを参照可

能とするなど、地域防災 Webへの可視化

を進めた。地域防災 Webに複数のグラフ

表現で可視化を行い、災害リスクの理解

度や対策検討への活用可能性を検証し

た。本 Webサービスを使った教育プログ

ラムや人材育成プログラムは実証等を

通じて初期バージョンを作成した。 

 

・SIP4Dを中核とした産官学連携による研

究開発の枠組み（総合的・科学的研究開

発を行う Zone A、民間企業・団体との

協調と競争・共創を行う Zone-B、公的機

関の相互連携・連動を行う Zone-G）に基

づき、防災科研が防災 DX（デジタルトラ

ンスフォーメーション）研究の中核機関

となるとともに、協働型での防災 DX 研

究を推進する枠組みの構築に向けて、産
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官学民とのネットワークの構築を進め

た。「産官学民共創防災 DXショーケース

＆ディスカッション」という名称で、衛

星やドローンを活用した被害状況把握

と、避難所運営支援の 2つのテーマで、

産官学民で防災 DX を共創する試みを実

施した。このイベントの様子は NHK「明

日をまもるナビ」で取り上げられた。 

 

・防災分野外または民間企業等と連携し

た研究開発を進めた。東日本電信電話株

式会社防災研究所と「自然災害に強い持

続可能な社会の実現等に係る連携に関

する協定書」を締結し、NTT東日本が築

いてきた地域社会との連携を活かして

研究のフィールド実証を開始した。電子

情報技術産業協会（JEITA）スマートホ

ーム部会とエコーネットコンソーシア

ムが共同で設立した新サービス創造デ

ータ連携基盤検討会における防災減災

対応 SWG（主査：防災科研）にて、IoT家

電のフェーズフリー化、制度設計に関す

る協議を開始した。データ社会推進協議

会（DSA）が推進する様々な分野、業界

が自らデータ連携基盤構築するための

共通技術や標準等を提供するための

DATA-EX について、内閣府科技が試験構

築した SIP-EX を用い、SIP 課題「スマ

ートエネルギーマネジメントシステム

の構築」とのデータ連携実証を実施し

た。 

 

・内閣府 BRIDGE の令和 6 年度補正で採

択された「個人情報・公的情報等を安全

に活用可能な被災者支援 AI サービス開

発基盤の開発」プロジェクトにおいて、
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生成 AI を活用したサービス開発基盤

(SIP4D-GAI)のプロトタイプを開発し

た。本システムでは、生成 AI を活用し

て被災者支援の業務プロセス転換を可

能にし、被災者支援サービスの抜本的な

改善の実現（「場所の支援から人の支援

へ」）を目指している。今年度は、プロ

トタイプとして基本的な機能を実装し、

SIP4Dが収集するデータ、都道府県等が

公開している公的情報、被災者 DB など

を生成 AI が活用できるようにデータベ

ース化し、生成 AI が正しい回答を生成

できることを確認した。 

 

 

2)シミュレーション技

術を活用したハザード・

リスク評価及び対策・対

応に関する研究開発 

2)シミュレーション技

術を活用したハザード・

リスク評価及び対策・対

応に関する研究開発 

 2)シミュレーション技術を活用したハザ

ード・リスク評価及び対策・対応に関する

研究開発 

2)シミュレーション技術を活用した

ハザード・リスク評価及び対策・対応

に関する研究開発 

①自然災害のハザード・

リスク評価に関する研究

開発 

①自然災害のハザード・

リスク評価に関する研

究開発 

 ①自然災害のハザード・リスク評価に関す

る研究開発 

①自然災害のハザード・リスク評価に

関する研究開発 

 社会全体のレジリエ

ンスを持続的に高め、災

害リスクを低減するた

めには、社会を構成する

各主体がそれぞれの条

件下でリスクを適切に

把握し備えなくてはな

らない。各主体が災害に

対して適切な意思決定

ができる社会の実現に

向け、各種自然災害につ

いて自然環境及び社会

環境に関するデータを

活用した科学的知見に

 社会全体のレジリエ

ンスを持続的に高め、災

害リスクを低減するた

めには、社会を構成する

各主体がそれぞれの条

件下でリスクを適切に

把握し備えなくてはな

らない。各主体が災害に

対して適切な意思決定

ができる社会の実現に

向け、各種自然災害につ

いて自然環境及び社会

環境に関するデータを

活用した科学的知見に

 ・過去の経験や知見が十分でない低頻度

の大規模災害に対して不確実さを適切

に考慮できるハザード・リスク評価手法

高度化のため、南海トラフ地震を対象と

した地震の発生確率に関する認識論的

不確定性を考慮した地震及び津波ハザ

ード評価を行うとともに、日本海側の海

域活断層を対象としたシナリオ地震地

図の作成、および津波ハザード評価のた

めの有識者ヒアリングおよびアンケー

ト調査、活断層ごく近傍における強震動

予測手法高度化を目的とした断層トレ

ースの詳細なモデル化の 2016 年熊本地

震への適用を実施した。地震及び津波ハ

・全国を対象とした応答スペクトルに

関する地震動予測地図を日本で初

めて公開するとともに（令和７年９

月）、K-NET、KiK-net データの強震

動指標と震源情報、PS検層データや

J-SHIS の最新の地下構造モデル情

報などを関連付けたフラットファ

イルを令和 6年末までのデータに更

新し、公開した（令和７年７月）。こ

れらは建築分野における指針やガ

イドラインの改定、土木分野におけ

る耐震性能評価、機械・電機分野に

おける送電用の設計用加速度応答

スペクトルの算定、保険分野におけ
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基づくハザード・リスク

評価に関する研究を総

合的に行う必要がある

ことから、以下の研究開

発に取り組む。 

過去の経験や知見が十

分でない低頻度の大規

模災害に対しても不確

実さを適切に考慮でき

るハザード・リスク評価

手法の高度化研究を行

い、地震及び津波ハザー

ドの基盤情報を整備す

る。さらに、地震に伴う

複合災害のリスク評価

手法の開発を行う。これ

らの研究開発の基盤と

なる強震動観測記録、地

下構造、活断層などのデ

ータベース群の整備、及

びシミュレーション技

術の開発を進める。研究

開発成果を所内外へ発

信し活用を促進するハ

ザード・リスク情報プラ

ットフォームを開発す

るとともに、各主体と連

携し共創と研究の高度

化を推進する。また、研

究開発成果に基づき地

震調査研究推進本部を

はじめとする防災行政

に資する情報を整備す

る。 

地震・津波のみならず各

種自然災害を対象に、災

基づくハザード・リスク

評価に関する研究を総

合的に行う必要がある

ことから、令和７年度は

以下の研究開発に取り

組む。 

・過去の経験や知見が十

分でない極めて低頻

度の大規模災害に対

しても不確実さを適

切に考慮できるハザ

ード・リスク評価手法

の高度化研究を進め

る。 

・研究成果を所内外へ発

信し活用を促進する

ハザード・リスク情報

プラットフォームの

開発に向けて、地震ハ

ザード情報の更新と

産学官の勉強会を継

続し、各主体と連携し

共創と研究の高度化

を推進するための体

制作りを進める。ま

た、研究成果に基づき

地震調査研究推進本

部をはじめとする防

災行政に資する情報

の整備を進める。 

・地震複合災害のハザー

ド・リスク評価に関し

て、災害の発生頻度、

影響範囲を、地形・地

質学的データから明

らかにするための手

ザードの基盤情報として、南海トラフ地

震の発生確率に関する認識論的不確定

性を考慮した確率論的地震動予測地図

を作成した。基盤となる強震動観測記

録、地下構造、活断層のデータベース群

へのデータの追加を行った。 

 

・研究成果の所内外への発信として、J-

SHIS より応答スペクトルに関する地震

動予測地図、および J-SHIS Labs より

「強震動データフラットファイル 2024

年版」を公開した。研究成果を所内外へ

発信し活用を促進するハザード・リスク

情報プラットフォームの開発に向け

て、「強震動観測データ利活用検討委員

会」およびワーキンググループにおいて

地震防災対策に資する強震動情報共通

基盤の在り方と利活用方法を検討し、最

終報告書をとりまとめた。「地震動予測

モデルのための強震動情報共通基盤の

構築（通称：GMM Project in Japan; GMM-

PJ）」プロジェクトを開始し、地震ハザ

ード情報の利活用に携わる国内の企業

等を対象に研究集会「地震動モデルと地

震ハザード評価：現状と今後の展望」を

開催した。また、「地震動予測モデルの

ための強震動情報共通基盤の構築」のワ

ーキンググループにおける議論をもと

に、データや指標を追加した「フラット

ファイル GPJv1」を作成した（令和 8年

度前半に公開予定）。 

 

・地震複合災害のハザード・リスク評価に

関して、関東地域の中川低地沿いの超軟

弱地盤地域を対象に、地形・地盤条件と

既往最大規模地震による災害との関係

る地震リスク評価、研究としての地

震動予測モデルの構築・改良など、

国内のみならず海外からも活用さ

れ始めており、地震ハザード情報と

その基盤情報のさらなる利活用促

進が期待されるとともに、国際的な

利活用の展開にもつながる。 

 

・「地震動予測モデルのための強震動

情報共通基盤の構築」のワーキング

グループにおける議論をもとに、強

震動データの「フラットファイル」

を公開した。今後の取組の方向性を

議論する場としての地震工学シン

ポジウムのオーガナイズドセッシ

ョンの提案を行い、採択された。 

 

・GMM-PJは研究コミュニティから参加

者を募って共通のデータセットに

基づく地震動予測モデルを作成す

る国内初の取組である。強震動デー

タプラットフォームや観測点台帳

の整備と合わせて、国内の強震観測

網の利活用促進と地震ハザード評

価の高度化に資する成果が期待さ

れる。 

 

・「南海トラフ地震等巨大地震災害の

被害最小化及び迅速な復旧・復興に

資する地震防災研究プロジェクト」

と連携し、南海トラフ巨大地震を対

象に、都市部、ゼロメートル地帯、

軟弱地盤地域、山間地といった特徴

的な地域において地震動・津波・土

砂崩れ・液状化等の災害が同時また

は時系列的に発生した場合に、通常
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害事例データベースを

高度化し整備するマル

チハザードイベントカ

タログや地すべり地形

分布図等に基づき、防災

科研の様々なシミュレ

ーション技術を活用す

ることで地域性や発生

の多様性を考慮したマ

ルチハザード・リスク評

価手法について、外部機

関を含めた連携体制を

構築しつつ開発に取り

組む。また、マクロな被

害予測とそれに基づく

経済被害の評価手法と

社会全体の機能維持・回

復を評価できるレジリ

エンスの定量評価手法

の開発を行うとともに、

評価に必要な建物や人

口等の社会環境に関す

る基盤的なデータを整

備する。 

地震発生直後の全国を

対象としたリアルタイ

ム地震被害推定システ

ムを基盤に、地方公共団

体や民間企業等の各主

体の災害対応の意思決

定に資する利活用ニー

ズを踏まえ、航空機やド

ローン等によるセンシ

ング技術を活用して被

害推定の空間分解能を

高め、広域から重要施設

法開発を行う。 

・地震発生直後の全国を

対象としたリアルタ

イム地震被害推定シ

ステムにおいて、被害

程度が軽微であって

も広域にわたること

から経済的な影響を

及ぼす可能性のある

建物被害の推定手法

の改良を行う。 

・研究成果の国際展開の

た め 、 Global 

Earthquake Model 

(GEM)の活動に参画

し、世界地震ハザード

マップに貢献すると

ともに国際コミュニ

ティからのフィード

バックを得る。米国、

韓国をはじめとする

東アジア、環太平洋の

国・地域等の研究機関

等と連携し、国際ワー

クショップを通じた

研究交流や、地震ハザ

ード評価に関する国

際共同研究を行う。 

を整理するとともに、超軟弱地盤におけ

る強震動評価に関する有識者ヒアリン

グを実施した。首都圏の超軟弱地盤地域

の連鎖複合災害リスク解明と長期的な

対策に関して、所内外の有識者による検

討会を開催した。今後継続的に開催する

ことで、府省連携を含む研究計画の検討

を進める。また、中川低地のボーリング

コアの年代分析および火山灰分析をも

とに、超軟弱地盤表層を形成した過去約

3000 年間の洪水履歴を整理した。外部

資金と連携し、南海トラフ地震を対象に

複数ハザードの連鎖構造と社会機能へ

の影響を因果構造として整理する枠組

みや、社会機能の破綻可能性の低減をレ

ジリエンス指標の一つとする考え方を

整理した。また、災害事例データベース

の利用・解析を進めた。さらに、久留米

市を対象に浸水ハザード、および曝露情

報を用い、避難所収容能力を上回る避難

者が生じる破堤点の抽出とシナリオ分

類を行った。地震・降雨による地すべり

災害の統合評価に向け、令和６年能登半

島地震、およびその後の奥能登豪雨によ

る斜面変動箇所を対象として、斜面変動

の類型化および地形・地質的素因調査を

実施した。 

 

・全国を対象としたリアルタイム地震被

害推定システムでは、震度情報ネットワ

ークを構成する自治体震度計の波形デ

ータを取り込み、周期別の応答スペクト

ルを外力指標とした被害関数を用いて

建物の被害推定をする機能を試作した。

より詳細な被害推定のため、小学校・保

育園等の重要施設における地震観測・情

であれば個別に対応可能な災害が

連鎖・複合的に拡大し社会機能の停

止や生活の持続困難を引き起こす

現象を「連鎖複合災害」と捉え、そ

の構造の解明と対策の設計に資す

る連鎖複合災害リスク評価手法開

発に着手できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「強震動観測データ利活用検討委員

会」での議論を踏まえ、消防庁およ

び、気象庁との連携のもと、日本最

大の強震観測網である自治体震度

計の波形データを活用した被害推

定システムの構築に着手できた。今

後、長周期地震動を含む周期特性を

考慮した地震動推定が可能になり、

高精度、高解像度の被害推定実現に
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等の個別建物レベルに

わたる被害推定を可能

にするシステムを、ハザ

ード・リスク情報プラッ

トフォームや SIP4Dと連

携する形で開発に取り

組む。 

研究開発成果の国際展

開のため、国際研究交流

を促進し観測記録をは

じめとしたデータやハ

ザード・リスク評価に係

るモデルの共有・相互理

解 を 進 め る 。 Global 

Earthquake Model (GEM)

の活動等を通じて、国際

的なハザード・リスク評

価モデルの標準化に向

けて取り組むととも

に、「仙台防災枠組 2015-

2030」の目標を踏まえて

国際社会の防災減災に

貢献する。 

報配信実験を実施した。外部資金と連携

し、ボアホールと地表に設置された光フ

ァイバを用いた DAS による３次元地盤

モデル作成・震源モニタリングの技術開

発に着手した。被害状況把握手法とし

て、現地調査画像を用いた機械学習によ

る災害調査支援システムの開発を行っ

た。また、ドローンの防災での自治体に

おける活用について、災害時に機能する

ドローン運用を実現するためには、平時

の住民サービスを含む全体設計に基づ

くフェーズレス運用が必要であること

を、アンケート調査を通じた初期分析に

より示した。これらを踏まえ、今後災害

初期対応と状況把握に堅実につながる

自治体向けドローン活用モデルとして

構築・公開することを目指す。 

 

・研究成果の国際展開のため、Global 

Earthquake Model (GEM)に運営委員と

して参画するとともに、日本の地震ハザ

ードモデルを次期世界地震ハザードマ

ップに実装するための作業を行った。

GEM のアジア環太平洋地域展開の一環

として、また日本・台湾・ニュージーラ

ンドの共同研究の一環として、台湾で開

催された国際ワークショップに参加し、

各地域のハザード・リスク評価に係る相

互理解を進めた。米国・韓国の国立研究

所（米国：ローレンス・リバモア国立研

究所（LLNL）、韓国：韓国地質資源研究

院（KIGAM））と地震ハザードモデリング

および地震モニタリングに関する３か

国国際共同研究を開始した。ニュージー

ランドの研究機関（Earth Sciences New 

Zealand（ ESNZ））に在外研究員を派遣

期待できる。 

 

・国交省や民間企業の協力のもと、光

ファイバ DASを用いた 3次元地盤モ

デル等の構築を目指した研究に着

手できた。今後、長周期地震動を含

む地震ハザードの高精度化に貢献

できるともに、都市部の詳細なモニ

タリングや被害検知への応用も期

待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

・地震ハザードモデリングおよび地震

モニタリングに関して、米国のロー

レンス・リバモア国立研究所（LLNL）

及び韓国の韓国地質資源研究院

（KIGAM）と国際共同研究を開始し、

両国の国立研究所との連携の新た

な枠組みを構築することができた。

また、地震津波複合災害に関する

Earth Sciences New Zealand（ESNZ）

との国際共同研究を実施するとと

もに、国際ワークショップを開催

し、ESNZとの協力体制の強化および

研究成果の国際展開を進めた。これ

らの実績は、国際的な研究連携の深

化と研究成果の発信力向上に大き

く寄与するものであり、高く評価で

きる。 
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し、地震と津波に関する合同ワークショ

ップを開催した。 

 

 

②総合知による災害対応

DX の推進に関する研究

開発 

②総合知による災害対応

DX の推進に関する研究

開発 

 ②総合知による災害対応 DX の推進に関す

る研究開発 

②総合知による災害対応 DX の推進に

関する研究開発 

 人口減少局面におい

て災害を乗り越えるた

めには、知の体系化、標

準化、デジタル化を含め

全国規模での効果的な 

災害対応が可能となる

仕組みの構築が急務と

なっている。そのため、

自然現象及び社会現象

としての災害の研究開

発成果を相互に活用し、

オールフェーズにおけ

る現場調整を担う市区

町村と後方調整を担う

国や都道府県の全ての

災害対応業務において、

その質的転換を可能と

する方法論やそれを支

える情報プロダクツの

開発等、総合知により災

害対応に DX をもたらす

技術（以下「災害対応 DX」

という。）に関する以下

の研究開発に取り組む。 

災害に関する経験・知

識・知恵の体系的かつ継

続的収集を行い、これら

の知の体系化・構造化に

よる新たな知の創造を

人口減少局面におい

て災害を乗り越えるた

めには、知の体系化、標

準化、デジタル化を含め

全国規模での効果的な

災害対応が可能となる

仕組みの構築が急務と

なっている。そのため、

自然現象及び社会現象

としての災害の研究開

発成果を相互に活用し、

オールフェーズにおけ

る現場調整を担う市区

町村と後方調整を担う

国や都道府県の全ての

災害対応業務において、

その質的転換を可能と

する方法論やそれを支

える情報プロダクツの

開発等、総合知により災

害対応に DX をもたらす

技術（以下「災害対応 DX」

という。）に関し、令和７

年度は以下の研究開発

に取り組む。 

・分野を超えた共通のプ

ラットフォームであ

る、防災・減災と持続

可能な開発推進のた

 ・分野を超えた共通のプラットフォーム

である、防災・減災と持続可能な開発推

進のための知の統合オンライン・システ

ム（OSS）の研究開発では、膨大な災害

対応の経験知を機械判読可能にし、デー

タベース化し、相互の関連性を踏まえて

構造化するための生成 AI を活用したシ

ステム開発を行なった。具体的には、過

年度の取組において収集したデータの

うち、過去の災害対応に際して政府より

発出された通知・事務連絡 1,500件を次

の災害対応時にすぐに検索できるよう

にする参考文献検索システム（応急対応

DX システムの１機能）を構築した。通

知・事務連絡にはそのまま読み取れない

ものが多かったため、AI を使って OCR

し、発出元、発出先、件名、発出日、内

容を読み取る技術を開発した。参考文献

検索システムは、キーワード、発出元、

発出先、業務などで絞り込み検索できる

ようにし、実際の PDFを表示できるよう

にした。過去の経験をすぐに参照できる

ものとなっている。また、災害対応過程

を分析できるようにするため、過去の災

害対応記録を読み取り、誰が、いつ、何

をしたかをデータ化する仕組みを開発

した。災害対策本部会議資料を AI を使

って OCRし、主体、日時、行動を抽出、

タイムライン形式で表示できるシステ

・生成 AI を活用して過去の災害対応

に関する資料をデジタル化し、分析

し、データベース化することで、現

在、各省庁に分散する過去の通知・

事務連絡を一括してまとめ、災害対

応時に即検索・参照して、意思決定

や対応に活用できるようにした参

考文献検索システムを構築した。こ

れにより、過去の経験知を迅速に活

用した意思決定や対応が可能とな

り、今後の災害対応の効率化・精度

向上が期待される。 

 

・全国ライフライン施設（上下水道，

電力）の脆弱性評価方法を構築し、

既往の復旧日数予測方法に組み込

んだ。これにより、ハザードのみな

らず、地域の脆弱性を踏まえたより

現実的な初期復旧期間予測や初期

復旧人員予測が可能となった点が

評価できる。また、市町村応急対応

DX システム（DxM4D）への展開が可

能になったことで、自治体の応急対

応における意思決定支援の高度化

が期待される。 

 

・災害対応業務の標準手順の全国共通

化に向け、標準手順としての WBS作

成では、国の指針や自治体資料をも
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可能とする知の統合基

盤として、「災害レジリ

エンスの強化による持

続可能な国際社会実現

のための学術からの提

言 －知の統合を実践す

るためのオンライン・シ

ステムの構築とファシ

リテータの育成－」（令

和２年９月 18 日日本学

術会議）も踏まえ、分野

を超えた共通のプラッ

トフォームである、防

災・減災と持続可能な開

発推進のための知の統

合オンライン・システム

（ Online Synthesis 

System, OSS）の研究開発

を進める。 

ハザード・リスク情報や

災害に関する自然科学

とオールフェーズにつ

いての社会科学の知を

組み合わせた災害過程

のシミュレーション技

術の開発に取り組む。こ

のシミュレーション技

術の成果を高度地理空

間情報として SIP4Dや各

種の観測技術と連携さ

せ、状況の推移や実行結

果の予測など、国と地方

公共団体による先を見

据えた対策・対応の意思

決定を可能にする情報

を提供するための研究

めの知の統合オンラ

イン・システム（OSS）

の研究開発を進め、プ

ロトタイプ開発に着

手する。 

・引き続き災害過程のシ

ミュレーション技術

の開発に取り組む。被

害推定結果、被害報告

に基づく業務量推定

技術を引き続き開発

する。災害対応の結果

を予測する技術の開

発に着手する。 

・災害・危機対応の国際

的な研究動向や世界

標準を踏まえながら、

行政の災害対応組織

編制・組織運営・情報

処理・対応すべき業

務・応援受援につい

て、能登半島地震調査

結果等をもとに、災害

対応マネジメントに

関わる計画作成手順、

資源管理の標準的手

法の原案策定を進め

る。 

・応急対応 DX のシステ

ムプロトタイプでの

実証実験結果、能登半

島地震等の災害対応

記録、上記標準的手法

の原案等をもとに、応

急対応 DX の本システ

ムの仕様策定を進め

ムである。 

・災害過程のシミュレーション技術の開

発では、昨年度に引き続き被害推定結

果、被害報告に基づく業務量推定技術を

開発した。発生した地震の震度分布を受

信し、即時に簡易的に、建物被害、人的

被害、ライフラインの機能支障日数、道

路・鉄道の停止日数等を算出できるよう

にした。また、上下水道、電力に関して

は脆弱性評価方法を構築し、上水道に関

しては全国脆弱性指標の評価を行い、既

往研究ではハザードのみを考慮して復

旧日数を想定していたものを、水道等の

脆弱性指標も考慮して復旧日数を算出

する技術を開発した。この復旧予測手法

は令和 6 年能登半島地震の実績に照ら

して検証した。さらに、この復旧日数か

ら、上水道の応急復旧に必要な業務量、

具体的には復旧要員の人数と復旧日数

の積である必要資源量、を求める手法を

開発した。 

 

・災害対応マネジメントに関わる計画作

成手順、資源管理の標準的手法の原案策

定では、市町村が主に担当しなければな

らない業務 7業務（警報避難・避難収容・

被害認定／生活再建・災害廃棄物処理・

遺体処理／防疫・福祉支援・総合相談窓

口）のうち、特に平常時業務との接続性

がなく、手順策定が必要とされる避難収

容、被害認定／生活再建業務について

WBS（Work Breakdown Structure）形式

での業務手順の構造化を行なった。ここ

ではまず、作成プロトコル（WBS作成の

手順）とコードブック（WBS作成のルー

ル）を定義し、誰がやっても同じ形式に

とに、生成 AIによる知識集約と、人

による暗黙知の形式知化を組み合

わせた手法を開発した。作成プロセ

スや作成ルールを整備し、今後多様

な業務での標準手順の作成の道筋

を得た。 

 

・これまで開発してきた DxM4Dの機能

のうち、市町村災害対応上最も必要

な全体調整機能（計画策定支援機能

と資源管理機能）について、要件定

義が内閣府の新総合防災情報シス

テム（SOBO-WEB）に採用され、開発

されている。今後 DxM4Dを全国に普

及し、災害対応を標準化していくた

めの第一歩として評価できる 

 

・市町村に最も求められている全体状

況と進捗の把握に対応するため、令

和 6年能登半島地震の輪島市での災

害対応支援の中で実対応に基づい

て開発した災害対応ダッシュボー

ドを、他の自治体でも利用可能に一

般化し、テンプレート化して配布を

開始した。この取組により、各自治

体で迅速かつ効率的に状況把握・進

捗管理を行える体制の構築が可能

となった。 
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開発を行う。 

災害・危機対応の国際的

な研究動向や世界標準

を踏まえ、行政の災害対

応組織編制・組織運営・

情報処理・対応すべき業

務・人材育成・応援受援

の仕組みを構造化・標準

化するための研究開発

を行う。国や都道府県、

市区町村の役割と、それ

ぞれの業務及びその連

携のあるべき姿を明ら

かにし、限られた資源を

最適に配分することで、

災害対応に係る全ての

組織の業務が一連とな

った災害対応を実現さ

せる方策を検討する。 

さらに、シミュレーショ

ン技術と世界標準に即

し構造化された災害対

応を基に、デジタル技術

による災害対応の実務

と研究の変革を推進す

る方法論を研究する。組

織の意思決定と対応に

関する記録を自動で蓄

積する災害対応インタ

ーフェースを開発し、ク

ラウド上に実装する。そ

して、社会実装に向けて

クラウドでの訓練と実

際の頻発する災害での

実践を通じて、災害対応

の経験知を蓄積する。こ

る。 なることを目指すとともに、生成 AI で

の作業で形式知を集約し、人力での作業

で暗黙知を挿入していくことを念頭に

した。この結果両業務において、WBSの

原型を作ることができた。 

 

・応急対応 DX の本システムの仕様策定で

は、応急対応 DX システムに求められる

機能を、7機能（状況把握、状況予測、

資源管理、計画策定、参考文献検索、連

絡処理、業務工程管理）とし、それぞれ

の機能の仕様策定を進めた。状況把握機

能については、令和 6年能登半島地震に

おける輪島市での災害対応支援におい

て開発した全体状況・進捗を可視化し管

理するダッシュボードを、災害対応のDX

の進展過程に基づいて入力、共有、可視

化、判断、機能横断連携をデジタル化す

る要件を定義し、一般化して他の自治体

でも利用できるようにダッシュボード

テンプレートの配布を開始した。配布サ

イトに登録し、テンプレートをダウンロ

ードしてデータ入力を行うとダッシュ

ボードが使えるようになるものである。

資源管理、計画策定については、過年度

に研究開発・実証した要件定義、仕様が、

内閣府の新総合防災情報システム

（SOBO-WEB）の追加機能として、市町村

用の計画策定・資源割り当て支援とその

訓練のための機能に取り入れられた。参

考文献検索については前述のとおりシ

ステム開発済みである。連絡処理につい

ては、世界標準の ICSに沿って役割によ

る操作、連絡時必要事項の定義、連絡経

路等やり取りのルール等を策定し、最低

限の機能を搭載し実際に動くシステム
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の経験知をもとに組織

の体制や計画の検証を

充実させ、状況に応じた

意思決定と対応の形を

創出する研究を推進し、

複数組織による共同で

の災害対応業務の標準

化を促進する。 

 

を開発した。 

3)災害過程の科学的解

明による持続的なレジ

リエンス向上方策に関

する研究開発 

3)災害過程の科学的解

明による持続的なレジ

リエンス向上方策に関

する研究開発 

 3)災害過程の科学的解明による持続的な

レジリエンス向上方策に関する研究開発 

3)災害過程の科学的解明による持続

的なレジリエンス向上方策に関する

研究開発 

第６期科学技術・イノ

ベーション基本計画に

おける「『総合知による

社会変革』と『知・人へ

の投資』の好循環」を実

現するためには、自然科

学・情報科学の知見に加

え、社会科学の研究を推

進することが求められ

ている。特に人間の災害

に対する行動傾向を研

究しながら、有効性を持

つ各種対策・対応の誘

導、人材育成、資金と情

報の循環の仕組みを開

発することが重要であ

ることから、以下の研究

開発に取り組む。 

個人、地域や民間企業

等のコミュニティ、及び

公的機関がどのように

反応し、災害リスクやそ

の情報に対して行動を

第６期科学技術・イノ

ベーション基本計画に

おける「『総合知による

社会変革』と『知・人へ

の投資』の好循環」を実

現するためには、自然科

学・情報科学の知見に加

え、社会科学の研究を推

進することが求められ

ている。特に人間の災害

に対する行動傾向を研

究しながら、有効性を持

つ各種対策・対応の誘

導、人材育成、資金と情

報の循環の仕組みを開

発することが重要であ

る。令和７年度は、以下

の研究開発に取り組む。 

・個人、地域や民間企業

等のコミュニティ、及

び公的機関がどのよ

うに反応し、災害リス

クやその情報に対し

 第６期科学技術・イノベーション基本計

画における「『総合知による社会変革』と

『知・人への投資』の好循環」を実現する

ためには、自然科学・情報科学の知見に加

え、社会科学の研究を推進することが求め

られている。特に人間の災害に対する行動

傾向を研究しながら、有効性を持つ各種対

策・対応の誘導、人材育成、資金と情報の

循環の仕組みを開発することが重要であ

る。令和７年度は、以下の研究開発に取り

組んだ。 

 

・個人、地域や民間企業等のコミュニテ

ィ、及び公的機関の行動変容やコミュニ

ティ形成に着目し、地域社会が発災後か

ら復旧・復興期に至る過程における各種

社会データの蓄積を通じて、地域社会の

災害後の対応シミュレーションと被災

前後の地域社会の災害レジリエンスの

評価を可能とする指標の構築を進めた。

その一環として、東日本大震災の被災地

である岩沼市、熊本地震の被災地である

益城町をモデルに収集した地域社会の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域社会が発災後から復旧・復興期

に至る過程における各種社会デー

タの蓄積と、これらのデータを用い

た災害レジリエンスの評価指標の

構築に向け、岩沼市や益城町の実被

災地の被害データを用いてレジリ

エンス評価指標を実証的に検証し、

災害レジリエンスが復興感や住宅

再建と有意に関連することを明ら

かにするとともに、地域社会の復

旧・復興や事前対策の優先順位付け
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変容させるかについて

のオールフェーズのモ

デルの構築を進めると

ともに、災害過程のシミ

ュレーション技術の開

発に取り組むことで、グ

ローバルな規模で発生

する自然・社会・経済環

境の変化が将来の災害

過程に及ぼす影響を予

測する。 

個人に対しては、全国

を対象に災害に対して

知る・備える・行動する

ための基本的な能力で

ある防災基礎力を評価

する手法の開発を行う

とともに、情報プロダク

ツの開発、防災教育、及

びファシリテータの育

成を通じて防災基礎力

を向上させる手法の開

発に取り組む。 

コミュニティに対し

ては、地域における災害

リスク低減のための集

合的な行動を促進する

手法開発を継続すると

ともに、民間企業におけ

る事業継続に向けた実

行を促進する手法の開

発を行う。 

公的機関に対しては、

特に行政の対策・対応・

政策の支援を対象とし

て、災害対応 DX を通じ

て行動を変容させる

かについて、オールフ

ェーズでのモデル構

築に向け、過去の災害

データ収集をはじめ、

令和 6年能登半島地震

の被災地の復旧・復興

の状態の調査を通じ

てモデルの構築を進

める。 

・個人に対しては、研究

開発してきた防災基

礎力尺度を用いて、防

災基礎力の向上に資

する支援人材の実態

やニーズを踏まえた

人材育成手法のプロ

グラム化に着手する。

また、被災高齢者の個

人要因とレジリエン

スの関連についての

研究を継続して進め

る。 

・コミュニティに対して

は、共同住宅コミュニ

ティに焦点を当て、都

市災害に備え、災害時

要配慮者数予測手法、

震災デジタルを活用

した効果的な防災活

動の推進における意

思決定手法を具体化

する。また、令和６年

能登半島地震をモデ

ルに、避難所運営に関

する実態調査を通じ

被害データを用いて、先行研究でのレジ

リエンス評価指標の妥当性を実証的に

検証した。その結果、レジリエンス評価

結果が被災後の復興感や住宅再建と有

意に関連することが明らかになり、地域

社会の復旧・復興や事前対策等の優先順

位付けにレジリエンス評価が有効であ

ることが実証できた。 

 

・令和６年能登半島地震および令和６年

奥能登豪雨の被災地である輪島市と協

力し、被災住民（18歳以上 80歳未満、

14,300 人）を対象に質問紙形式の悉皆

調査「輪島市住民復興調査」（調査期間：

令和７年 11 月１日～令和７年 11 月 30

日）を行った。その結果、7,762件の回

答（有効回答率 54.3％）が得られ、被災

地域における個人の生活再建、地域の復

興に対して地域社会のレジリエンスが

影響する要因が明らかになり、かつ、将

来想定される南海トラフ地震や首都直

下地震などの大規模災害に備えた災害

復興政策や支援体制の改善に資する基

礎データが蓄積できた。なお、調査結果

は、輪島市内にて「輪島市住民復興調査

報告会－地域が災害から復興する「力」

とは－」を開催（令和８年３月 22 日）

し、被災住民をはじめ支援組織や研究者

にフィードバックするとともに、「防災

科学技術研究所研究資料第 532号」に取

りまとめて公開した。 

 

 

 

 

 

に活用可能であることを示すこと

ができた。特に、令和６年能登半島

地震および令和６年奥能登豪雨の

被災地である輪島市と連携した大

規模な悉皆調査では、従来の被災地

調査に比べて、幅広い住民層から体

系的で高い割合の回答を得ており、

将来の大規模災害に備えた政策・支

援体制の改善に資する基礎データ

を蓄積することができた。また、本

調査の結果より、個人の生活再建や

地域の復興に対して、地域社会のレ

ジリエンスがどのように影響する

かを実証的に明らかにすることが

できた。さらに、これらの研究成果

については、輪島市内にて「輪島市

住民復興調査報告会－地域が災害

から復興する「力」とは－」を開催

し、被災住民をはじめ支援組織や研

究者にフィードバックするととも

に、「防災科学技術研究所研究資料第

532 号」に取りまとめて公開し、復

興過程を理解するうえで重要な学

術的知見を提示することができ、今

後想定される南海トラフ地震や首

都直下地震等の大規模災害に備え

た復興政策、支援体制、地域レジリ

エンス向上策の検討に活用可能な

知見としての還元可能性も高めた。

以上より、地域社会の復旧・復興過

程に関する重要な知の基盤形成と

それを用いたレジリエンス評価指

標の構築に向けて、顕著な成果を上

げることができ、今後の防災・復興

政策の高度化に寄与する社会的波

及効果への期待等が認められる。 
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て災害対応の基本的対

応様式としての形を世

界標準に沿って創出し、

災害対応力の持続的向

上方策の研究開発を行

う。 

これらを通じて、社会

が自らレジリエンスの

向上に向かって持続的

に変容し続けることを

可能とするガバナンス

に関する研究を行う。社

会のあらゆる層のレジ

リエンスを高める行動

に必要な人材、物資、資

金や情報が循環するた

めの仕組みを提案する。 

て、効果的な運営体制

を解明する。さらに、

中小企業等の事業継

続対応を誘引するフ

ァイナンスの仕組み

の構築を目指し、令和

６年能登半島地震の

被災企業を対象に調

査を実施し基礎デー

タを整備するととも

に、企業リスクの簡便

評価ツールの拡充を

図る。 

・公的機関に対しては、

「総合知による災害

対応 DX の推進に関す

る研究開発」と協調し

て世界標準に沿った

災害対応力の持続的

向上方策の研究開発

を重点的に進める。 

・これらを通じて、社会

が自らレジリエンス

の向上に向かって持

続的に変容し続ける

ことを可能とするガ

バナンスに関する検

討を行いつつ、その変

容の内容や程度につ

いて継続して観察を

行う。 

 

・個人に対しては、レジリエンス向上に資

する防災対策の実践に必要な支援人材

の確保と育成に向け、防災活動の実態に

関する事例調査を通じて、活動や支援の

状況、課題、要望などを明らかにした。

これを踏まえ、地域特性に応じた災害リ

スクの理解、課題発見と対応検討、各種

防災ツールの活用を担う人材育成を目

的に、茨城県防災士会と協力し、防災士

との意見交換（計７回）を通じて、実践

的かつ現場適用性の高い地域防災支援

人材育成プログラムのプロトタイプが

構築できた。また、レジリエンス向上策

の実践に活用できる情報プロダクツ

「YOU@RISK」の研究開発に継続して取り

組んだ。過年度まで研究開発してきた

「YOU@RISK-洪水版」を基盤に、岩手県、

新潟県のモデル小中学校での社会実証

による効果検証を得て、津波災害時の安

全な避難行動が検討できる学習ツール

として「YOU@RISK-津波版」を開発し、

多様な災害リスクへの対応力強化に貢

献した。さらに、防災教育資源の集約と

活用促進を目的として、これらの学習ツ

ールや防災教育プログラムを公開する

ウェブサイト「防災教育リテラシーHUB」

を構築した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災行動の変容に対する個人の意識

や知識の問題としてのみ捉えるの

ではなく、それを支援する中間的担

い手に着目し、防災対策の実態に関

する事例調査を通じて、支援人材の

活動状況、支援状況、課題、要望を

実証的に把握し、その知見をもとに

人材育成の要件定義と人材育成プ

ログラムの試作までを一貫して行

っている。特に、研究成果を具体的

な人材育成手法へと発展させ、茨城

県防災士会と連携して、既存の防災

士について、地域特性に応じた災害

リスクの理解、課題発見、対応検討、

各種防災ツールの活用を担う支援

者として位置づけ、地域防災の現場

で活動する防災士と意見交換を重

ねながら、現場の知見をもとに理論

的妥当性と現場適用性を両立させ、

現場で活用可能な地域防災支援人

材育成プログラムのプロトタイプ

を構築した点は、今後の自治体や地

域団体における支援人材育成の標

準的枠組みとして発展し得る基盤

を示しており、地域社会との共創に

よる研究モデルとして、実装可能性

の高い成果として評価できる。ま

た、これらの防災対策の検討を支援

するツールとして、過年度までの

「YOU＠RISK－洪水版」の研究開発

に続き、「YOU@RISK-津波版」の開発

と学校現場での効果検証により、多

様な災害リスクに対応した防災教

育の実践可能性を広げたことも大

きな成果である。これらの研究成果
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・コミュニティに対しては、中長期的な被

害をもたらす都市災害に備え、共同住宅

を対象に、防災対策の実態と課題構造の

解明を行った。過去の被災経験地域およ

び巨大災害の想定地域における共同住

宅を対象に、法制度、既往研究、事例の

整理を踏まえた調査設計を行い、質問紙

調査およびインタビュー調査（計 33件）

を実施した。その結果、建物の高経年化

と居住者の高齢化という「二つの老い」

の進行、居住者の関心低下、担い手不足、

活動の形骸化、参加率の低下といった防

災対策の実践上の課題と、行政の被害想

定や過去の経験に依存した対策が中心

となり、発災直後の対応に偏重し、中長

期的な復旧・復興を見据えた具体的シナ

リオが不足しているといった防災対策

の支援上の課題が明らかになった。ま

た、共同住宅に居住する要配慮者（高齢

者割合、要介護認定者数等）の効果的な

支援を可能にするために、介護サービス

継続による高齢者の健康被害減少メカ

ニズムを定義し、管理員を対象にした質

問調査（R6実施、回答数 1,802）の結果

分析より、災害時に要配慮者数が予測で

は、「防災教育リテラシーHUB」の構

築・公開により、研究成果を広く共

有・活用することができた。以上よ

り、地域社会の防災基礎力の向上に

資する支援人材の育成と、レジリエ

ンス向上策の社会実装に向けた顕

著な成果を挙げることができ、か

つ、地域防災の現場と連携による今

後の社会的波及効果への期待等が

認められる。 

 

・共同住宅という都市災害時に脆弱性

が顕在化しやすい対象に着目し、法

制度、既往研究、事例整理を踏まえ

て調査設計を行い、被災経験地域と

被災想定地域の双方を対象に質問

紙調査及びインタビュー調査を通

じて、「二つの老い」、担い手不足、

活動の形骸化などの課題に加え、発

災直後に偏った従来の対策の限界

や中長期的な復旧・復興シナリオの

不足といった支援上の課題を明ら

かにするなど、共同住宅特有の防災

対策の実態と課題を実証的に明ら

かにできた。加えて、災害時の要配

慮者数の予測式を構築し、その有効

性を大阪市北区で検証できた。これ

らの成果は、共同住宅における防災

計画、要配慮者支援、行政・管理組

合の支援策の立案や改善など現場

への応用可能性が高い成果である。 
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きる式を作成し、大阪市北区にて効果検

証を行った。 

 

・過年度に実施した令和６年能登半島地

震における避難所運営に関する実態調

査（石川県内に開設された指定避難所計

34か所）の結果より、被災市町村、避難

者の規模、施設の種類、運営責任者を整

理し、学校、公民館、コミュニティセン

ターを含む計 6 か所の避難所を取り上

げ、避難所の運営体制、避難者受入、生

活支援や専門職対応、情報提供、退所支

援から閉鎖までの一連の運営実態につ

いてインタビュー調査を行った。その結

果、避難所運営における避難者同士の関

係性にもとづく権限と責任の形成、集団

的な合意による意思決定の妥当性、時間

の経過とともに状況に応じた運営体制

の変遷など、災害リスクガバナンスの実

効性が発揮できる効果的な避難所運営

のあり方が明らかになった。なお、調査

結果は、「防災科学技術研究所主要災害

調査報告 62 号」に取りまとめて公開し

た。 

 

 

 

・中小企業等の事業継続対応を誘引する

ファイナンスの仕組みの構築を目指し、

事業継続に取り組む「きっかけ」を生み、

事業継続力強化を促進させる情報基盤

として「Biz@RISK」の高度化を行った。

独立行政法人中小企業基盤整備機構、石

川県商工会議所と共同して企業被害お

よびジギョケイ取組状況などの実態が

把握できる Web 上の調査システムを構

 

 

 

・令和 6年能登半島地震における避難

所運営の実態について、石川県内 34

か所の指定避難所の基礎整理（令和

６年度実施）を踏まえ、異なる避難

施設を対象に、避難所の立ち上げか

ら閉鎖に至るまで、運営実態を時系

列に調査しその実態を明らかにで

きた。その結果、避難者同士の関係

性を基盤とした権限と責任の形成、

集団的な合意形成のあり方、時間経

過に応じた運営体制の変化が整理

できた。これらの成果は、効果的な

運営体制の解明に寄与し、自治体や

施設管理者による避難所運営指針

の改善、運営訓練、体制設計に直接

活用可能なものであり、多様な施設

種別と運営主体を横断して分析し、

効果的な避難所運営の成立条件を

災害リスクガバナンスの観点から

明らかにしたことは、高く評価でき

る。さらに調査結果を主要災害調査

報告として公開したことで、実務へ

の普及性と波及効果も高い。 

 

・中小企業に対しては、「Biz@RISK」の

高度化と被災企業調査を通じて、事

業継続対応を促進するための基礎

データが整備できつつある。以上よ

り、地域のさまざまなコミュニティ

における災害対応の実態把握と支

援手法の具体化を進め、計画に対し

て着実な成果を挙げ、コミュニティ

の防災上の実務改善に直結する知
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築し、これを用いて令和 6年能登半島地

震で災害救助法が適用された 17 自治体

に所在する民間企業を対象に調査を行

い、「Biz@RISK」の高度化に必要な基礎

データを整備した。 

 

・公的機関に対しては、「総合知による災

害対応 DX の推進に関する研究開発」に

おいて重点的に研究開発を行った。 

 

 

見を提示することができ、今後の防

災政策や支援体制の高度化への社

会的貢献への期待等が認められる。 

(2)知の統合に必要な防

災・減災のための基礎研

究及び基盤的研究開発

の推進 

(2)知の統合に必要な防

災・減災のための基礎研

究及び基盤的研究開発

の推進 

〇レジリエントな社会

を実現するために、国

の施策や計画等にお

いて国が取り組むべ

き課題の解決につな

がる研究開発を推進

しているか。 

 

《評価指標》 

・地震・津波・火山災害

の被害軽減に向けた

研究開発の成果 

・気象災害の被害軽減

に向けた研究開発の

成果 

・研究開発の進捗に係

るマネジメントの取

組状況 

・成果の社会実装に向

けた取組の進捗状況 

 

《モニタリング指標》 

・論文発表数 

・口頭発表件数等 

(2)知の統合に必要な防災・減災のための

基礎研究及び基盤的研究開発の推進 

(2)知の統合に必要な防災・減災のた

めの基礎研究及び基盤的研究開発の

推進 

    補助評定：Ａ 
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レジリエントな社会

を実現するために、知の

統合に必要な防災・減災

のための基礎研究及び

基盤的研究開発を各分

野で推進することは重

要である。具体的には以

下の研究開発を実施す

る。 

レジリエントな社会

を実現するために、知の

統合に必要な防災・減災

のための基礎研究及び

基盤的研究開発を各分

野で推進することは重

要である。具体的には以

下の研究開発を実施す

る。 

  ＜補助評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目標等

に照らし、研究所の活動による成果、

取組等について諸事情を踏まえて総

合的に勘案した結果、適正、効果的か

つ効率的な業務運営の下で「研究開発

成果の最大化」に向けて顕著な成果の

創出や将来的な成果の創出の期待等

が認められる。 

    (評定の根拠) 

○「知の統合に必要な防災・減災のた

めの基礎研究及び基盤的研究開発

の推進」として、以下の実績等は、

「研究開発成果の最大化」に向けて

顕著な成果の創出や将来的な成果

の創出の期待等が認められる。 

1)地震災害及び津波災

害に係る予測力向上に

関する研究開発 

1)地震災害及び津波災

害に係る予測力向上に

関する研究開発 

〇レジリエントな社会

を実現するために、国

の施策や計画等にお

いて国が取り組むべ

き課題の解決につな

がる研究開発を推進

しているか。 

 

《評価指標》 

・地震・津波の観測・予

測研究開発の成果 

・成果の社会実装に向

けた取組の進捗 

 

《モニタリング指標》 

・論文数・口頭発表件数

等 

1)地震災害及び津波災害に係る予測力向

上に関する研究開発 

1)地震災害及び津波災害に係る予測

力向上に関する研究開発 

我が国は世界有数の

地震大国であり、今後も

甚大な被害を生む可能

我が国は世界有数の

地震大国であり、今後も

甚大な被害を生む可能

 ・大地震の発生後に引き続き発生する余

震による揺れの推移を予測するため、極

値統計を用いたリアルタイムの地震動

・余震の推移予測技術の開発におい

て、異なるアプローチで余震による

ハザードの推移予測を実現できる
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性のある巨大地震の発

生が危惧されているが、

現在の科学水準では、地

震の直前予知は極めて

難しいとされている。ま

た、地質地形調査や史料

に基づく地震の長期評

価は、最新の観測結果や

解析により得られる知

見を活かした情報更新

がしづらい状況にある。

そのため、地震及び津波

に関する様々な観測デ

ータや実験データの解

析、情報科学や数値シミ

ュレーション技術の活

用を通じて、地震及び津

波に対する予測力を向

上させ、被害低減のため

の予防力向上に繋げる

以下の研究開発に取り

組む。 

陸海統合地震津波火山

観測網（MOWLAS）等で得

られた観測データを、大

地震発生直後から分析

及び評価し、発生した地

震の震源情報、地震動や

津波の特徴・経過を即時

的かつ逐次的に把握及

び推定するための技術

開発を行う。これらの情

報を過去の地震や津波

の情報及び事前想定と

有機的に結びつけ、リア

ルタイムに提供するた

性のある巨大地震の発

生が危惧されているが、

現在の科学水準では、地

震の直前予知は極めて

難しいとされている。ま

た、地質地形調査や史料

に基づく地震の長期評

価は、最新の観測結果や

解析により得られる知

見を活かした情報更新

がしづらい状況にある。

そのため、地震及び津波

に関する様々な観測デ

ータや実験データの解

析、情報科学や数値シミ

ュレーション技術の活

用を通じて、地震及び津

波に対する予測力を向

上させ、被害低減のため

の予防力向上に繋げる

ための研究推進が必要

である。令和７年度は、

令和６年能登半島地震

による課題や N-netの構

築状況等を踏まえ、以下

の研究開発に取り組む。 

・陸海統合地震津波火山

観測網（MOWLAS）等に

よる観測データを用

いて、地震動や震源に

関する特徴を明らか

にするための手法や

余震等による地震動

を予測するための手

法等の技術開発をさ

らに進める。 

データに基づく予測手法および自動決

定された余震の震源カタログに基づく

予測手法の高度化を進め、それらを逐次

的に実データへ適用可能とするシステ

ム構築を推進した。また、大地震後に観

測データから得られる震度分布と、既知

の断層モデル等に基づき予測された震

度分布とを比較することで、観測震度分

布と予測震度分布の類似度を評価し観

測震度分布の特徴を把握する技術の開

発を進めた。さらに、震源の位置や規模、

断層タイプ等を推定するセントロイド

モーメントテンソル解析システムにお

けるセントロイド位置等の推定手法の

改良を進めた。 

 

・揺れから揺れを予測する地震動即時補

間予測システムに対して N-net リアル

タイム地震計データの追加と、令和６年

８月８日日向灘の地震等での N-net デ

ータの有無による効果確認を行った。ま

た同システムの予測性能検証のため、

MOWLAS の観測データに基づく予測結果

を気象庁観測点でのデータで評価する

ための準備を進めた。N-netの実際の敷

設地点に対する津波グリーン関数バン

クを整備し、N-netを用いた津波予測シ

ステムを改良した。令和７年７月 30 日

カムチャツカ半島沖の地震（MW8.8）の

海底水圧計データの津波データ同化か

ら日本の太平洋沖合から沿岸を伝播す

る津波の可視化を、また令和７年 12 月

８日青森県東方沖の地震（MJMA7.5）と

その余震に伴う津波による津波波源推

定により、実地震データを用いた津波予

測システムの検証を行った。 

ようになり、より確度の高い予測情

報の生成が可能になった。また、震

度分布の類似性評価技術の開発に

より、事前に想定された複数の地震

シナリオから実際の大地震により

引き起こされた震度分布と類似し

たシナリオの抽出が可能となった。

これらの成果は、大地震直後の被害

予測や必要な復旧活動の検討に資

するものであり、高く評価できる。 

 

・地震動即時補間予測システムに N-

net 地震計データを追加した実績

は、南海トラフ想定震源域で発生す

る地震に対する着実な地震動即時

予測の高度化に資するものであり、

高く評価できる。 

 

・令和７年７月 30 日に発生したカム

チャツカ半島沖の地震について、S-

net、DONET、N-net による水圧計デ

ータから太平洋沖合を伝播する津

波の可視化や国外の地震計データ

に２通りの手法を適用した震源過

程を推定した実績は、海溝型巨大地

震の特徴の迅速な把握に資する技

術開発として高く評価できる。 

 

・地殻変動観測データと起震応力場を

統合する解析技術の開発により、変

位量が小さく解析が困難だった余

効変動を高精度に評価できるよう

になった。これにより、本震で応力

が解消されたはずの領域で余効変

動が発生するという力学的整合性

の疑問点が解消された点は顕著な
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めの手法の研究開発を

行う。特に海域において

は、南海トラフ全域のよ

うな震源域が広範囲に

及ぶ巨大地震でも適用

可能な手法の研究開発

を行い、被害状況の予測

や災害時の判断に資す

る情報を創出する。その

ための情報基盤として、

様々な現況モニタリン

グ技術及び関連する数

値シミュレーション技

術高度化のための研究

開発を進める。MOWLAS等

が捉える、地震や津波以

外の事象による信号の

検知とその原因究明を

行う技術の開発を通じ、

地震及び津波現象のモ

ニタリング精度向上並

びに様々な自然災害等

の評価に貢献する。これ

らの成果をサイバー空

間で相互参照可能とな

る形で登録した統合デ

ータベースの構築を進

める。 

衛星測位データや統合

データベースに登録さ

れた地震津波カタログ

等の多様な観測データ

及びそれらの解析結果

と、世界最大規模の岩石

摩擦実験から得られる

知見とを、物理モデルに

・MOWLAS等による陸海の

観測データを活用し、

地震及び津波の即時

予測システムの有効

性を向上するための

高度化等を進める。 

・N-net を含む多様な観

測データの解析を通

じ、大地震発生時の判

断に資するモニタリ

ング技術の高精度化

及び関連するシミュ

レーション技術の高

度化をさらに進める。 

・大地震時の断層運動の

原動力の定量評価を

目的として、ひずみエ

ネルギー蓄積過程の

定量モデルの開発お

よび衛星測位・地震デ

ータ等の総合解析を

進める。また、断層破

壊の多様性を産み出

すメカニズムの解明

に向け、不均質な垂直

応力分布を設定した

大型岩石摩擦実験を

行い、力学データの収

集、解析を行う。 

・得られた成果等につい

て、地震調査研究推進

本部をはじめとする

国の機関に資料提供

するとともに、ウェブ

サイト等により広く

情報公開を行う。ま

 

・令和７年７月 30 日カムチャツカ半島沖

の地震について、国外の地震計データに

対しバックプロジェクション法と波形

インバージョン法の異なる解析手法を

相補って適用して震源過程を安定的に

推定し、大すべり域や破壊伝播などの特

徴の詳細な把握を実現した。 

 

・モニタリング技術の高精度化において

は、南海トラフのプレート境界の状態把

握を目的に、DONETのデータを用いてプ

レート境界浅部で発生する微動活動の

継続的なモニタリングを進めたほか、前

年度に実施した N-net 沖合システムに

よる解析に加えて、沿岸システムも用い

た南海トラフの浅部微動の検出に成功、

微動源を決定した。N-net海域での継続

的なモニタリングの土台を作った。さら

に、トカラ列島の群発地震活動中に連続

的な微動の発生を新たに確認した。ま

た、関連するシミュレーション技術の高

度化においては、相模トラフ沿いで発生

する大地震とスロー地震発生のシミュ

レーションを実施し、元禄型・大正型関

東地震および房総スロースリップ発生

サイクルの特徴を再現することに成功

した。 

 

・大地震を引き起こす断層運動の原動力

の定量評価に向け、GNSS による地殻変

動観測データと起震応力場を統合する

解析技術を新たに開発した。この解析方

法をこれまで改良を重ねてきた断層力

学モデルと組み合わせることで、本震に

伴う応力再配分が本震後に発生する余

成果と言える。 

・陸上観測だけでは十分に評価できな

かった海域で発生する大地震の断

層破壊範囲を適切に拘束できるよ

うになったことで、当該地震による

応力解放量を高い信頼度で推定す

ることが可能となった。これによ

り、断層面への応力蓄積過程を含む

海溝型地震の発生サイクル全体を

定量的に評価する研究へ向けた道

筋が示された。 

 

・世界最大級の巨大岩石摩擦試験機に

改良を加え、任意の場所からプレス

リップとそれに続く断層破壊を引

き起こすことが可能になったこと

により、南海トラフ等で想定されて

いる「半割れ」のような断層破壊の

停止を制御することに初めて成功

し、それらの事象の特徴の理解およ

び解明を進めた点は、顕著な成果と

言える。 

 

・南海トラフ巨大地震の想定震源域内

で発生した令和６年８月８日の日

向灘の地震について、詳細な震源過

程が明らかになったことに加え、N-

net の地震動データの妥当性が確認

できた。 

 

・関東、中京、関西地域の K-NET31観

測点が気象庁による「長周期地震動

に関する観測情報」として活用開始

されたことにより、特に都市域に多

く存在する高層ビル等の長大構造

物に大きく影響する長周期地震動
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基づく理論的アプロー

チ及びシミュレーショ

ン技術により統合し、南

海トラフ地震等の巨大

地震の発生や連鎖の物

理プロセスの解明に向

けた研究を実施する。こ

れらの成果に基づき、巨

大地震の発生に関する

長期予測やその後の更

なる大地震の発生可能

性を含む推移シナリオ

の構築及び更新のため

の研究開発を行う。 

得られた成果は、地震調

査研究推進本部をはじ

めとする国の機関に活

用されることを目指す

とともに、引き続きウェ

ブサイト等により広く

情報公開を行う。また、

高度地理空間情報とし

ての活用を念頭に、大地

震発生前、発生時、発生

後における観測及び予

測情報を所内外の関係

機関と共有・連携するこ

とで、社会のレジリエン

ス向上に貢献する。 

た、社会のレジリエン

ス向上に向けて、所内

外の関係機関に地震

の観測及び現況評価

情報を共有すること

により連携を行うと

ともに、連携先の拡大

や情報の充実化を図

る。 

効すべりを駆動するという定量的関係

を示すことに成功した。 

・海域で発生した大地震の断層破壊範囲、

特にプレート境界浅部の沖合側破壊端

を特定することを目的として、南海トラ

フ域に新たに設置された N-net の津波

観測データと従来の陸上地殻変動デー

タとの統合解析手法を開発した。本手法

を令和６年８月に発生した日向灘の地

震（Mw7.1）時の観測データに適用し、

高い精度および信頼度で断層破壊範囲

と応力解放量を推定可能であることを

確認した。 

 

・公表されている装置の中では世界最大

の巨大岩石摩擦試験機に新たに導入し

た模擬断層面上の垂直応力制御機能を

利用し、任意の場所から断層破壊を開始

させる実験手順を確立した。多様な応力

条件下での実験を重ね、稠密に設置した

ひずみゲージのデータを解析した結果、

開始した破壊領域の拡大が安定から不

安定に遷移する際の臨界震源核サイズ

が、従来想定されてきた垂直応力よりも

静的応力降下量に強く依存しているこ

とを明らかにした。また、断層破壊先端

近傍のひずみデータを理論解と比較す

ることにより、断層破壊エネルギーを安

定的に推定する手法を開発した。さら

に、破壊開始位置を制御したイベント発

生を組み合わせることで、模擬断層面上

のせん断応力分布を間接的に制御し、断

層破壊を停止させることに成功すると

ともに、その挙動が線形破壊力学によっ

て説明できることを確認した。 

 

よる被害軽減等につながることが

期待される。 
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・南海トラフ巨大地震の想定震源域内で

発生した令和６年８月８日 日向灘の地

震について、MOWLAS の地震波形データ

から震源過程を解析し、震源域南部で最

大 4.2m の大きなすべり域の存在を推定

した。また、得られた震源モデルから計

算した近傍の N-net 観測点における合

成地震動により、実際に N-net観測点で

観測された地震動が説明可能であるこ

とを示した。 

 

・令和７年 11月 20日より、関東、中京、

関西地域の K-NET31観測点について、気

象庁の発表する「長周期地震動に関する

観測情報」としての活用が開始された。

K-NET の追加により令和７年 12 月 8 日

青森県東方沖の地震では階級１を観測

した地点が埼玉県２点、千葉県５点増加

し、令和８年１月６日島根県東部の地震

では大阪府で唯一階級 1 を観測して気

象庁より発表された。 

 

 

2)実大三次元震動破壊

実験施設等研究基盤を

活用した都市のレジリ

エンス高度化研究開発 

2)実大三次元震動破壊実

験施設等研究基盤を活用

した都市のレジリエンス

高度化研究開発 

 2)実大三次元震動破壊実験施設等研究基

盤を活用した都市のレジリエンス高度化

研究開発 

2)実大三次元震動破壊実験施設等研

究基盤を活用した都市のレジリエン

ス高度化研究開発 

今後発生が懸念され

ている南海トラフ地震

や首都直下地震等によ

り引き起こされる大規

模災害に対して都市に

おける社会経済活動が

確実に継続できるレジ

リエントな社会の実現

を目指して、都市空間内

今後発生が懸念され

ている南海トラフ地震

や首都直下地震等によ

り引き起こされる大規

模災害に対して、都市に

おける社会経済活動が

確実に継続できるレジ

リエントな社会の実現

を目指して、都市空間内

・地盤の液状化現象に係るＥ－ディフェ

ンス実験に向けて、実験で用いる試験体

の作製方法や地盤材料等を決めるため、

昨年度抽出した密度管理や飽和等に関

する課題を踏まえた小規模試験体の再

度の試作を通じて、品質の安定した作製

方法を確定した。この結果を基に地盤材

料を調達するとともに、試験体作製や数

値解析に要する地盤特性を把握した。 

・地盤の液状化現象に係るＥ－ディフ

ェンス実験で用いる実地盤を模し

た試験体の作製方法を確定させた。

本成果は、種々の地盤材料を用いた

地盤の試作と調査、詳細な物性・要

素試験等の多角的な検討に基づく

ものであり、Ｅ－ディフェンス実験

に向けて重要なマイルストーンの

一つを完遂したものである。本方法
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の構造物等の特性が動

的に変化する状態（以下

「ダイナミクス」とい

う。）を定量的に評価す

る技術、及びその評価結

果を尺度に都市のレジ

リエンスを向上させる

技術の研究開発を行う。

研究開発の推進にあた

り、都市空間内の実環境

下における現象を物理

的・数理的に再現するた

め、実大三次元震動破壊

実験施設（以下「Ｅ－デ

ィフェンス」という。）に

よる震動実験及び震動

実験を再現するシミュ

レーション技術（以下

「数値震動台」という。）

等による数値シミュレ

ーションを活用し、地震

減災に資する技術につ

いて以下の研究開発に

取り組む。 

都市のダイナミクス

を評価する技術に関す

る研究開発では、都市の

空間に包含される地盤、

構造躯体、非構造部材、

付帯設備、構造内部空間

等を対象とする実環境

下における被害を再現

する震動実験を実施す

ることで、耐震性や機能

維持等に係る特性の変

化及び被害に至る過程

の構造物等の特性が動

的に変化する状態（以下

「ダイナミクス」とい

う。）を定量的に評価す

る技術、及びその評価結

果を尺度に都市のレジ

リエンスを向上させる

技術の研究開発を行う。

研究開発の推進にあた

り、都市空間内の実環境

下における現象を物理

的・数理的に再現するた

め、実大三次元震動破壊

実験施設（以下「Ｅ－デ

ィフェンス」という。）に

よる震動実験及び震動

実験を再現するシミュ

レーション技術（以下

「数値震動台」という。）

等による数値シミュレ

ーションを活用し、地震

減災に資する技術につ

いて、令和７年度は以下

の研究開発に取り組む。 

・都市のダイナミクスを

評価する技術に関す

る研究開発では、地盤

の液状化現象に係る

Ｅ－ディフェンス実

験に向けた試験体製

作方法や仕様の検討

を行うとともに、構造

物や内部空間等での

画像・音響データ等を

用いた被害度合い等

判定手法の開発に向

 

・地盤の液状化現象に係る被害評価・対策

技術や数値解析技術の高度化に向けて、

地盤や埋設管の損傷に関する小型振動

台実験により被害評価方法の検討に用

いる基礎的データを引き続き整備する

とともに、液状化現象と被害の定量的評

価に関する実験検討に着手した。また、

国内外の研究者と今後の協働体制やデ

ータ共有に関する議論を行い、Ｅ－ディ

フェンス実験データアーカイブ（ASEBI）

のコンテンツの充実化・機能の強化に繋

げた。 

 

 

 

 

・内部空間の被害度合い等判定手法の開

発に向けて、医療施設及びオフィス・住

居を対象とした室内被害評価のための

Ｅ－ディフェンス実験を実施し、非構造

部材、屋内設備、家具、什器等の損傷挙

動に関するデータの収集、家具等固定性

能検討のための対策技術の実証、室内の

撮影によるシミュレーションモデルの

構築を行った。 

 

・画像データを用いた室外（屋外）環境把

握と被害判定手法の開発のため、地震発

生前後の物体の種類、状態、移動状態等

を算出する基本システムを開発した。物

体追跡（オプティカルフロー）等の活用

により、画像情報に基づく定量的・迅速

な被害判定手法を開発した。 

 

・映像データ（画像、音響）を用いた室内

の確立により、今後の本実験におけ

る実施の確実性が向上するととも

に、取得される実験データの信頼性

担保に大きく寄与する。また、この

作製方法はこれまでに事例がない

世界初の試みのため、模型実験にお

ける地盤作製に関する先駆的・基礎

的な知見として技術的優位性を有

するものであるとともに、実験を通

じた液状化現象に関する研究開発

へ広く貢献するものと期待できる。 

 

・地盤の液状化現象に係る被害評価等

の技術の研究開発についても、国内

外の研究者と連携して着実に進め

ているものと認められる。 

 

・室内被害評価に係る検討を進めると

ともに、さらに、医療施設及びオフ

ィス・住居を対象としたＥ－ディフ

ェンス実験の実施に至ったことは、

特筆すべき成果として評価する。本

実験では、実際の非構造部材や設

備、家具等の動きや損傷に至る詳細

な過程を、加速度・変位等の物理デ

ータに加え、映像・音響データも取

得した。また、加振前後に室内環境

（家具配置などレイアウト）を三次

元点群計測により、室内の変容をデ

ジタルデータとして記録した。これ

らは、実際の地震被害調査や他の実

験からは得難い、Ｅ－ディフェンス

実験ならではの詳細なデータ群で

ある。これらのデータ群は、本課題

で推進している AI を活用した室内

環境把握・被害判定手法の開発を加
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を詳細に解明し、対象の

状態変化の把握とそれ

に基づく被害状況推定

や被害リスク予測等の

評価手法の検討・実証と

ともに事前・事後対策技

術の適用性の検討・実証

を行う。また、これらの

成果の都市空間レベル

への応用と展開のため、

数値震動台を活用した

高精度な数値シミュレ

ーションを行い、実験結

果等とシミュレーショ

ン結果との比較による

妥当性確認を通じて、数

値震動台の性能や利便

性の向上を図る。さら

に、レジリエンスの向上

に資する被害状況・リス

ク評価情報の提供を目

指して、都市空間レベル

での数値解析基盤の構

築に取り組む。 

都市のレジリエンス

を向上させる技術に関

する研究開発では、その

数値解析基盤の活用に

よる構造物等の動的特

性の変化を考慮した被

害状況推定・リスク予測

技術及び被害軽減技術

の研究開発に取り組み、

震動実験を行うことに

より技術の有効性を検

討・実証する。 

けて画像・音響解析等

よる内部空間被害把

握と予測に関する検

討を進める。また、都

市空間レベルでの数

値解析基盤の構築に

向けて、構成則の改良

や室内被害再現機能

の開発、損傷推定のた

めのデータ解析に関

する研究をさらに進

めるとともに、構造解

析モデルの構築技術、

解析結果の妥当性確

認手法の検討を行う。 

・都市のレジリエンスを

向上させる技術に関

する研究開発では、大

規模空間建物を対象

としたＥ－ディフェ

ンス実験に向けて試

験体仕様の検討及び

非構造部材の相互作

用による被害に関す

る検討を進めるとと

もに、10層鉄骨造建物

を対象とした実験研

究において開発した

損傷検知技術の実証

を実施する。 

・Ｅ－ディフェンス・数

値震動台を活用する

研究開発課題の抽出

と取得したデータの

効果的な利活用を促

進するため、国内外の

環境把握の高度化のため、画像と音響を

組み合わせた機械学習により、部屋の構

造や家具の状態を把握する基本システ

ムを構築した。Ｅ－ディフェンス実験に

よるデータの拡充と強化学習により、実

運用を想定した推定精度の向上を図っ

た。 

 

・過去の災害データと実験評価者の知見

（自由記述アンケート）を統合し、被害

判定の基礎プログラムを開発した。評価

者の判断基準を特徴量として定義する

ことにより、整合性の高い被害判定モデ

ルを整備した。 

 

・都市空間レベルでの数値解析基盤の構

築に向けて、数値震動台に実装するコン

クリート構成則を用いた鉄筋コンクリ

ート部材の再現解析、及び室内の３次元

変形・回転を考慮した構造－室内連成解

析による 10 層鉄筋コンクリート造建物

室内の再現解析を実施し、数値震動台の

妥当性を検証した。 

 

・都市空間への展開に必要な数値解析の

精度と高速化の両立を実現するための

取組のうち、解析精度の評価を担う多点

計測比較プログラム（E-Validator）に

ついて、波形比較評価手法を開発し、４

層鉄骨造建物実験結果と数値解析の比

較結果を分析し、適用性を評価した。数

値解析の高速化について、民間企業と

GPUを活用した連携のもと、詳細 FEMの

代理モデルのアセンブル手法を考案し

た。また、建物モデルの自動生成技術に

ついて、国土交通省が 3D 都市モデルを

速させるものである。さらに、建物

室内の地震被害に関する評価手法

の様々な研究開発において、多種多

様かつ高品質な教師データとして

多角的に活用されることが期待さ

れる。 

 

・被害度合い等判定手法等の研究開発

についても、建物室内や屋外を対象

に着実に進めているものと認めら

れる。 

 

 

 

 

・数値解析精度の評価手法として考案

された波形比較評価手法は、実験と

数値解析の結果の類似性等の評価

に定量的な指標を導入する、ユニー

クかつ他でも活用可能なものであ

り、Ｅ－ディフェンス実験と詳細

FEM 解析技術に関する研究開発の両

方に取り組んでいる防災科研の強

みを生かした成果であると認めら

れるものである。 

 

・CityGML 形式のデータから建物モデ

ルを自動生成する技術は、PLATEAU

が提供している都市モデル情報等

から多数の建物等を解析モデルと

して扱う数値解析に極めて有用で

あり、本課題において進めている都

市空間レベルでの数値解析基盤の

構築に限らず、様々な数値解析にお

いても活用されることが期待でき

る。 
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利便性を考慮して、取

得したデータや映像等

を公開し、成果の普及を

図る。また、海外を含む

所内外の関係者との連

携・協働体制を構築し、

国内外の研究開発動向

を踏まえグローバルな

視点に立った新たな課

題抽出に繋がる震動実

験及び数値シミュレー

ションを計画立案し実

施する。 

 

研究開発動向の調査

及びデータ利活用に

関する検討を継続し

て進める。 

オープンデータとして提供している

PLATEAUで採用されている CityGML形式

のデータからはり要素による建物群の

モデルを自動生成する手法を開発し、益

城町を事例として解析を試みた。 

 

・数値震動台のオープンソース化に向け

て、拘束条件付き問題の解法の安定化を

行うとともに、省メモリ化等の工夫によ

る 2,400 万自由度規模のモデルでのス

ケーラブルな求解を達成し、大規模問題

への適用性を高めた。 

 

・数値解析結果や計測データから被害の

程度を自動的に判別する機械学習によ

るデータ駆動型の被害状況推定技術に

ついて、短周期成分が卓越する地震動記

録への適用性の改良、及び被災建物の剛

性変化の構造パラメータ同定手法を開

発した。 

 

・都市への展開に関する新たな課題とし

て、構造物への地震・津波による複合災

害予測のための連成解析技術の開発に

着手した。 

 

・大規模模空間建物のダメージ評価のた

めのＥ－ディフェンス実験に向けて、令

和４・５年度に実施した 1/4縮小模型の

予備実験結果を分析して、対策技術（同

調マスダンパー）の応答制御手法に関す

る知見を得る等、学術論文等での発表を

行うとともに、実験計画に反映させた。

また、地震被害調査で見られた部材の相

互作用による被害を検証して、被害リス

ク・復旧リソース評価手法の高度化する

 

・構成則の改良や室内被害再現機能の

開発、損傷推定のためのデータ解析

についても、妥当性を検証しつつ着

実に進めていると認められる。 

 

・構造物への地震・津波による複合災

害予測のための連成解析技術の開

発について、巨大地震に伴う地震

動・津波・地盤被害・建物被害など

の⼀連の災害連鎖を扱うことが見

込まれることから、今後の研究領

域・研究部門間の連携による推進が

期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建物内の内装材や設備機器の相互作

用による被害について、令和６年度

のＥ－ディフェンスでの縮小模型

の予備実験や地震被害調査の結果

分析を進めるとともに、さらに、設

置状況を再現した振動台実験を国

際共同研究として実施に至ったこ

とを、特筆すべき成果として評価す

る。天井、配管、空調設備、内壁等

を設えた室内環境を再現し、複数の



39 

ため、実建物の内装材や設備機器の設置

状況を再現した実験を、台湾の国家地震

研究工程中心（NCREE）及び韓国の国立

釜山大学校地震防災研究センター

（SESTEC）との国際共同研究として

NCREEの大型振動台を用いて実施し、評

価手法構築に有用な相互作用に係るデ

ータを取得するとともに、Ｅ－ディフェ

ンス実験計画策定に必要な試験体・計測

に係る知見を得た。 

 

・建物構造の損傷を検知する手法につい

て、10 層鉄骨造建物実験結果等を分析

して、動的特性の変化に基づく損傷評価

手法、被害リスクや復旧リソース評価に

関する検討をさらに進め、設計基準から

フラジリティを推定する手法を開発す

る等、学術論文等での発表を行った。ま

た、自治体を含む産学官で共同研究を実

施している LED 光センサアラートシス

テムについて、令和６年度に実建物に設

置したシステムで令和７年４月８日に

愛知県西部で発生した地震（最寄りの観

測点での震度 1.5）による対象建物の揺

れを観測し、振動データを分析してシス

テムの有効性を評価するとともに、発災

時の応急対策を想定して分析結果を共

同研究機関間で評価する場を設けた。 

 

・都市のレジリエンスを向上させる技術

の新たな課題として、高層建物の垂直系

統の移動・インフラ設備を含む建物機能

維持に資する被害の解明と対策技術の

開発に着手し、予備実験に向けた実験計

画の検討を行った。 

 

部材の相互挙動による被害を検証

した実験例はこれまでになく、Ｅ－

ディフェンス実験計画の策定のみ

ならず、被害リスク・復旧リソース

評価の基礎的知見、及び被害分析技

術の開発へのベンチマークデータ

として活用されることを期待でき

る。 

 

・損傷検知技術等の研究開発について

も、研究者や民間企業、自治体とも

連携して着実に進めているものと

認められる。 

 

・垂直系統設備を含む高層建物の機能

維持に関する研究開発について、大

学、民間企業等とともに調査・検討

を進めていることから、今後の産学

連携による推進が期待される。 
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・Ｅ－ディフェンス・数値震動台を活用す

る研究開発課題の抽出と取得したデー

タの効果的な利活用を促進するため、国

内外の有識者・研究機関との交流、協働

に向けた共通課題抽出に取り組んだ。国

家地震工程研究中心（NCREE）とは、両

機関が運用する実験施設を活用した協

働に関する覚書を新たに締結し、国立釜

山 大 学 校 地 震 防 災 研 究 セ ン タ ー

（SESTEC）とともに共同研究の企画会合

を開催した。また、国際連合主催の

Global Platform for Disaster Risk 

Reduction（GP2025）、防災科研主催の災

害レジリエンス共創研究会等を通じて、

国内外の関係者との意見交換を図った。

さらに、国内外の研究者等によるデータ

の効果的な利活用を促進するため、Ｅ－

ディフェンス実験データアーカイブ

（ASEBI）について、データ共有に要す

る実験情報の充実化、データへのアクセ

シビリティ向上のための各実験データ

へのデジタルオブジェクト識別子（DOI）

の付与、国際協働における要請に呼応し

たコンテンツの英語化を行った。 

 

 

・令和６年度の韓国・SESTECに続き、

台湾・NCREE と覚書締結により、東

アジアにおいて大型振動台を運用

する３機関の協働関係構築による

国際的なプレゼンスの向上ととも

に、振動台の相互補完的な活用や研

究交流による研究範囲の拡大や成

果創出の効率化を期待できる。 

 

・Ｅ－ディフェンス実験データアーカ

イブ（ASEBI）について、DOI付与や

英語化等の改良に取り組んだこと

は、国内外の研究者・技術者のアク

セシビリティ向上に資するものと

認められ、Ｅ－ディフェンス実験や

各研究課題への参画、新たな共同研

究課題の企画等にＥ－ディフェン

スデ―タが活用されるものと期待

できる。 

3)火山災害に係る予測

力・予防力・対応力向上

に関する研究開発 

3)火山災害に係る予測

力・予防力・対応力向上

に関する研究開発 

3)火山災害に係る予測力・予防力・対応力

向上に関する研究開発 

3)火山災害に係る予測力・予防力・対

応力向上に関する研究開発 

我が国ではこれまで

大規模な噴火が繰り返

し発生しており、一旦発

生すると降灰などによ

る影響は広い範囲に及

び、また長期間継続す

る。火山災害に対するレ

我が国では、これまで

大規模な噴火が繰り返し

発生しており、一旦発生

すると降灰などによる影

響は広い範囲に及び、ま

た長期間継続する。火山

災害に対するレジリエン

・基盤的火山観測網（V-net)や火山灰可搬

型分析装置（VOLCAT)等のデータを使用

し、物質科学手法も利用して、噴火のリ

アルタイム把握技術開発を進めた。火山

観測データ一元化共有システム（JVDN

システム)に集約されたデータ、それら

を補完する機動調査や観測によるデー

・基盤的火山観測網（V-net）で得られ

る地球物理学観測データのみなら

ず、火山灰可搬型分析装置(VOLCAT)

や、令和７年６月から始まった霧島

山新燃岳噴火に伴う降灰データな

どの物質科学観測データも併せて

集約することにより、統合的な火山
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ジリエントな社会を実

現するためには、社会を

構成する各主体が火山

災害に関するリスクを

知り、火山活動の推移や

その脅威に応じた適切

な対策・対応が取れるよ

うになることが必要で

ある。これらの実現を目

指し、以下の研究開発に

取り組む。 

基盤的火山観測網（V-

net）やリモートセンシ

ング技術等を活用した

噴火のリアルタイム把

握技術とシミュレーシ

ョン技術の連携により、

噴火によるハザードの

即時予測技術の開発に

取り組む。また、火山観

測データ一元化共有シ

ステム（JVDNシステム）

に集約されたデータ、そ

れらを補完する機動調

査や観測によるデータ

を活用するとともに、物

質科学的アプローチに

よる研究も進め、分野横

断的に火山活動の推移

予測の研究を行う。 

火山活動やハザード

の観測・予測情報と火山

災害に関するデータを

活用して、脅威度評価な

どの社会のレジリエン

ス向上に資する情報プ

トな社会を実現するため

には、社会を構成する各

主体が火山災害に関する

リスクを知り、火山活動

の推移やその脅威に応じ

た適切な対策・対応が取

れるようになることが必

要である。これらの実現

を目指し、令和７年度は

以下の研究開発に取り組

む。 

・噴火によるハザードの

即時予測技術開発のた

め、基盤的火山観測網

（V-net）や火山灰可搬

型分析装置(VOLCAT)等

を活用した研究を実施

する。火山活動の推移

予測技術開発のため、

火山観測データ一元化

共有システム（JVDNシ

ステム）に統合された

データや機動的な調査

観測によるデータ等を

活用して硫黄島等につ

いて火山活動モデルの

構築を進め、推移予測

に資する調査観測項目

を整理して必要な技術

の開発を行う。 

・降灰調査データや降灰

のモニタリングデー

タ、シミュレーション

を活用した情報プロダ

クツの作成方法につい

て研究を行う。噴出物

タ等を活用し、火山活動の推移予測のた

めの火山活動モデルの構築を進め、推移

予測に資する調査観測項目を整理しつ

つ必要な技術の開発を実施した。具体的

には、地震学的アプローチから岩手山で

発生する低周波地震の検出とメカニズ

ムの解明を進め、マグマ供給系の構造の

解釈を得た。また、小笠原硫黄島におけ

る速度不均質性を考慮した震源決定手

法の開発を進め、詳細な推移予測のため

の知見を得た。また観測データの解釈に

よる火山活動評価のため、計算科学的ア

プローチも行った。火道内のマグマ移動

と地殻変動のシミュレーションに基づ

き、観測による噴火推移把握において重

要となる噴火前の前駆的傾斜変動シグ

ナルの支配要因を明らかにした。粒子重

力流シミュレーションに基づき、令和７

年に噴火が発生した霧島山新燃岳を対

象とした火砕流ハザード評価を実施し、

今後想定される火砕流影響範囲等につ

いて検討を行った。 

 

・降灰については、火山灰可搬型分析装置

（VOLCAT)や機動観測噴出物チームなど

の機動的な調査観測に関する連携体制

の構築を進め、岩石コア試料などのデー

タ共有を行った。具体的には、令和７年

６月から始まった霧島山新燃岳噴火に

伴う降灰について、関連機関と協力し

て、ディスドロメータおよび自動降灰採

取装置を 5 地点に設置して調査を実施

した。火山灰の Finger 現象を考慮した

降灰シミュレーションを実施した。ま

た、国立研究開発法人科学技術振興機構 

（JST）の戦略的国際共同研究プログラ

活動評価ができるようになった。特

に地震活動や地殻変動などの観測

データと噴出物データを時系列的

に比較することを可能とする、より

多角的かつ継続的な視点からの活

動評価を実現する手段を提案した。

また、岩手山、硫黄島などの事例研

究、数値シミュレーションによる噴

火前の先駆的傾斜変動の解釈は、他

の火山にも適用でき、理論的側面か

らの評価が高い。火砕流ハザード評

価等は、火山災害対策につながる技

術開発であり、高精度化および高速

化を実現した。これらを包括的に可

視化した火山活動評価概念第 1次モ

デルを提案した。 

 

 

 

 

 

 

 

・火山災害の中でも、最も広範囲に影

響を及ぼす降灰についての取組を

以下の具体的な火山を対象として

進めた。令和７年６月から始まった

霧島山新燃岳噴火に伴う降灰調査

は、産業技術総合研究所や各大学と

的確かつ迅速な協力体制の元で実

施され、降灰分布や総量に関する情

報が JVDN システムの活用の元で迅

速に提供された。戦略的国際共同研

究プログラム（SICORP）「日本－アオ

テアロアにおける破局的噴火対策

手法の構築」、および、内閣府の事前
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ロダクツを創出するた

めの研究を行う。JVDNシ

ステムを火山災害に関

するデータも集約した

データベースに拡張し、

災害調査や実験等を行

いレジリエンスの評価

のためのデータ等を収

集する。さらに、JVDNシ

ステムを活用して関係

機関との連携を強化し、

分野や組織の枠を超え

た研究実施体制の強化・

充実を図る。 

火山災害に対する社

会のレジリエンス向上

のため、情報プロダクツ

の各主体への提供に関

する研究を行う。住民や

コミュニティ等の防災

力向上のため、周知啓発

及び教育用のコンテン

ツを充実させつつ知識

普及・啓発に努める。さ

らに、火山防災の関係機

関へ意思決定等に資す

る情報提供を行い、研究

開発成果の社会実装に

努める。なお、情報提供

にあたっては関係機関

と双方向的な関係を築

き、適切な情報発信とフ

ィードバックの研究開

発への反映を目指す。 

得られた成果は、火山

調査研究推進本部をは

チームなどの機動的な

調査観測に関する連携

体制を構築し、岩石コ

ア試料などのデータ共

有を進める。 

・火山防災の関係機関に

データや研究成果を提

供し、研究開発成果の

社会実装に努める。噴

火発生前後における防

災関係機関による災害

対応を時系列的に整理

し、「災害対応タイムラ

イン」を作成する。那

須岳等をフィールドと

し、作成したタイムラ

インの実効性検証を目

的とした訓練や演習

を、地元自治体及び火

山防災協議会と協力し

て実施する。 

・得られた成果等につい

て、火山調査研究推進

本部をはじめとする

国の機関に資料提供

する。 

ム（SICORP）として、Earth Science New 

Zealand（ESZN）との共同研究「日本－

アオテアロアにおける破局的噴火対策

手法の構築」に着手した。また、内閣府

の事前防災対策総合推進費「広域降灰対

策のための降灰情報の把握・共有に関す

る実証研究事業」により、火山灰可搬型

分析装置（VOLCAT)の活用による自治体

との降灰情報連携についての開発が開

始された。 

 

・レジリエンスの評価に必要なハザード

等のデータを収集し火山観測データ一

元化共有システム（JVDNシステム)への

登録を進め、情報プロダクツの開発と自

治体への提供に関する研究を実施した。

具体的には、那須岳、焼岳、日光白根山

を対象として、噴火を想定した防災訓練

の標準化に係る研究を行った。特に那須

岳訓練ではこれまでに提案した災害対

応タイムラインを活用する一環として、

火山観測データ一元化共有システム

（JVDN システム)による降灰調査結果

の利活用について提案した。御嶽山をフ

ィールドとして、情報伝達訓練と併せて

登山道に設置された既存の放送設備に

よる音声到達範囲調査を行い、登山者へ

の情報伝達の最適化に関する提案を行

うとともに、御嶽山の登山者データを用

いた避難シミュレーションを行い、避難

経路や退避壕等の設置位置に関する検

討を行った。十勝岳では、GPSロガーを

使った登山者の動向把握実験を行い、登

山者の避難行動パターンや避難に要す

る時間を明確にし、十勝岳における登山

者避難に関する課題を明らかにした。 

防災対策総合推進費「広域降灰対策

のための降灰情報の把握・共有に関

する実証研究事業」が新たに開始さ

れ、想定される富士山噴火による降

灰被害とその対策について、ステー

クホルダーからの需要も含めて

JVDNシステムの開発を進め、情報共

有が可能となった。 

 

 

 

・観測データと対策に資する情報の連

携が JVDN システムで着実に進めら

れている。これらを用いて那須岳、

焼岳、日光白根山を対象として、自

治体における噴火を想定した防災

訓練の標準化が実践的に進められ

ている。また、登山者の安全確保に

ついても、シミュレーション、動向

調査をもとにより具体的な指針の

提供が進められている。 
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じめとする国の機関に

活用されることを目指

す。 

 

・次世代火山研究開発事業では 10 年間の

最終年度として、各研究成果の取りまと

めを行った。当該事業における課題 B

「先端的な火山観測技術の開発」のサブ

テーマ２「リモートセンシングを活用し

た火山観測技術の開発」では、機動的に

地上からのレーダー観測を行い、遠隔地

から高頻度に地殻変動を計測すること

が可能な可搬型レーダー干渉計(センサ

ー名：SCOPE)を開発し、吾妻山などで観

測を実施した。また、火山の地熱温度分

布・火山ガス等を光学的に観測する小型

温度ガス可視化カメラ SPIC の開発を進

め、阿蘇山・桜島などで観測を実施した。

また、課題 C「火山噴火の予測技術の開

発」のサブテーマ３「シミュレーション

による噴火ハザード予測手法の開発」で

は、地下におけるマグマ移動シミュレー

ションに基づき、事象分岐の判断基準に

ついて体系的整理を行った。噴火ハザー

ドシミュレーション技術開発において

は、溶岩流の流動特性の推定手法を構築

するとともに、伊豆大島・三宅島におけ

る溶岩流ハザードマップ改訂に情報を

提供した。さらに、課題 D「火山災害対

策技術の開発」のサブテーマ３「火山災

害対策のための情報ツールの開発」にお

いては、避難・救助支援コンテンツの開

発、都市部における降灰被害予測のため

の実験的研究、周知啓発教育用コンテン

ツを開発した。 

 

・火山調査研究推進本部に関する業務と

して、基盤的火山観測網の整備では雲仙

岳等の整備を進めるとともに、雌阿寒

 

・次世代火山研究推進事業は 10 年間

の最終年度として、防災科研が担当

する課題 B２、C３、D３で下記に示

す顕著な成果を創出した。B２では

可搬型レーダー干渉計(SCOPE)と小

型ガス監視カメラ(SPIC)が完成し、

実地観測でもその性能が十分に検

証されている。C３では理論モデル

と数値シミュレーションから、噴火

やハザード予測に関する体系的な

評価基準の設定が実現されており、

伊豆大島・三宅島の溶岩流シミュレ

ーションでは自治体のハザードマ

ップの改訂に適用された。D３では

各種火山防災に資するコンテンツ

が提供され、活用されている。 
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岳・十和田・蔵王山の観測点整備に着手

した。機動観測体制の構築では、八幡平・

岩手山・焼岳・硫黄島・霧島山新燃岳・

霧島山硫黄山・桜島・口永良部島・諏訪

之瀬島を対象とした臨時観測を実施し

た。また、火山噴出物分析センターの構

築に向けて、分析スキームや分析機器に

関する検討、新棟の設計に着手した。 

 

 

4)風水害の軽減に向けた

観測・予測技術に関する

研究開発 

4)風水害の軽減に向け

た観測・予測技術に関す

る研究開発 

○レジリエントな社会

を実現するために、国

の施策や計画等にお

いて国が取り組むべ

き課題の解決につな

がる研究開発を推進

しているか。 

 

《評価指標》 

・気象災害の軽減に関

する研究開発の成果 

・成果の社会実装に向

けた取組の進捗状況 

 

《モニタリング指標》 

・論文発表数・口頭発表

件数等 

4)風水害の軽減に向けた観測・予測技術に

関する研究開発 

4)風水害の軽減に向けた観測・予測技

術に関する研究開発 

 現在の技術水準では、

線状降水帯等の集中豪

雨の発生位置の予測精

度は低く、地方公共団体

等が防災情報を提供す

るエリアの特定が困難

となっている。また、竜

巻等の突風を直接監視・

予測することも困難で

現在の技術水準では、

線状降水帯等の集中豪

雨の発生位置の予測精

度は低く、地方公共団体

等が防災情報を提供す

るエリアの特定が困難

となっている。また、竜

巻等の突風を直接監視・

予測することも困難で

 ・局地的大雨や集中豪雨の予測精度向上

のために、内閣府 BRIDGE「革新的な統合

気象データを用いた洪水予測の高精度

化」を活用し、気象庁のメソスケール予

測に対し、気象レーダ観測データおよび

水蒸気ライダー観測データを同化する

手法を開発した。令和７年８月に九州北

部で発生した線状降水帯事例を対象に

実験を行った結果、流域平均雨量の予測

・局地的大雨や集中豪雨の予測精度向

上のために、内閣府 BRIDGE を活用

して水蒸気ライダーの観測データ

を同化する手法を開発した。近年、

実用化に向けた開発が進む先進的

観測技術である水蒸気ライダーは、

従来手法では十分に把握が難しか

った大気中の水蒸気の三次元分布

を高精度かつ高時間分解能で取得
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ある。極端気象に対する

社会のレジリエンス向

上のために、防災科研版

デジタルツインの考え

方に基づき、これまで開

発してきたマルチセン

シング技術とシミュレ

ーション技術を利用す

ることで、豪雨時の避難

に必要なリードタイム

の改善に資する研究や、

その利活用に繋がる情

報プロダクツ作成に関

わる以下の研究開発に

取り組む。 

マルチセンシング技術

を利用して、局地的大雨

や雹・雷等を伴う危険な

積乱雲を早期に検知し

追跡予測する技術開発

を行うとともに、取得さ

れたデータを活用し竜

巻等の突風の発生可能

性を早期に検知・予測す

るための研究開発を進

める。また、危険な積乱

雲に伴い差し迫る災害

の危険度を分かり易く

表示する技術開発を行

う。さらに、シミュレー

ション技術等を利用し

て積乱雲及び集中豪雨

等の発生メカニズム研

究を先導的に進め、市町

村スケールでの線状降

水帯等の集中豪雨の発

ある。極端気象に対する

社会のレジリエンス向

上のために、防災科研版

デジタルツインの考え

方に基づき、これまで開

発してきたマルチセン

シング技術とシミュレ

ーション技術を利用す

ることで、豪雨時の避難

に必要なリードタイム

の改善に資する研究や、

その利活用に繋がる情

報プロダクツ作成に関

わる研究開発に取り組

む。令和７年度は、以下

の研究開発に取り組む。 

・局地的大雨や集中豪雨

の予測精度向上に向

けて、 発達する積雲

の検出手法の改良を

行うとともに、 気象

レーダ観測結果の同

化予測手法及び確率

論的雨量予測手法の

開発を進める。  

・突風や竜巻、降雹、雷

等を発生させる危険

な積乱雲を検知する

手法の高度化を、気象

レーダ等を用いて進

めるとともに、検知し

た積乱雲を追跡・予測

するための手法開発

に着手する。 

・気象レーダの観測デー

タを解析することに

精度が改善されることを実証し、観測デ

ータの高度活用が豪雨予測に有効であ

ることを示した。 

 

・近年増加する雹は局地的かつ突発的に

発生し、建物や農作物に甚大な被害をも

たらす一方で、広域的な観測手段が限ら

れているため長期的な変化の把握が困

難であるという課題がある。そこで、X

バンド MPレーダを用いた降雹（ひょう）

域の長期的な推定を可能とするデータ

セット構築を目的として、各種レーダパ

ラメータの誤差補正手法について検討

を行い、推定精度の向上に資する基盤的

知見を得た。また、令和６年９月 19 日

に東京都八王子市で発生した降雹被害

を対象に現地調査を実施し、観測された

雹の粒径と実際の被害状況との対応関

係について分析した。さらに、降雹リス

ク評価手法の開発を目的とし、損害保険

料率算出機構および東京海上ディーア

ール株式会社との共同研究を開始し、保

険分野への応用も視野に入れた研究体

制を構築した。 

 

・雷に関する研究では、「晴天の霹靂」と

呼ばれる、積乱雲本体から離れた地点に

落雷する現象に着目した。落雷位置と降

雨域との関係を統計的に解析した結果、

国内において降雨域から 10 km を超え

て離れた地点に落雷する事例があるこ

とを示した。また、90%以上の落雷が降

雨域から 5 km以内で発生していること

を明らかにした。さらに、上空の氷粒子

の分布（鉛直積算氷量（VII））を検知し

た領域から晴天の霹靂が発生している

できる点に特長があり、降水システ

ムの発達過程の解明と予測に新た

な展開をもたらす技術である。本成

果は、この新技術を同化に取り入れ

ることで線状降水帯を含む極端降

水の予測精度向上に有効であるこ

とを示したものであり、今後の豪雨

予測の高度化や防災・減災への貢献

が期待される。 

 

・局地的かつ突発的に発生する降雹現

象に対し、広域的・継続的な把握を

可能とする気象レーダを用いたこ

れまでにないデータセットの構築

に資する成果が得られた。これは、

降雹リスクの長期的評価に向けた

重要な進展であると位置付けられ

る。また、保険業界との共同研究を

新たに開始したことにより、本研究

を社会実装へと接続する道筋を拓

いた点も大きな成果であり、当初計

画を上回る進展と評価できる。今

後、気象レーダを用いた降雹データ

セットの拡充や推定精度のさらな

る向上を進めるとともに、研究成果

の保険分野等への社会的活用が期

待される点は，重要な成果といえ

る。 

 

・台湾の国家災害防救科技センター

（NCDR）との国際共同研究により、

地震による斜面崩壊堆積物と斜面

の不安定化が、直後の台風での土砂

流出量を大幅に増加させ、その影響

が最大３年間持続することを、

Nature Partner Journals Natural 
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生確率を数時間前に予

測するための研究開発

を行う。 

土砂災害の前兆現象把

握のために大型降雨実

験施設を利用した実験

及び現地観測や土砂流

出に関するデータを活

用することで、降雨によ

る土砂移動の発生可能

性の高い場所・時間の絞

り込みの精度を高める

技術開発を行うととも

に、地方公共団体等の意

思決定の支援に繋がる

情報プロダクツ作成に

取り組む。また、気象レ

ーダ等から得られるデ

ータに基づく確率雨量

情報に地表面の情報を

考慮することで水災害

発生危険域の抽出手法

の高度化を行うととも

に、浸水状況等の把握や

直後の復旧活動時及び

平時の取組に役立つ情

報プロダクツ作成を他

分野と連携を図りなが

ら取り組む。 

さらに、将来に向けた

様々な観測・予測技術に

繋がる基礎的な研究も

進める。また、国内外の

研究拠点として大型降

雨実験施設を利用した

観測技術等の開発を推

より積乱雲の発生メ

カニズムの解明を進

めるとともに、積乱雲

マルチハザード予測

情報を提供するシス

テムのリアルタイム

配信に向けた高度化

を行う。 

・研究開発と Society5.0

との橋渡しプログラ

ム（BRIDGE）を活用し、

浸水状況等の把握に

役立つ情報プロダク

ツ作成手法の高度化

を進める。 

・降雨の確率的な評価か

ら水害危険流域を抽

出する手法の開発を

継続して行う。また、

確率的手法による浸

水危険度推定手法の

開発のため、流域デー

タの作成、災害データ

の整備、極端現象の把

握及び特定地域を対

象とした解析を継続

して進める。 

・大型降雨実験施設を活

用した実験による基

礎データならびに現

地観測の記録を利用

し、雨量と地下水位の

データから土砂災害

の前兆現象を把握す

る手法の開発を進め

る。土砂移動分布図の

ことを確認し、VIIが晴天の霹靂の発生

環境を把握するための指標となり得る

可能性を示すとともに、落雷危険域の設

定や雷予測の高度化に資する知見を得

た。 

 

・静岡県牧之原市周辺で発生した突風・竜

巻災害の現地調査を実施し、被害が異な

る複数の竜巻によって引き起こされた

可能性を明らかにした。これらの成果

は、防災科研の Webサイトやマスメディ

アを通じて発信し、社会への情報提供を

行った。また、令和７年９月 11 日に東

京周辺で発生した大雨および突風につ

いては、気象レーダで捉えられたメソサ

イクロンを伴うスーパーセル（積乱雲）

を解析し、その結果を水・土砂防災研究

部門の Webサイトで公開した。さらに、

積乱雲に伴うマルチハザード予測情報

を提供するシステムに、領域指定機能を

追加するなど、データ配信機能の高度化

にも取り組んだ。 

 

・韓国気象庁気象レーダーセンター

（WRC/KMA）との研究協力に関する覚書

を結ぶとともに、雪氷防災研究センター

を含む極端気象災害研究領域として、

WRC/KMA と国際ワークショップを開催

し、気象レーダに関する今後の研究につ

いて議論した。 

 

・水害分野では、内閣府 BRIDGE の「個人

情報・公的情報等を安全に活用可能な 

被災者支援 AI サービス開発基盤」や国

立研究開発法人情報通信機構（NICT）の

委託研究費「データ利活用等のデジタル

Hazards にて発表した。従来の単一

災害前提の評価では過小評価され

るリスクを、科学的に明らかにした

ものであり、連鎖型災害・複合災害

評価の重要性を示す顕著な成果で

ある。さらに、平成 29年７月九州北

部豪雨および平成 30 年７月豪雨に

おいて、ため池上流部からの土石流

や盛土の崩壊による土砂流入によ

り、ため池堤体の決壊が発生した事

例を踏まえ、土石流流入時における

堤体の安定性を簡便に評価できる

手法を提示した。本成果は実務への

適用可能性が高く評価され、2025年

度農業農村工学会優秀論文賞を受

賞した。 

 

・高齢化の進展と猛暑の増加により救

急需要が高まり、猛暑は人命に重大

な影響を及ぼす「気象災害」の一つ

として認識されつつある。これを踏

まえ、本研究では当初の計画にはな

かったものの、熱中症搬送が救急車

の稼働状況に与える影響を定量的

に評価する新たなモデルを開発し

た。その結果、猛暑時には日中の救

急車稼働率が８割を超え、救急体制

がひっ迫する可能性があることを

明らかにするとともに、非常用救急

小隊の追加配置により対応可能で

あることを示した。本成果は、気温

や気象予測をもとに熱中症搬送数

の増加を事前に推定することで、猛

暑時における救急体制の計画およ

び運用の高度化に活用することが

できる。また、将来の気候変動や高



47 

進する。 作成及び過去の災害

時のデータを利用し

て土砂流出量と流木

流出量の推定手法の

開発を進める。 

・低頻度な高潮予測技術

開発に向けて必要な

台風強風下の海洋気

象観測を進めるとと

もに、伊勢湾を対象と

した高潮の予測技術

を検討する。 

・大型降雨実験施設を用

いて悪天候下での UAV

等のセンサーの性能

評価実験に着手する。 

化の推進による社会課題・地域課題解決

のための実証型 研究開発（第３回） 副

題：リアルタイム浸水域評価と可視化シ

ステムの開発」などを活用し、AI技術を

使い画像情報から浸水状況を自動的に

判読する技術開発を行った。また、令和

７年８月の九州での大雨の際に、浸水推

定情報を水・土砂防災研究部門の Webや

防災クロスビューで公開した。 

  

・気象レーダによる雨量情報と河川流出

モデルを組み合わせることで、水害リス

クの高い流域を検知・抽出するシステム

を開発した。 

 

・土砂災害分野では、台湾の国家災害防救

科技センター（NCDR）との共同研究によ

り、大規模地震発生後おおむね３年間は

斜面が不安定化し、土砂流出量が顕著に

増加することを明らかにし、国際学術誌

にて発表した。また、台湾花蓮地震後に

形成された大規模土砂ダムの推移を把

握するため、ドローンを用いた継続的モ

ニタリングが有効であることを示し、そ

の成果も国際誌に公表した。 

国内においては、神奈川県南足柄市な

らびに京都・清水寺に設置した観測機器

によるデータを活用し、雨量指標と地盤

内水分動態の観測結果を組み合わせた

斜面崩壊予測手法の検証を進めた。加え

て、将来的な土砂移動可能性評価に資す

る基礎資料の整備のため、長野県南木曽

町などで発生した土石流や斜面変動に

関する記録の収集・整理を行った。 

さらに、国立研究開発法人森林研究・

整備機構森林総合研究所および長野県

齢化の進行を考慮したシミュレー

ションを行うことで、中長期的な暑

熱対策を踏まえた救急体制整備の

検討における科学的根拠として活

用できると期待される。 
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林業コンサルタント協会との共同研究

により、衛星データを活用した林道被災

箇所検出システムの試作版を開発し、山

地災害の迅速な把握に向けた技術的基

盤を構築した。令和７年８月の九州や11

月のインドネシアでの大雨の際に、衛星

データから推定した土砂流出範囲など

の情報を水・土砂防災研究部門の Webや

防災クロスビューで公開した。 

また、東北大学災害科学国際研究所、

地盤工学会東北支部と連携して、「斜面

防災のための実験とシミュレーション

およびその周辺技術」をテーマとした講

演会・研究発表会を開催した。 

 

・伊勢湾における高潮影響評価の一環と

して、同湾沿岸に位置する愛知県日光川

周辺を対象に、高潮発生後の浸水継続時

間について検討を行い、排水処理を現実

的かつ局所的に実施した場合、従来想定

よりも浸水継続時間が大幅に増加する

可能性を示した。 

 

・大型降雨実験施設を用いて悪天候下で

の UAV 等のセンサーの性能評価実験の

ために、暴風発生装置によって形成され

る風速場の特徴を計測した。その結果、

距離の増加に伴う急激な風速減衰や中

心軸への強い集中性など、設定風速に依

存しない相似的な空間分布特性を示す

ことが明らかとなった。 

 

・将来の高ミリ波周波帯の気象レーダの

開発に向けて、総務省の委託研究費「光

回線を代替する高ミリ波帯固定無線通

信に関する研究開発」を活用し、過去の
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雨量観測データおよび客観解析データ

から日本の各地点での電波減衰量の統

計解析を行った結果、北海道を比べると

沖縄の方が水蒸気量の多く、降雨強度も

大きいことから減衰量が大きくなるな

ど、電波減衰の地域特性が明らかとなっ

た。 

 

・救急需要は年々増加しており、気候変動

に伴う猛暑日の増加により、今後さらに

高まることが懸念される。そこで、救急

要請の時間変動と気象条件別の熱中症

発生特性を分析し、熱中症搬送が救急需

要に与える影響を評価するモデルを構

築した。 

 

 

5)雪氷災害の軽減に向

けた観測・予測技術に関

する研究開発 

5)雪氷災害の軽減に向

けた観測・予測技術に関

する研究開発 

 5)雪氷災害の軽減に向けた観測・予測技術

に関する研究開発 

5)雪氷災害の軽減に向けた観測・予測

技術に関する研究開発 

 近年、気候変動の影響

による気象災害の激甚

化が懸念されている中、

日本海寒帯気団収束帯

（JPCZ）等に起因して頻

発・激甚化する集中豪雪

による人的被害・社会活

動への影響や、非雪国で

の突発的な大雪等によ

る都市機能の低下など

が深刻な問題となって

いる。激甚化する雪氷災

害に対してレジリエン

スを向上させるために

は、面的な観測・予測情

報の高度化や様々な災

近年、気候変動の影響

による気象災害の激甚

化が懸念されている中、

日本海寒帯気団収束帯

（JPCZ）等に起因して頻

発・激甚化する集中豪雪

による人的被害・社会活

動への影響や、非雪国で

の突発的な大雪等によ

る都市機能の低下など

が深刻な問題となって

いる。激甚化する雪氷災

害に対してレジリエン

スを向上させるために

は、面的な観測・予測情

報の高度化や様々な災

 ・車載したスマートフォンによって取得

される画像を使い、路面上の積雪状況を

自動判別可能な AI 路面判定システムに

関して、冬季道路の管理に必要な道路脇

の堆雪量や走行可能車線を定量的に把

握する新たなシステムを構築するとと

もに、冬季に取得した他データをもとに

精度を検証した。これらの機能強化によ

り、より高度な道路管理が可能となるこ

とが期待される。また、新潟市や札幌市

に加え、青森県および県内自治体、首都

高速道路でも試験運用を開始し、多様な

地域でシステムの有効性を検証したほ

か、新潟市・札幌市・青森県などと成功

事例や改良・要望点を共有する意見交換

会を開催した。加えて、民間（株式会社

・AI 路面判定システムについては、新

機能を追加したことに加え、昨年度以

上の数の自治体や首都高速道路と組

んだ試験運用を実施するとともに、関

係機関との意見交換会や民間企業と

連携し社会実装を想定した社会実装

実験を実施した。また、道路だけでは

なく鉄道管理にも開発中の技術を応

用するための研究も開始するなど、開

発中の技術の実用化の加速が期待さ

れる。 

 

・青森県・弘前大学・防災科学技術研

究所で包括連携協定を締結し、科学的

情報を活用した環境変化にも適応し

た克雪研究のための準備を進めた。あ
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害種別（大雪、雪崩、吹

雪、着雪等）に起因して

発生する人や経済社会

への影響などの結果事

象への対応、具体的な施

策の根拠となるハザー

ド・リスク情報の創出、

ならびに効果的・効率的

な雪氷災害対応手法の

体系化・標準化が必要で

ある。そのため、これま

で培ってきた観測・予測

技術や雪氷防災実験施

設等の実験・計測環境の

強みを活かし、以下の研

究開発に取り組む。 

雪氷災害危険度把握の

精度・リアルタイム性の

向上と広域展開のため、

様々な先進技術を活用

し観測データの取得・統

合・解析の自動化を推進

する。予測に関しては、

時々刻々と変化する雪

氷災害とその対応のた

めに必要とされる予測

情報を最適な時空間分

解能と精度で提供する

手法の開発に取り組む。

さらに雪氷防災実験施

設等による実験及びシ

ミュレーション技術の

高度化を進め、雪氷災害

に関する脆弱性等の評

価手法・対策技術の開発

を進展させる。JPCZの豪

害種別（大雪、雪崩、吹

雪、着雪等）に起因して

発生する人や経済社会

への影響などの結果事

象への対応、具体的な施

策の根拠となるハザー

ド・リスク情報の創出、

ならびに効果的・効率的

な雪氷災害対応手法の

体系化・標準化が必要で

ある。そのため、これま

で培ってきた観測・予測

技術や雪氷防災実験施

設等の実験・計測環境の

強みを活かし、令和７年

度は以下の研究開発に

取り組む。 

・雪氷災害危険度把握の

精度・リアルタイム性

の向上にむけ、AI路面

判定システムによる

冬期路面状況の判定

精度の改善に加えて、

路面状態以外の要素

（雪堤高さ、幅員側方

余裕幅、通⾏可能な⾞

線数、車両スタック注

意度、倒⽊注意度、屋

根雪深さ、雪庇危険度

等）の AI判定技術を検

討し、開発する。 

・地上降雪量推定精度向

上のために、地上モニ

タリングデータを検

証データとし、レーダ

が見ている上空から

トヨタシステムズ）と連携した北海道旭

川市における社会実装実験を実施し、民

間との協働による実用化に向けた取組

を加速させた。さらに、AI路面判定シス

テムにより取得される路面状態の現状

情報を道路雪氷モデルの入力データと

して活用するためのアルゴリズムを作

成した。また道路状況の把握だけではな

く、鉄道の管理にも応用するための技術

開発に着手した。 

 

・近年の気候変動の影響により、変化しつ

つある降積雪の量的および質、並びに社

会経済情勢の変化に伴い変容しつつあ

る雪氷災害に対応するため、青森県・弘

前大学・防災科学技術研究所の三者で包

括的連携協定を締結し、科学的情報を活

用した環境変化にも適応した克雪研究

のための準備を進めた。また、AI路面判

定システム 150 台の導入を含む除排雪

の効率化に向けた３ヵ年の共同研究を

青森県と開始し、令和７／令和８年冬季

の豪雪時には、当該システムが実際の除

排雪業務に活用された。さらに、数値シ

ミュレーションを用いて、令和７年冬季

の青森における大雪に対する日本海の

海面水温の影響調査を実施した。 

 

・地上降雪量推定精度向上に関しては、上

空のレーダーデータから地上の降雪量

分布を高解像度で推定するため、地形の

影響を考慮して詳細な風分布を計算す

るモデルと雪粒子の移流モデルを組み

合わることで、上空から地上に到達する

までの降雪粒子の移動を計算する新た

な手法を開発した。 

わせて、AI路面判定システムの導入な

どによる除排雪の効率化に向けた共

同研究を青森県と開始し、令和７／令

和８年冬季の豪雪時には、当該システ

ムが青森県における実際の除排雪業

務にも活用され、広域且つ迅速な道路

状況の把握に利用された。これらの実

績を発展させることで、来年以降、科

学的情報を活用した効率的除雪の実

施が期待される。 

 

・上空レーダーデータから地上の降雪

量分布を高解像度で推定するモデル

の開発により、上空と地上を一体的に

捉えた降水域の把握が可能となった。

今後、都市域での除雪計画や交通障害

予測、山岳域での雪崩発生箇所の予測

や積雪分布推定への応用が期待され

る。 

 

・試作した暴風雪災害対応タイムライ

ン(TL)に関して、効果的な災害対応の

実現に向けて、その有効性を実際の対

策訓練の場で検証した。さらに令和７

/令和８冬期の運用・振り返り・修正の

サイクルを継続し、TLを常に最新の状

態へ更新している。これらの実績によ

り、タイムラインの作成技術が確立で

き、暴風雪災害以外の雪氷災害への応

用や他の自治体への拡張が期待され

る。 
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雪等に起因する様々な

災害種別に対する結果

事象において、観測・予

測情報をシームレスに

繋ぐとともに地域の雪

氷災害に関する脆弱性

も加味して、総合的雪氷

災害ハザード・リスク情

報を創出する技術の確

立を目指す。 

これらの技術を基に、社

会実装に向けて国・地方

公共団体・民間企業等の

各主体との連携を推進

し、ニーズを踏まえたハ

ザード・リスク情報を創

出するとともに、高度地

理空間情報として共有

を図る。また、それらを

過去の雪氷災害対応事

例と組み合わせて体系

化し、科学的知見に基づ

く雪氷災害時の意思決

定プロセスや行動の最

適化に資する災害対応

の標準化に取り組む。 

地上までの間に雪粒

子が移流によって移

動する過程を計算で

きるモデルの開発を

行う。 

・着雪量の温湿度依存性

を考慮することで、リ

アルタイム着雪ハザ

ードマップの予測精

度向上を進めるとと

もに、落雪によるリス

クを評価する手法を

確立する。 

・国・地方公共団体・民

間企業等の各主体と

連携し、過去の雪氷災

害事例を対象に効果

的な災害対応が可能

となるタイムライン

を試作する。 

・雪氷防災実験施設を活

用し、極端気象条件下

における雪氷災害対

策等に必要な技術開

発に向けた実験デー

タを蓄積する。 

 

・開発を進めている吹雪、着雪等のリアル

タイムハザードマップの予測精度・空間

分解能向上を進めるとともに、除雪中の

事故防止に資する情報を創出するため

に、屋根に積もった雪が落雪する危険性

を予測するための落雪予測モデルを新

たに構築した。 

 

・暴風雪災害への対応力向上に向けては、

北海道標津町において、災害対応者（標

津町役場の防災・道路担当者や除雪業

者）を対象としたワークショップを２回

開催した。ワークショップを通じて、各

機関が独自に持つ暴風雪に対する行動

基準を照らし合わせ、標津町の各部署が

どのように行動するかが明確になるよ

う暴風雪タイムライン(TL)のプロトタ

イプを作成した。令和７年 11月 18日に

実施された根室地方関係機関による暴

風雪対策訓練においては、TL 運用訓練

を実施し、実際の災害対応における有効

性を確認した。令和７/令和８年冬期の

運用・振り返り・修正のサイクルを継続

し、常に更新を実施している。 

 

・長岡市の除雪事故データと発生時の気

象状況を組み合わせた機械学習モデル

により、気象予測から除雪関連事故の発

生危険性を予測するシステムを構築し、

市担当者や民間の除雪事業者に対して

翌々日までの予測情報を 1 日２回配信

した。 

 

・雪氷防災実験棟を用いた湿雪降雪、暴風

雪などの極端気象条件の再現性の検証
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および雪氷現象の解明に資する計測を

推進するとともに、様々な難着雪技術の

検証や性能評価を実施し、そのための実

験条件、手法および評価方法の整理・高

度化を実施した。 

 

 

 



53 

1.当事務及び事業に関する基本情報 

 Ⅰ-2レジリエントな社会を支える研究基盤の運用・利活用の促進 
 
2.主要な経年データ 

 ①主要な参考指標情報  ②主要なインプット情報 

指標 
数値 

目標 

令和 

5 

年度 

令和 

6 

年度 

令和 

7 

年度 

令和 

8 

年度 

令和 

9 

年度 

令和 

10 

年度 

令和 

11 

年度 

 

令和 

5 

年度 

令和 

6 

年度 

令和 

7 

年度 

令和 

8 

年度 

令和 

9 

年度 

令和 

10 

年度 

令和 

11 

年度 

                 

観測網の稼

働率(％) 

95.0％ 

以上 
97.9% 98.3% 98.6%     

予算額 

(千円) 

15,081 

,619 

10,149 

,615 

13,153 

,841 
    

先端的研究

施設の供用

件数(件) 

 41 件 24 件 37 件     
決算額 

(千円) 

9,449 

,121 

12,658 

,210 

12,513 

,059 
    

先端的研究

施設の利活

用の連携機

関数(件) 

 45 件 29 件 34 件     
経常費用 

(千円) 

9,794 

,297 

12,393 

,088 

11,466 

,236 
    

SIP4D と連

接したシス

テムの件数 

(件) 

 67 件 72 件 75 件     
経常損益 

(千円) 

△122 

,356 

△115 

,127 

△114 

,959 
    

 

行政コス

ト 

(千円) 

11,781 

,010 

14,600 

,784 

13,739 

,606 
    

従事人員

数 

(人) 

385 人 390 人 399 人     
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3.中長期目標、中長期計画、評価軸、指数、業務実績に係る自己評価 

中長期計画 年度計画 評価軸、指標等 業務実績 
自己評価 

評定 Ａ 
2.レジリエントな社会を

支える研究基盤の運用・

利活用の促進 

2.レジリエントな社会を

支える研究基盤の運用・

利活用の促進 

 2.レジリエントな社会を支える研究基盤の運用・

利活用の促進 

2.レジリエントな社会を支える

研究基盤の運用・利活用の促進 

    ＜評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められる。 

 

防災科研は、防災科学

技術に関する研究開発を

支える研究基盤を整備・

運用している。レジリエ

ントな社会を支えるため

には、これら研究基盤を

着実に運用するととも

に、我が国全体の防災科

学技術に関する研究開発

を推進するための利活用

を促進する。 

防災科研は、防災科学

技術に関する研究開発を

支える研究基盤を整備・

運用している。レジリエ

ントな社会を支えるため

には、これら研究基盤を

着実に運用するととも

に、我が国全体の防災科

学技術に関する研究開発

を推進するための利活用

を促進する。 

  (評定の根拠) 

○「レジリエントな社会を支え

る研究基盤の運用・利活用の

促進」として以下の実績は、

「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が

認められる。 

 

(1)基盤的観測網の運用・

利活用 

(1)基盤的観測網の運用・

利活用 

○ 基盤的観測網の安

定運用を通じ、国

内外の関係機関に

おける防災科学技

術に関する研究開

発の推進に貢献し

ているか。 

 

(1)基盤的観測網の運用・利活用 (1)基盤的観測網の運用・利活用 

   補助評定：Ｓ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した
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《評価指標》 

・観測データの関係

機関との共有や利活

用促進の取組の進捗 

・国内外の地震・津

波・火山に関する業

務遂行や調査研究等

への貢献の実績 

 

《モニタリング指

標》 

・観測網の稼働率 

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」向けて特に顕著な成

果の創出や将来的な特別な成果

の創出の期待等が認められる。 

 

地震調査研究推進本部

及び火山調査研究推進本

部並びに科学技術・学術

審議会測地学分科会の政

策文書等を踏まえ、基盤

的観測網の運用・利活用

を促進する。基盤的地震

津波観測網として、日本

海溝海底地震津波観測網

（S-net）、地震・津波観測

監視システム（DONET）、高

感度地震観測網（ Hi-

net）、全国強震観測網（K-

NET）、基盤強震観測網

（KiK-net）及び広帯域地

震観測網（F-net）の安定

的運用（稼働率95％以上）

を行う。南海トラフ海底

地震津波観測網（N-net）

を整備し、整備完了後は

基盤的地震津波観測網の

一部として安定的運用を

行う。重点的に観測研究

を強化すべき火山につい

ては、V-net及び観測施設

の整備・運用を行う。これ

らの観測網は、MOWLASと

して統合運用する。また、

首都圏を高密度にカバー

する観測網として首都圏

 地震調査研究推進本部

及び火山調査研究推進本

部並びに科学技術・学術

審議会測地学分科会の政

策文書等を踏まえ、基盤

的観測網の運用・利活用

を促進する。基盤的地震

津波観測網として、日本

海溝海底地震津波観測網

（S-net）、地震・津波観測

監視システム（DONET）、高

感度地震観測網（ Hi-

net）、全国強震観測網（K-

NET）、基盤強震観測網

（KiK-net）及び広帯域地

震観測網（F-net）の安定

的運用（稼働率95％以上）

を行う。南海トラフ海底

地震津波観測網（N-net）

の整備を完了させ、基盤

的地震津波観測網の一部

として安定的運用を行

う。重点的に観測研究を

強化すべき火山について

は、V-net及び観測施設の

整備・運用を行う。これら

の観測網は、MOWLASとし

て統合運用するととも

に、首都圏を高密度にカ

バーする観測網として首

 

 

 

 

 

 

 

 

・MOWLASの一元的な維持管理・運用を安定的に行

うとともに、経年劣化により老朽化した観測機

器の更新や観測機器の修理及び施設の修繕と観

測点の移設等を実施した。これらにより、防災

科研が中核的機関として推進する防災科学技術

研究に関する研究はもとより、気象庁の監視業

務をはじめとする地震や津波、火山に関する防

災行政や企業の地震の情報の発信や運用の制

御、大学や研究機関における学術研究及び教育

活動の推進に大きく貢献した。 

 

・令和７年度における観測網の稼働率は、迅速な

障害対応および復旧と老朽化した機器の更新等

の実施により、目標値である 95%を達成した

（Hi-net：98.7%、F-net：98.7%、KiK-net：96.6%、

K-NET：98.3%、S-net：98.8%、DONET：98.4%、

N-net：100%、V-net：97.1%、運用している全て

の観測点のうち、データを受信した観測点の割

合を稼働率として算出している）。 

 

・MOWLAS を構成する各地震観測網の観測データ

は、日本の代表的な地震カタログである気象庁

(評定の根拠) 

○「基盤的観測網の運用・利活

用」として、以下の実績等は、

「研究開発成果の最大化」に

向けて特に顕著な成果の創出

や将来的な特別な成果の創出

の期待等が認められる 

 

・特筆すべき最大の成果は、N-

netの完成である。N-netにつ

いては、東日本大震災の教訓

を踏まえ、南海トラフ巨大地

震の発生に先駆けて、震源域

での観測データ取得による研

究開発の一層の推進や地元自

治体等の防災対策に貢献する

ため、整備を完了したもので

ある。また、観測データについ

ては、令和６年の日向灘の地

震や令和７年カムチャツカ半

島付近の地震において取得さ

れた観測記録の精査により、

整備した観測機器のすべてが

その性能を発揮し、地震と津

波の観測が適切に行われてい

ることを確認している。さら

に、単に整備を完了したにと

どまらず、沖合システムに続

き、令和７年 10月には沿岸シ

ステムの運用を開始し、これ
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地震観測網（MeSO-net）の

運用を行う。この他、気象

等を対象として、研究開

発を推進するための各種

観測機器の運用を行う。

さらに、ハザードの研究

開発や機動観測を含む災

害発生時等に必要な観測

に向けて観測機器及び態

勢を整備する。 

MOWLASの観測データに

ついては、関係機関との

共有や利用促進を図り、

国内外の関係機関におけ

る業務遂行や地震・津波

及び火山に関する研究の

進展に貢献する。また、気

象等を対象とする研究開

発で得られた観測データ

を関係機関と共有し利用

促進を図る。このため、社

会や関連する学術分野の

ニーズを分析した上で、

施設、設備、機器等の改

善、改良及び性能向上と

いった高度化に取り組

む。 

都圏地震観測網（MeSO-

net）の運用を行う。この

他、気象等を対象として、

研究開発を推進するため

の各種観測機器の運用を

行う。さらに、ハザードの

研究開発や機動観測を含

む災害発生時等に必要な

観測に向けて観測機器及

び態勢を整備する。 

MOWLASの観測データにつ

いては、関係機関との共

有や利用促進を図り、国

内外の関係機関における

業務遂行や地震・津波及

び火山に関する研究の進

展に貢献する。また、気象

等を対象とする研究開発

で得られた観測データを

関係機関と共有し利用促

進を図る。このため、社会

や関連する学術分野のニ

ーズを分析した上で、施

設、設備、機器等の改善、

改良及び性能向上といっ

た高度化に取り組む。 

また、気象等を対象とす

る研究開発で得られた観

測データを関係機関と共

有し利用促進を図る。さ

らに、気象観測機器の高

度化と検証を行う。 

一元化震源カタログにおいて、令和７年度も震

源決定に使用された観測点の延べ数の６割以上

を占めた。 

 

・令和６年度補正予算により老朽化したMOWLAS観

測点の観測機器を新たに開発した停電長時間対

応機器に更新（Hi-net/KiK-net：181点、F-net：

12点、K-NET：70点、V-net４点）するとともに、

基盤的火山観測網については雲仙岳に新たに２

観測点の整備を実施した。 

 

・MOWLAS観測点の観測機器として、孔中地震計に

引き上げ再設置による修理（Hi-net７件、MeSO-

net２件）、地上設置の観測機器修理（Hi-net66

件、F-net18件、K-NET51件、KiK-net77件、V-

net15件、S-net31件、DONET19件、N-net９件、

MeSO-net46件）、観測施設の修繕（Hi-net56件、

F-net５件、K-NET69件、V-net７件、S-net５件、

MeSO-net10件）、観測点の移設（Hi-net１件（撤

去のみ）、K-NET４件、MeSo-net２件）を実施し

た。また、全国の観測点からの観測データを受

信・蓄積・解析・公開等を行っているつくば本

所のデータセンターに設置しているサーバ類に

ついても、52件の故障対応等を実施している。 

 

・MOWLASの将来的な安定運用の継続に向け、観測

網の長期修繕計画と新技術の導入に向けた所内

会議体を立ち上げ、５月から議論を開始した。

令和７年度は１回／月の頻度で開催し、観測網

の長期修繕と新技術導入のそれぞれで 11 回の

計 22 回の会議を開催し、我が国の地震津波火

山災害分野の研究開発と防災行政における各観

測網の位置付けのレビューから今後に向け点方

向性などについて議論を重ねた。 

 

 

らのデータは気象庁の緊急地

震速報や津波情報に活用され

るに至った。これらは、南海ト

ラフ巨大地震の切迫性を踏ま

え、地震・津波に関する研究開

発の進展のみならず、国民の

期待に応えるものであり、防

災・減災対策の強化に大きく

寄与する成果として極めて高

く評価できる。 

 

・N-net全体のシステム運用開始

を進めるとともに、並行して

JR 西日本の「山陽新幹線早期

地震検知警報システム」への

活用に取り組み、運用開始後

間もなく民間鉄道事業者によ

る防災利用が令和８年４月１

日より開始されることが決定

した点も、極めて高く評価で

きる。さらに、今後は自治体に

おける観測データの防災活用

の拡大も期待される。 

 

・MOWLAS の運用において、迅速

な障害対応復旧や老朽化した

機器の更新を確実に実施する

ことにより安定して運用し、

その稼働率が目標値である

95%超を達成した。また MeSO-

netの安定運用や、そのための

更新作業を継続的に実施し

た。このような世界に類を見

ない約 2,200 点で国土を網羅

するように配置された観測網

と大都市部に稠密に配置され
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・N-net においては、前年度に運用を開始した沖

合システムに続き、令和７年３月に海底への敷

設工事を終了し、令和７年６月より試験運用を

開始した。その後、観測されるデータの品質の

確認等が完了したことから、10月１日よりデー

タ公開を開始した。また令和６年度に運用を開

始した沖合システムについては、10 月 15 日よ

り、気象庁による緊急地震速報への活用が開始

された。これにより、四国沖から日向灘にかけ

て発生する地震について発表する緊急地震速報

（警報）が、最大で 20秒程度早まることが期待

されている。さらに、11 月 20 日からは気象庁

による沿岸システムの津波観測データの活用が

始まり、津波の検知が最大で約 10 分早くなる

など、津波警報等の更新、津波情報の発表の迅

速化や精度向上に貢献することとなった。なお、

N-net「沖合システム」、「沿岸システム」全体を

津波情報へ活用することにより、津波の検知は

最大で約 20分早くなる。 

 

・N-net 観測データの民間企業における利活用と

して、JR西日本の「山陽新幹線早期地震検知警

報システム」での活用に取り組み、令和８年４

月１日からの運用開始が３月 18 日に報道発表

された。N-net が鉄道事業者の地震防災対策に

直接活用される初めての事例となった。 

 

・MOWLASの観測データは、気象庁、海上保安庁、

消防研究センター、国土技術政策総合研究所等

の国の機関、和歌山県、三重県、千葉県、尾鷲

市等の自治体、JR東日本、JR東海、JR西日本、

JR四国、鉄道総研の鉄道事業者、中部電力、東

北電力、東京電力の電力事業者、LINEヤフーの

インターネット事業者および TBSおよびゲヒル

ンのメディア事業者に継続して即時的配信して

活用されている。N-net 以外で令和７年度に新

た観測網の安定した運用実績

は高く評価できる。 

 

・MOWLAS の将来的な安定運用の

継続に向けた２つの会議体を

立ち上げ、年間通して定期的

に議論を重ねて方向性を整理

することは、今後の観測網維

持管理に向けて重要であり評

価に値する。 

 

・MOWLAS 等の安定運用により、

国内外の大学や研究機関が行

う研究開発の推進や、気象庁

をはじめとするデータ提供先

機関での活用を通じた我が国

の防災力の向上に大きく貢献

していると認められ、地震・火

山分野の研究開発とともに防

災行政の根幹を支えている活

動実績として高く評価でき

る。 

 

・気象庁一元化震源カタログに

おいて令和７年度も震源決定

に使用された観測点の延べ数

の６割以上を占めるなど地震

観測の中核機関としての役割

を着実に果たしており、これ

らは陸海を網羅する大規模地

震観測網の安定運用の成果を

裏付けるものといえる。この

ような安定運用の実現のた

め、日常的な観測網の監視と

障害対応のほか、令和７年度

は令和６年度の補正予算によ
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たに開始されたものは、JR東日本の「S-netを

在来線早期地震警報システムに活用(９月 10

日)、気象庁の長周期地震動地点に K-NET点追加

(11月 20日)である。 

 

・令和７年度の MOWLAS の観測データが防災に貢

献した事例として、12月 8日に発生した青森県

東方沖の地震において、S-net の観測データに

より緊急地震速報の発表が３秒（警報は５秒、

12日の最大余震では９秒）早まったとの報道が

なされ、この地震や 11 月に発生した三陸沖の

地震での JR 東日本の東北新幹線の制御への寄

与等が挙げられる。 

 

・とかち鹿追のジオパークにスマートフォン等で

地域の地震活動を身近に知ることのできる Web

ページ「防災科研地震だねっと！」を新たに提

供するなど、MOWLASのデータを国民が直接的に

利活用できる活動を行っている。令和７年度に

おいて、日本国内の 48ジオパークのうち 24ジ

オパークに「防災科研地震だねっと！」を提供

している。また、MOWLASにより捉えられた地震

の波形や震源分布のデータをわかりやすい形で

展示する取組を国立科学博物館、日本科学未来

館、名古屋市科学館、室戸ジオパークセンター

で継続して実施している。 

 

・令和７年度防災功労者内閣総理大臣表彰と海洋

調査技術学会岩宮賞を受賞した。 

 

・MOWLAS等の活用実績を広く知らせるとともに防

災意識を根付かせる活動として以下の展示を行

った。 

 

JpGU Meeting(５月 25日～30日)、第 15回日本

ジオパーク全国大会in十勝岳(９月27～28日)、

り陸域観測網の 263 観測点に

おいて老朽化した観測機器を

新たに開発した停電長時間対

応機器へ更新を完了するな

ど、観測網の長期安定的な運

用の維持はもちろんのこと、

震災時等においても観測継続

を可能とする取組を着実に行

っている点は、高く評価でき

る。 

 

・各地のジオパークと連携し「防

災科研地震だねっと！」の提

供により地域の地震活動を身

近に知ってもらう取組を継続

し、さらに対象のジオパーク

の拡大を進めることができて

いることや国立科学博物館始

め複数の施設で観測データな

どを展示している活動は、多

くの国民が直接的に地震観測

に触れることにより、防災意

識の醸成につながることへの

取組として高く評価する。 

 

・MOWLAS のデータを活用した広

報や講演活動を活発に行った

実績は、地震・津波および火山

に関する研究の社会的理解を

飛躍的に高めるとともに、研

究成果の普及・発信力を大幅

に強化するものであり、研究

分野全体の発展に極めて大き

く寄与した点で、高く評価で

きる。 
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サイエンスアゴラ 2025(10月 25～26日)、みえ

地震・津波対策の日シンポジウム(12月７日)。 

 

・また、以下のような多くの報道機関への出演と

取材対応や講演を行い、観測網の防災利用に関

する広報活動を行った。 

 

中華民国交通部中央氣象署（CWA）招待講演(４

月 21日)、中央研究院地球科學研究所（Academia 

Sinica）招待講演(４月 22日)、室戸市観光ジオ

パーク推進課講師(７月 12 日)、(７月 18 日)E

テレ「サイエンス ZERO南海トラフ海底観測」出

演(７月 18 日)、南海トラフ海底地震津波観測

網完成記念シンポジウム講演（７月 29 日）、

JICA2025年度フィリピン国別研修講師（７月 30

日）、研究集会「平成７年兵庫県南部地震から 30

年の今 地震防災研究に求められること」講演

（８月 22日）、第７回活断層の学校講師（９月

２日）、BS テレ東「いまからサイエンス」番組

出演（９月 11日）、防災士養成講座「地震・津

波による災害」講師（11 月８日）、令和７年度

中国地域高圧ガス保安大会記念講演会講演（11

月 12日）、土浦市防火・危険物安全協会講師茨

城県南部を中心とする地震に関して招待講演

（11 月 19 日）、一般社団法人日本旅行医学会

2025 年度イブニングセミナー南海トラフ海底

地震津波についての招待講演（１月 23日）。 

 

・2025年大阪・関西万博のアクションプラン「リ

モートセンシング技術による高精度データの解

析およびリアルタイム配信の実証（総務省）」に

おいて、関西圏に設置された２台の次世代気象

レーダ「マルチパラメータ・フェーズドアレイ

気象レーダ（MP-PAWR）」を用いて世界で初めて

実施された、超高速高性能リアルタイム降水予

報の実証実験において、降水減衰補正などの重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2025 年大阪・関西万博アクシ

ョンプランにおける超高速リ

アルタイム降水予測の実証実

験において、降水減衰補正な

どの重要なアルゴリズムの提

供を通じて、観測データの高

精度化および予測精度の向上

に大きく貢献した点は高く評

価できる。これにより、リアル



60 

要なアルゴリズムを提供した。 

 

・内閣府主導のもと創設された経済安全保障重要

技術育成プログラム（K Program）「高高度無人

機を活用した災害観測・予測技術の開発・実証」

の研究開発構想が採択され、航空機搭載型気象

レーダの実現に向けて、広帯域観測手法や信号

処理方式の最適化に関する検討を行うととも

に、航空機からのドロップゾンデ投下機構の設

計検討を進めた。 

 

・気象レーダ解析データや雷放電経路３次元観測

システム（LMA）で得られたデータを研究機関・

民間企業へ提供した。 

 

 

 

 

 

タイム降水予測の信頼性向上

に寄与したとものと認められ

る。 

 

・経済安全保障重要技術育成プ

ログラム（K Program）「高高度

無人機を活用した災害観測・

予測技術の開発・実証」におい

て、航空機搭載型気象レーダ

および航空機からのドロップ

ゾンデ投下機構の設計検討を

進め、詳細設計に向けた技術

基盤の構築を推進した点は高

く評価できる。本成果は、今後

の観測システムの実装および

高精度気象観測技術の確立に

資するものと期待される。 

 

 

(2)先端的研究施設の運

用・利活用 

(2)先端的研究施設の運

用・利活用 

○ 先端的研究施設の

安定運用を通じ、

国内外の関係機関

における防災科学

技術に関する研究

開発の推進に貢献

しているか。 

 

《評価指標》 

・実験データの関係

機関との共有や利活

用促進の取組の進捗 

 

・先端的研究施設の

活用による成果 

 

《モニタリング指

(2)先端的研究施設の運用・利活用 (2)先端的研究施設の運用・利活

用 

   補助評定：Ａ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められる。 

 

我が国全体の防災科学

技術に関する研究開発を

推進するため、先端的研

我が国全体の防災科学

技術に関する研究開発を

推進するため、先端的研

 

 

 

(評定の根拠) 

○「先端的研究施設の運用・利活

用」として、以下の実績等は、
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究施設（Ｅ－ディフェン

ス、大型降雨実験施設、雪

氷防災実験施設）の運用

を行うとともに、利活用

を促進する。 

運用に当たっては、効

果的・効率的に進めると

ともに、安全・確実な運用

のため、施設・設備・装置

等の保守、点検及び整備

を着実に実施する。 

防災科研独自の実験研

究だけでなく、外部機関

等との共同研究や施設貸

与による先端的研究施設

の利活用を促進する。ま

た、「研究設備・機器の共

用推進に向けたガイドラ

イン」（令和４年３月文部

科学省策定）を踏まえ運

用計画を策定するなど、

研究開発成果が利活用さ

れるような取組を進め

る。Ｅ－ディフェンスに

おいては、地震減災に関

する研究の振興を図るた

め、実験データを外部研

究機関等へ提供する。 

さらに、先端的な研究

開発力の維持・発展のた

め、施設・設備・装置等の

改善、改良及び性能向上

といった高度化を図る。 

究施設（Ｅ－ディフェン

ス、大型降雨実験施設、雪

氷防災実験施設）の運用

を行うとともに、利活用

を促進する。 

運用に当たっては、効

果的・効率的に進めると

ともに、安全・確実な運用

のため、施設・設備・装置

等の保守、点検及び整備

を着実に実施する。 

防災科研独自の実験研

究だけでなく、関係機関

等との共同研究や施設貸

与による先端的研究施設

の利活用を促進する。ま

た、「研究設備・機器の共

用推進に向けたガイドラ

イン」（令和４年３月文部

科学省策定）を踏まえた

運用計画の策定や防災に

役立つ標準化・規格化に

係る検討を行うなど、研

究開発成果が利活用され

るような取組を進める。

Ｅ－ディフェンスにおい

ては、地震減災に関する

研究の振興を図るため、

実験データを外部研究機

関等へ提供する。 

さらに、先端的な研究

開発力の維持・発展のた

め、施設・設備・装置等の

改善、改良及び性能向上

といった高度化を図る。 

令和７年度は以下のと

標》 

・先端的研究施設の

共用件数 

・先端的研究施設の

利活用の連携機関

数 

 

 

 

 

 

 

●Ｅ－ディフェンス 

・Ｅ－ディフェンスの運用については、加振系装

置、制御系装置、油圧系装置及び高圧ガス製造

設備等の法定・定期点検と日常点検を実施し、

Ｅ－ディフェンスの安全かつ効果的・効率的な

運用を行った。併せて、各種点検やＥ－ディフ

ェンス構内で行われる各種工事への安全管理を

確実に実施し、平成 18 年４月より継続してい

る無災害記録は令和８年３月末には 279万時間

に達した。また、Ｅ－ディフェンスの施設・設

備・装置等の改善、改良及び性能向上に資する

ための検討を進めた。 

 

・外部研究機関等によるＥ－ディフェンスの活用

促進として、大学との共同研究実験１件、民間

企業等への施設貸与実験３件を実施し、共用件

数が年度計画より１件上回った。これらの実験

では、実験経験が十分ではない利用者に対して

実験実施の支援や安全に係る指導・助言を行っ

た。 

 

・共同研究として、今後実施を計画する制振橋梁

のＥ－ディフェンス実験に向けてダンパー接合

部を対象とする実験を実施し、その性能を評価

した。 

 

・施設貸与として、自然災害時に対応する設備の

耐震性能を評価する実験を実施した。 

 

・Ｅ－ディフェンスのデータ公開として、外部研

究機関等への実験データ提供を引き続き実施する

「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が

認められる。 

 

●Ｅ－ディフェンス 

・Ｅ－ディフェンスの各装置・設

備の法令点検・定期点検と日

常点検を実施し、Ｅ－ディフ

ェンスを効果的・効率的に運

用できた。また、各種点検や安

全管理の確実な実施、作業者

への作業要領の周知や安全教

育の実施等により、無事故・無

災害記録を更新し、令和８年

３月末に 279 万時間に達した

ことは、特筆すべき成果とし

て評価する。 

 

・関係機関等による利用につい

て、計画を１件上回る実績を

達成した。これにより、施設の

利活用のさらなる促進ととも

に、自己収入を獲得できたこ

とは大きく評価できる。施設

の利用者は、他の実験施設で

は取得困難な多種多様なデー

タ・映像を取得することがで

き、その成果は各々の分野に

おいて有効に活用されるもの

と期待される。 

 

・ホームページ及び ASEBI の更

新によるコンテンツ充実化は

大きく評価できる。特に、実験

映像の公開件数を 104 件へと



62 

おり施設の共用に取り組

む。 

 

●Ｅ－ディフェンス 

共用件数：年間３件 

共同研究実験１件、施

設貸与実験２件を実施す

る。また、外部機関等への

実験データ提供を引き続

き実施すると共に、公開

予定日を迎える実験デー

タの開示を進める。 

 

●大型降雨実験施設 

共用件数：年間８件 

共同研究実験３件、施

設貸与実験５件を実施す

る。 

 

●雪氷防災実験施設 

共用件数：年間８件 

共同研究実験６件、施

設貸与実験２件を実施す

る。 

と共に、実験データの開示を進めた。令和７年度

は、Ｅ－ディフェンス実験データアーカイブ

（ASEBI）を通じて新たに実験データ 14件を開示

し、公開件数は 102件に達した。また、Ｅ－ディ

フェンスのホームページを全面的に更新し、実験

映像 104件の公開などコンテンツの充実化を図っ

た。 

 

 

●大型降雨実験施設 

・令和７年度は、施設貸与実験７件、共同研究実

験４件の利用実績をあげた。また、新設された

装置等の保守、点検及び整備を着実に実施し、

安全な運用に努めた。 

 

・東京科学大学との共同研究実験では、大型降雨

実験施設内に設置された暴風装置によって生成

される乱流変動の時空間特性を把握するため、

合計 12 台の超音波風速計を配置した多点同期

計測を実施した。得られたデータに対してスペ

クトル解析を行い、卓越する風速変動の時間周

期を調べた。その結果，ピークより高周波側で

は典型的なコロモゴロフの −5/3 乗則 に対応

する傾きが確認され、測定結果が理論と整合す

ることが明らかとなった。 

また、山口大学および明星電気株式会社との

共同研究実験では，降雨時における気球浮力の

精密計測および気球の切り離し試験を実施し

た。これらの結果から、高層気象観測用気球の

新たな飛行制御手法の検討に資する知見が得ら

れた。 

 

・民間企業との共同研究で実施した実験のデータ

に基づき開発した災害情報取得システムの特許

（第 7806998号）を取得した。これにより、学

術的成果の創出に加え、実用的な知的財産の形

大幅に拡充し、各映像に説明

文を付記することにより、閲

覧者の理解の一助となること

が期待され、研究開発のみな

らず防災教育・啓発への貢献

が期待される。 

 

 

 

●大型降雨実験施設 

・研究開発成果の最大化に向け、

大型降雨実験施設に暴風発生

装置の機能強化を行い、世界

で初めて暴風雨環境下での実

スケール実験が可能な環境を

整備した。これにより、風雨環

境下での定量的な性能評価が

可能となり、民間企業や経済

安全保障重要技術育成プログ

ラム（K Program）に参画する

研究機関によるドローンや自

動運転などの技術開発での利

用促進につながった。 
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成を実現するなど、研究成果の社会実装につな

がる成果をあげた。 

 

施設貸与実験では、以下のような多様な技術・

防災分野への応用のための実験が実施された。 

 

・原子力関連施設の非常用屋外電源機器の降雨試

験 

・自動走行技術における降雨時の障害物認識性能

検証 

・豪雨災害対策用車両水没防止カバーの効果確認 

・経済安全保障重要技術育成プログラム（K 

Program）関連の降雨・強風複合環境でのドロー

ン飛行実験 

・災害・緊急時等に活用可能な無人機技術の試験 

 

●雪氷防災実験施設 

・雪氷防災実験棟について、共同研究実験 16件、

施設貸与実験６件を実施し、令和７年度におけ

る共用件数は計 22件となった。また降雪装置、

風洞装置、冷凍機など主要設備について定期点

検および日常点検を適切に実施し、安定的かつ

確実な運用を行った。 

 

・大学や各種研究機関との共同研究実験では着雪

氷、降積雪、雪崩、吹雪など主要な雪氷災害に

関わる様々な研究開発に関する実験を実施し

た。その結果、滑雪フィルム等の難着雪対策製

品の評価手法の標準化・規格化に資する指針策

定に向けた知見を得たほか、橋梁における着雪

災害発生メカニズムの解明、自動運転等に必要

な各種センサーの着雪対策手法の開発、さらに

小型 LiDARを活用した吹雪・降雪強度の時空間

分布およびその変動のリアルタイムモニタリン

グ手法の開発など、各種雪氷現象に関する基盤

研究の推進および対策技術の開発に関わる様々

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●雪氷防災実験施設 

・関係機関等による利用につい

て、計画より多い実績を残し、 

施設の利活用のさらなる促進

とともに自己収入を獲得でき

たことは大きく評価できる。

また、施設の利用者には国内

研究機関のみならずフランス

の研究機関（IRAE)など海外の

研究機関も含まれており、他

の実験施設では取得が困難な

多種多様なデータ・映像を取

得することができるために、

これら成果は国内外の各分野

において有効に活用されるこ

とが期待される。 

 

・各種研究機関の参画により、降

雪時における安全かつ安定し

た自動運転等の技術開発に資
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な知見が得られた。また低温風洞内に設置され

た着雪実験用の薄氷雪片降雪装置の導入によ

り、従来と比較して着雪量の再現性が向上する

とともに、実験準備時間の短縮が図られ、実験

の精度および効率が向上した。 

 

施設貸与実験では、以下のような雪害軽減を

目的とした多様な技術・防災分野への応用のた

めの実験が実施された。 

 

・自動運転等に用いられるミリ波レーダやレーザ

ー変位計の雪に対する特性評価 

・降雪時におけるロードヒーティングの性能検証 

・電熱ヒーター方式の融雪太陽電池モジュールの

融雪性能検証 

・屋外照明制御装置の降雪時における性能試験評

価 

 

 

する多様な実験が実施される

とともに、これらの技術の定

量的評価および規格策定に向

けた検証が進められた。また、

研究開発成果の最大化に向け

て、雪氷防災実験棟において

着雪実験用の薄氷雪片降雪装

置や風洞施設制御システムの

導入などの機能強化を実施

し、実験手法の高度化および

効率化が図られるなど、研究

環境の整備が着実に進展し

た。 

(3)情報流通基盤の運用・

利活用 

(3)情報流通基盤の運用・

利活用 

○ 情報基盤の安定運

用を通じて、国内

外の関係機関にお

ける防災科学技術

に関する研究開発

の推進に貢献して

いるか。 

 

《評価指標》 

・情報流通基盤の活

用による成果 

 

《モニタリング指

標》 

・SIP4Dと連接したシ

ステムの件数 

(3)情報流通基盤の運用・利活用 (3)情報流通基盤の運用・利活用 

   補助評定：Ｂ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、「研究開発成果の最大化」

に向けて成果の創出や将来的な

成果の創出の期待等が認めら

れ、着実な業務運営がなされて

いる。 

 

災害時における状況認

識の統一とそれに基づく

的確な災害対応を行うた

災害時における状況認

識の統一とそれに基づく

的確な災害対応を行うた

 

 

 

(評定の根拠) 

○「情報流通基盤の運用・利活

用」として、以下の実績等は、



65 

めの情報流通基盤とし

て、SIP4D 等の運用を行

う。加えて、研究開発に共

通して必要となる基盤的

データの収集・整備を行

う。 

各種防災情報及び情報

プロダクツを、SIP4Dを通

じて災害対策や対応を行

う主体へ流通・共有する

とともに、ISUTへの提供

や、防災クロスビュー等

を通じた情報発信を行

う。また、高度地理空間情

報をアーカイブするとと

もに、災害対策や対応を

検証し、新たな研究課題

を探索する。これらの取

組を通じて、防災科研版

デジタルツインの考え方

に基づく研究開発を推し

進める。 

さらに、SIP4Dを中核とし

て研究開発を行う情報流

通基盤に関し、国や地方

公共団体、大学、研究機

関、民間企業等と連携し

た体制構築に取り組むと

ともに、SIP4Dと各機関の

情報システムとの連接を

進めるなど、レジリエン

ス向上に資する基盤とし

ての利活用を促進する。 

めの情報流通基盤とし

て、SIP4D 等の運用を行

う。加えて、研究開発に共

通して必要となる基盤的

データの収集・整備を行

う。 

各種防災情報及び情報

プロダクツを、SIP4Dを通

じて災害対策・対応を行

う主体へ流通・共有する

とともに、ISUTへの提供

や、防災クロスビュー等

を通じた情報発信を行

う。また、高度地理空間情

報をアーカイブするとと

もに、災害対策・対応を検

証し、新たな研究課題を

探索する。これらの取組

を通じて、防災科研版デ

ジタルツインの考え方に

基づく研究開発を推し進

める。 

さらに、SIP4Dを中核と

して研究開発を行う情報

流通基盤に関し、国や地

方公共団体、大学、研究機

関、民間企業等と連携し

た体制構築に取り組むと

ともに、SIP4Dと各機関の

情報システムとの連接を

進めるなど、レジリエン

ス向上に資する基盤とし

ての利活用を促進する。 

令和７年度は以下の取

組を実施する。 

・SIP4D を基盤的な情報

 

 

 

 

 

 

・指定公共機関として、災害時における状況認識

の統一とそれに基づく的確な災害対応を支援す

ると共に、防災情報の研究開発へ活用するため

の情報流通基盤として SIP4D を継続的に運用

し、令和７年度に発生した「令和７年７月３日

16 時 13 分頃のトカラ列島近海を震源とする地

震」、「令和７年 12月８日 23時 15分頃に発生

した青森県東方沖を震源とする地震」において

も安定的なデータ配信を継続した。 

 

・常設版の防災クロスビューでは、大雨の再現確

率（まれさ）、警報・注意報といった風水害の警

戒に資する情報を常時配信した。冬期には積雪

深の推定、雪おろシグナル、落雪・雪崩への注

意喚起など雪害関連の情報も提供した。災害発

生後については「令和７年７月３日 16時 13分

頃のトカラ列島近海を震源とする地震」、「令和

７年８月６日からの低気圧と前線による大

雨」、「令和７年台風第 22号」、「令和７年 12月

８日 23時 15分頃に発生した青森県東方沖を震

源とする地震」の計４件について災害時の防災

クロスビューを速やかに開設した。発災直後に

地震被害推定を行う「リアルタイム被害推定・

状況把握システム」から提供される 250mメッシ

ュおよび市町村単位の建物被害棟数・液状化発

生確率の推定結果や、SNS 上の写真に基づく浸

水状況の推定情報、MOWLAS の津波観測波形画

像、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

（JAXA）の被災状況画像等を集約し、他部門・

他機関と連携することで発災直後からの情報提

「研究開発成果の最大化」に

向けて成果の創出や将来的な

成果の創出の期待等が認めら

れ、着実な業務運営がなされ

ている。 

 

・防災科研の防災業務計画に記

載された SIP4D、防災クロスビ

ュー、ISUT としての活動及び

運用を災害時に適切に実施

し、それぞれの災害対応に情

報面で貢献した。 

 

・SIP4D の安定運用に向けた検

討・実行を適切に遂行すると

ともに、他機関との連携に加

え、様々な分野の機関と協力

して新たな防災情報の共有・

流通研究開発において、SIP4D

が有効に活用された点が評価

できる。 

 

・新総合防災情報システム

（SOBO-WEB）への切り替え支

援で得た知見や研究開発・災

害対応等の成果に基づき、災

害情報共有の共通データフレ

ームワーク（SIP4D-ZIP）の改

定案を策定し、次世代 SIP4Dの

設計・構築に着手したことに

より、今後の防災情報流通の

高度化が期待される。 

 

・防災クロスビュー等を活用し、

所内各部署や他機関との横断

的連携に情報面から積極的に
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流通ネットワークとし

て所内外で活用できる

よう研究開発を進め

る。処理の安定化・高速

化を行うとともに、共

通データフレームワー

ク（SIP4D-ZIP）を扱う

情報の対象を拡張する

ための検討を進める。

データ集約・統合・情報

プロダクツ生成の各工

程の自動化を進め、防

災情報の流通基盤とし

ての汎用的なサービス

機能の実装を進める。 

・総合防災情報センター

を中核とし、所内各研

究部門、センター、等と

全所的な連携をさらに

深め、基礎研究及び基

盤的研究開発を促進す

る共通のデータ基盤の

構築、研究開発成果に

関する情報プロダクツ

生成・情報のデータベ

ース化・共用・統合発信

を加速するとともに、

様々なシミュレーショ

ンと連携し、防災科研

版デジタルツインに基

づく知の統合に向けた

取組を推進する。 

・災害時には、所内外の

活動と密に連携し、

SIP4D 等を活用した情

報集約を行う。また防

供を行った。 

 

・災害対応機関と防災科研は、災害対応機関が有

する情報システムと SIP4Dとの連接を通じた情

報共有の実証を行い、その成果に基づき災害対

応機関の情報システムが内閣府の新総合防災情

報システム（SOBO-WEB）と円滑に連接できるよ

う支援を継続した。SIP4D の運用および、新総

合防災情報システム（SOBO-WEB）の構築におい

て判明した現行の共通データフレームワーク

（SIP4D-ZIP）の課題や、地上センサ等のデータ

種類の増大を解決するため、これまで検討して

きたラスターデータに加えて、写真、動画等も

含めて、全てのデータファイル形式を内部に含

めることが可能な SIP4D-ZIPの改定規格案を作

成した。あわせて、内閣府が公示している災害

対応基本共有情報（EEI）第 1.1版に準拠したモ

デル仕様書を作成した。 

 

・SIP4D の基本コンセプトである接続システム間

での情報共有機能や SIP4D-ZIPによるデータ取

り扱いの柔軟性は維持しつつ、利用機関の増大

やデータの巨大化に対応するため、SIP4D の各

工程の処理系を一新すると共に、自動探索型災

害情報収集・流通技術として、次世代 SIP4Dの

設計・構築を開始した。 

 

・災害時の防災クロスビューの構築や ISUT 派遣

の準備が迅速かつ円滑に実施できるよう、総合

防災情報センターが運用していたアクションカ

ード（役割や時間フェーズに応じて実施すべき

情報発信作業や ISUT 派遣に係る作業を具体的

に示したもの）を webアプリケーションとして

新たに構築した。これにより、指定公共機関と

しての防災科研が担う災害発生時の防災クロス

ビューの構築等の初動対応の時間評価・実施件

取り組んだことにより、組織

横断的な情報共有の強化や今

後の防災業務の改善が期待さ

れる。 
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災クロスビュー等を構

築・開設し、広く一般へ

の情報提供と、行政等

の災害対応機関への情

報支援を行う。 

数評価が定量的に可能となり、初動対応や情報

提供の迅速化を図ることが可能となった。 

 

・SIP4D を活用した新たな防災情報の流通・利活

用に向けた研究開発を外部機関と連携して実施

した。これまで継続してきた民間・公的機関を

問わない幅広い研究課題に加え、国立研究開発

法人産業技術総合研究所地質調査所（研究デー

タのメタデータベース自動同期実証）、民間企業

（被災地からの災害対応状況の共有、民間企業

の BCP対応における災害情報の活用、等）との

取組を新たに開始した。 
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1.当事務及び事業に関する基本情報 

 Ⅰ-3レジリエントな社会を支える防災科学技術の中核的機関の形成 
 
2.主要な経年データ 

 ①主要な参考指標情報  ②主要なインプット情報 

指標 
数値 

目標 

令和 

5 

年度 

令和 

6 

年度 

令和 

7 

年度 

令和 

8 

年度 

令和 

9 

年度 

令和 

10 

年度 

令和 

11 

年度 

 

令和 

5 

年度 

令和 

6 

年度 

令和 

7 

年度 

令和 

8 

年度 

令和 

9 

年度 

令和 

10 

年度 

令和 

11 

年度 

                 

情報プ

ロダク

ツの生

成件数

(件) 

 66 件 52 件  50 件     
予算額 

(千円) 

3,852 

,024 

3,294 

,770 

6,175 

,278 
    

共同研

究件数

(件) 

791

件以

上 

157 件 149 件 168 件     
決算額 

(千円) 

2,935 

,939 

3,033 

,054 

3,234 

,990 
    

受託研

究件数

(件) 

161

件以

上 

29 件 30 件 35 件     

経常費

用 

(千円) 

2,964 

,790 

3,065 

,380 

3,076 

,313 
    

知的財

産の出

願件数

と規格

等への

反映件

数(件) 

28

件以

上 

8 件 9 件 2 件     

経常損

益 

(千円) 

△1 

,907 

△6 

,516 

197 

,879 
    

シンポ

ジ ウ

ム・ワ

ークシ

ョップ

等の開

催 数

245

回以

上 

51 回 37 回 74 回     

行政コ

スト 

(千円) 

2,964 

,790 

3,065 

,380 

3,076 

,313 
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(回) 

プレス

リリー

ス等の

件 数

(件) 

175

件以

上 

23 件 28 件 36 件     

従事人

員数 

(人) 

385 人 390 人 399 人     

論文発

表 数

(編) 

770

編以

上 

119 編 147 編 122 編             

学会等

での口

頭発表

数(件) 

2100

件以

上 

466 件 533 件 498 件             

外部資

金獲得

額 ( 千

円) 

 
5,510 

,515 

7,015 

,836 

6,871 

,762 
            

外部資

金獲得

件 数

(件) 

 212 件 201 件 194 件             

災害ア

ーカイ

ブ機関

連携イ

ベント

の実施

数(件) 

20

件以

上 

4 件 3 件 5 件             

NIED-IR

への登

録数 

 51 450 392             

NIED-IR

のダウ

ンロー

 
228 

,837 

152 

,095 

297 

,347 
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ド数 

防災科

研が主

催・参

加した

国際会

合の数

(回) 

 14 回 20 回 28 回             

国際会

合での

口頭発

表件数

等(件) 

770

件以

上 

182 件 79 件 112 件             

海外の

研究機

関・国

際機関

等との

国際共

同研究

数(件) 

63

件以

上 

18 件 21 件 20 件             

国際共

著論文

数(編) 

 16 編 16 編 8 編             

海外か

らの研

究・視

察等の

受入者

数(人) 

1050

人以

上 

349 人 790 人 810 人             

研 究

者・研

修生等

の海外

 1 人 0 人 2 人             
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への派

遣者数

(人) 

国際協

力の取

決め数

(件) 

 15 件 17 件 16 件             

研 究

員・研

修生・

インタ

ーンシ

ップ等

の受入

数(人) 

140

人以

上 

30 人 34 人 34 名             

教育機

関・自

治体等

への講

師派遣

数(人) 

 246 人 289 人 278 人             

協働大

学院制

度等を

活用し

た人数

(人) 

 6 人 11 人 12 名             

災害調

査の実

施・支

援 等

(件) 

 55 件 31 件 4 件             

災害対

応及び

実証実

験・訓

 18 件 25 件 42 件             
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練によ

る情報

共有の

実施回

数(件) 

 

3.中長期目標、中長期計画、評価軸、指数、業務実績に係る自己評価 

中長期計画 年度計画 評価軸、指標等 業務実績 
自己評価 

評定 Ａ 
3.レジリエントな社会を

支える防災科学技術の中

核的機関の形成 

3.レジリエントな社会を

支える防災科学技術の中

核的機関の形成 

 3.レジリエントな社会を支える防災科学技術の中

核的機関の形成 

3.レジリエントな社会を支える

防災科学技術の中核的機関の形

成 

    ＜評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められる。 

 

    (評定の根拠) 

○「レジリエントな社会を支え

る防災科学技術の中核的機関

の形成」として、以下の実績

は、「研究開発成果の最大化」

に向けて顕著な成果の創出や

将来的な成果の創出の期待等

が認められる。 

 

(1)中核的機関としての

産学官民共創の推進 

(1)中核的機関としての

産学官民共創の推進 

〇レジリエントな社

会の実現に向け、

産学官民による共

創で研究開発を推

(1)中核的機関としての産学官民共創の推進 (1)中核的機関としての産学官

民共創の推進 

   補助評定：Ａ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 
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進し、防災科研の

みならず、オール

ジャパンで成果が

創出されるよう取

組を推進している

か。 

 

 

〇関係機関のニーズ

を踏まえた研究開

発の推進や、知的

財産の価値の最大

化を図っている

か。 

 

《評価指標》 

・産学官民共創の成

果 

・知的財産等を活用

した成果の社会実

装に向けた取組の

進捗 

・外部資金の獲得に

向けた取組状況及

びその成果 

 

《モニタリング指

標》 

・情報プロダクツの

生成件数 

・共同研究・受託研究

件数 

・知的財産の出願件

数と規格等への反

映件数 

・シンポジウム・ワー

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められる。 

 

   (評定の根拠) 

○「中核的機関としての産学官

民共創の推進」として、以下の

実績等は、「研究開発成果の最

大化」に向けて顕著な成果の

創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められる。 
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クショップ等の開

催数 

・プレスリリース等

の件数 

・論文発表数・口頭発

表件数 

・外部資金獲得額、件

数 

1)中核的機関としての共

創の推進 

1)中核的機関としての共

創の推進 

 1)中核的機関としての共創の推進 1)中核的機関としての共創の推

進 

我が国の防災科学技術

に関する中核的機関とし

て、レジリエントな社会

の実現に向け、ステーク

ホルダーである産学官民

の各主体との共創によ

り、社会の期待とニーズ

を踏まえて、組織・分野横

断型の防災科学技術の研

究開発や、研究開発成果

を主に情報プロダクツの

形で社会実装するための

取組を推進する。共創の

推進に当たっては、以下

のような仕組みを構築し

てステークホルダーとの

幅広い連携を図り、連携

に係る取組や成果を防災

科研自ら分析・評価し、ス

テークホルダーに情報共

有を行う。 

ユーザーニーズの発掘

等や防災・減災の市場の

創出・拡大を図る産学官

民の各主体との連携の仕

組みを構築・運用すると

我が国の防災科学技術

に関する中核的機関とし

て、レジリエントな社会

の実現に向け、ステーク

ホルダーである産学官民

の各主体との共創によ

り、社会の期待とニーズ

を踏まえて、組織・分野横

断型の防災科学技術の研

究開発や、研究開発成果

を主に情報プロダクツの

形で社会実装するための

取組を推進する。 

防災科研研究者と企

業・自治体等の関係者に

よるセミナー等の開催を

通じて、ユーザーニーズ

の発掘や防災・減災の市

場の創出・拡大を図る産

学官民の各主体との連携

の仕組みを構築・運用す

る。さらに、地域や社会全

体のニーズを明らかにし

て研究の種を生む取組を

大学や高等専門学校等の

外部研究機関と連携して

 我が国の防災科学技術に関する中核的機関とし

て、防災科学技術に関するイノベーションを継続

的に推進する仕組みの構築を目指し、産学官民の

関係者とのパートナーシップを強化・発展させる

ための様々な取組を推進した。主な取組は以下の

とおり。 

 

・様々なステークホルダーと防災科研の共創を目

的に、人的ネットワークやコミュニティ形成に

向けた種を生み育てる場である災害レジリエン

ス共創研究会を令和７年度は３回開催した。そ

れぞれ『日・ASEAN の防災力強化を目指した産

学官連携の新たな展望～共創が拓く、レジリエ

ントな地域社会の将来～』、『地震災害に負けな

い都市と建物を目指して〜震動台実験と数値シ

ミュレーションによる耐災工学的アプローチ

〜』、『自治体データ利活用で拓く災害対応の未

来』というテーマで開催し、多様な立場から延

べ 780名の参加があった。これにより人的ネッ

トワ―クやコミュニティ形成が図られたほか、

当該研究会をきっかけとした共同研究や国際ワ

ークショップの開催が実現した。 

・平成 30年度から毎年開催している（令和４年度

にリニューアル）高専防災減災コンテストを令

和７年５月～１月にかけて開催した。このコン

テストは学生が防災減災に関する地域の社会課

我が国の防災科学技術に関す

る中核的機関として、防災科学

技術に関するイノベーションを

継続的に推進する仕組みの構築

を目指し、産学官民の関係者と

のパートナーシップを強化・発

展させるための取組が着実に進

んでおり、顕著な成果の創出が

認められるとともに、将来的な

成果の創出にも大きな期待が寄

せられる。 

 

・「災害レジリエンス共創研究

会」により多様なステークホ

ルダーとの共創のために不可

欠な関係性構築を着実に進

め、ASEAN地域の防災連携、企

業や自治体との連携による共

同研究への発展、国際ワーク

ショップの開催及び人的ネッ

トワークの構築に寄与したこ

とは高く評価できる。また「高

専防災減災コンテスト」では

防災減災に関する地域課題の

発見や解決策の学生の主体性

や創造力の育成と、全国の高
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ともに、レジリエンスの

向上に関する潜在的な社

会の期待を明らかにする

研究を推進する。 

また、ユーザーニーズ

や社会的期待を的確に捉

え、社会のレジリエンス

を向上させる研究開発を

大学・研究機関、民間企業

等と協働して企画・実施

する仕組みを構築し実証

的な研究など社会実装を

見据えた研究開発を推進

する。実施に当たっては、

我が国が推進するプロジ

ェクト等への参画による

外部資金の積極的な獲得

に努める。 

さらに、社会実装の促

進については、「科学技

術・イノベーション創出

の活性化に関する法律」

（平成20年法律第63号）

第 34 条の６に基づき出

資・設立した法人に対し

て技術的協力等を行い、

同法人と密に連携して、

効果的に研究開発成果の

社会実装を図ることで社

会のレジリエンス向上に

努める。 

推進する。 

東北大学との研究、教

育及び人材育成などの具

体的な連携及び協力の推

進、また、防災、減災に関

わる国内の大学・研究拠

点及び実務機関をメンバ

ーとする防災減災連携研

究ハブ（JHoP）の運営等を

通じて、社会のレジリエ

ンスを向上させる研究開

発を大学・研究機関、民間

企業等と協働して企画・

実施する仕組みを構築・

運用する。 

科学技術イノベーショ

ンの実現を目指す戦略的

イノベーション創造プロ

グラム（SIP）において、

防災科研が研究推進法人

として指定された課題に

ついて、総合科学技術・イ

ノベーション会議が策定

する基本方針に基づき、

研究推進法人業務を行

う。 

出資・設立したI―レジ

リエンス株式会社に対し

て技術的協力等を行い、

同社と密に連携して、効

果的に研究開発成果の社

会実装を図ることで社会

のレジリエンス向上に努

める。 

題を取り上げ、その解決策と検証過程を発表す

るもので、令和７年度は全国の国公立の高等専

門学校 15校から 34件のアイデアの応募があっ

た。このうち書類審査を通過した 10 チームが

防災科研の研究者などによるサポート受けなが

らアイデアの検証を行い、その過程を発表した。

防災科研賞を受賞したチームについては令和８

年度の雪氷防災実験棟の利用や雪氷防災研究セ

ンターとの共同研究を実施予定であるほか、他

の受賞チームも製品化を目指して地元企業や自

治体などとの連携に取り組んでおり地域の防災

力向上に貢献した。 

 

・東北大学との協定に基づき、社会のレジリエン

スを向上させる研究、教育及び人材育成を目的

とした取組を協働して実施した。具体的には、

両機関の研究者間の協働を促進し、外部資金獲

得等への成果につなげることを目指して、４件

の共同研究を企画・実施した。教育に関しては、

東北大学の卓越大学院プログラム（SyDE）の学

生と防災科研の若手研究者による共同プロジェ

クトの成果として、令和７年度一般公開におい

てクイズラリーを実施し、その結果を共著論文

として発表した。また、防災減災連携研究ハブ

（JHoP）においては中核的機関として日本学術

会議土木工学・建築学委員会 IRDR分科会と協働

し、令和８年４月に発出の提言「壊滅的災害が

想定されるメガシティの防災力に向けた科学技

術イノベーション」の取りまとめに貢献した。

さらに、令和８年３月には筑波研究学園都市を

中心とした研究機関（25機関）における有機的

な連携の一層の強化を図るための覚書に参画

し、新たな体制の形成に向けた協議に加わるこ

ととなった。 

 

・また、令和７年５月には青森県、弘前大学と３

等専門学校との連携を推進す

るとともに、活動に賛同する

企業が協賛として加わったこ

とで、協賛企業との連携も進

められたことは高く評価でき

る。また、受賞チームが地元企

業や自治体などと製品化を目

指した連携を構築できたこと

は高く評価できる。 

 

・東北大学との研究、教育及び人

材育成に関する連携は着実に

進んでいる。また、防災減災連

携研究ハブ（JHoP）の中核的機

関として、日本学術会議土木

工学・建築学委員会 IRDR分科

会における提言発出に貢献し

た。さらに、筑波研究学園都市

を中心とした研究機関との連

携強化に向けた覚書への参画

や、自治体との新たな連携協

力協定の締結など、防災科学

技術に関する連携の推進や連

携のための仕組み構築に尽力

したことは高く評価できる。 

 

・I－レジリエンス株式会社によ

る防災科研の研究開発成果を

活用した新たなサービス提供

の開始は、同社への出資・設立

の目的である「研究開発成果

の社会実装の一層の促進」が

まさに形になったものであ

る。また、この取組は同社の経

営安定化にも寄与しており高

く評価できる。 
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者での包括的連携協力に関する協定を、12月に

は和歌山県白浜町との連携・協力に関する協定

を新たに締結するなど、地域と連携を図る仕組

みの構築を推進した。 

 

・研究開発成果の社会実装の一層の促進を目的と

して令和３年 11月に出資・設立した I－レジリ

エンス株式会社について、今中長期計画期間中

の経営安定化を目指しながら技術的協力等を推

進した。同社のさらなる事業展開につながる見

込みのある研究開発成果について防災科研内聴

取を行い同社に提供するなどの技術的支援を実

施した。また、同社が令和７年 12月に開始した

積雪重量予測指数の情報提供、令和８年１月に

開始した太陽光発電事業者向け積雪アラート配

信はいずれも防災科研が開発・公開している雪

おろシグナルを活用した新たなサービスであ

る。同社では、これらのサービスの高付加価値

化や、令和６年度に終了した BRIDGE事業「積乱

雲危険度予測情報の研究開発と社会実装モデル

の展開」の成果実装に向けた取組等を進めてお

り、同社による研究開発成果の社会実装が着実

に進捗した。一方、同社では選択と集中により

収益性の見込みが高い事業へ人的リソースを注

力する等の努力により経営の安定化を図り、令

和７年度決算では、前年度に比べ収支が大きく

改善する見通しである。また、令和７年度末に

策定した新たな中期経営計画では令和 11 年度

までの具体的な見通しが示されるなど、経営安

定化に向けた取組が進捗した。 

 

 

・令和８年３月には、「日本版災害チャータ」の実

運用などにより研究開発成果が広く社会に還元

されるよう、衛星データサービス株式会社を防

災科研ベンチャーに新たに認定し、支援するこ

また、防災科研ベンチャーと

して新たに企業を認定したこ

とは、民間企業での研究成果

の社会実装推進に向けた取組

として評価できる。 
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とを決定した。 

 

・科学技術イノベーションの実現を目指す戦略的

イノベーション創造プログラム（SIP）における

課題「スマート防災ネットワークの構築」につ

いて、研究推進法人としてプログラムディレク

ターの活動支援及び研究推進業務を進め、その

本格的な研究開発、社会実装への取組に係る業

務を実施した。 

 

 

 

・科学技術イノベーションの実

現を目指す戦略的イノベーシ

ョン創造プログラム（SIP）に

おける課題「スマート防災ネ

ットワークの構築」について、

研究推進法人としてプログラ

ムディレクターの活動支援及

び研究推進業務を積極的に推

進したことにより、本格的な

研究開発、社会実装への取組

が進められ、内閣府における

課題評価において上位の評価

結果を得ている。 

 

 

2)研究開発成果の普及及

び情報・特許等の知的財

産の活用 

2)研究開発成果の普及及

び情報・特許等の知的財

産の活用 

 2)研究開発成果の普及及び情報・特許等の知的財

産の活用 

2)研究開発成果の普及及び情

報・特許等の知的財産の活用 

防災科研で得られた研

究開発成果を広く普及さ

せるため、国内外におけ

る学会・学術誌等で発表・

公表を行う。特に、査読の

ある専門誌及び SCIE 対

象誌等の重要性の高い専

門誌での誌上発表や学会

等での発表を積極的に行

う。 

研究開発成果の普及に

当たっては、海外展開も

念頭に置き、広く成果が

活用されるよう、情報・研

究データを含む知的財産

に係るポリシー等に基づ

防災科研で得られた研

究開発成果を広く普及さ

せるため、国内外におけ

る学会・学術誌等で発表・

公表を行う。特に、査読の

ある専門誌及び SCIE 対

象誌等の重要性の高い専

門誌での誌上発表や学会

等での発表を積極的に行

う。 

研究開発成果の普及に

当たっては、海外展開も

念頭に置き、広く成果が

活用されるよう、情報・研

究データを含む知的財産

に係るポリシー等に基づ

  

 

 

 

 

 

 

 

・研究開発成果の普及に当たって、知的財産ポリ

シーに基づき、研究開発成果の性格、活用場面

等を踏まえ、特許権等の権利化、非権利化を判

断した。知的財産担当者が研究の方向性や進捗

状況を把握し、知的財産の適切な確保や出願に

向けた助言を積極的に行い、特許権等の取得に

当たっては、社会・産業界のニーズを把握し、

網羅的・包括的な特許権の取得に努めた。また、

(評定の根拠) 

「中核的機関としての産学官民

共創の推進」として、以下の実績

等は、「研究開発成果の最大化」

に向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が認

められる。 

 

・特許の出願に当たっては、社

会・産業界のニーズを踏まえな

がら、丁寧に対応することに努

めた。また、特許等の実施許諾に

当たっては、出資法人へのプロ

グラム著作物の提供をはじめ、

新たな実施許諾がなされ、知的

財産の活用が促進された。さら
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き、知的財産の取得・活用

戦略・管理等を行う。その

際、単に実施料収入の観

点だけでなく、我が国の

防災力の向上に資する戦

略的な知的財産化等（特

許化、ノウハウ化、規格化

等）を行い、情報プロダク

ツを含む知的財産の利活

用等に努める。 

き、知的財産の権利取得・

活用戦略・管理等を行う。

その際、単に実施料収入

の観点だけでなく、我が

国の防災力の向上に資す

る戦略的な知的財産化等

（特許化、ノウハウ化、規

格化等）を行い、情報プロ

ダクツを含む知的財産の

利活用等に努める。 

取得した特許については、防災科研ホームペー

ジをはじめ、独立行政法人工業所有権情報・研

修館の外部機関ホームページに特許情報を掲載

するなどして積極的な情報提供に努めた。 

その結果、２件の特許出願、３件の特許登録、

51 件の特許等の実施許諾（実施料収入 951 万

円）があり、研究データの有償による利用許諾

や出資法人を通じた情報プロダクツの有償配信

による利活用も行った。 

さらに、研究インテグリティの確保の観点か

ら、特許権の取得に加えて、技術情報としての

ノウハウを知的財産として管理運用するべく、

全役職員を対象としたノウハウに関する知財勉

強会を３回開催し、ノウハウに関する知識の周

知を図るとともに、役職員が特許権の取得とと

もにノウハウの作成に積極的に取り組むことが

出来るよう規程等を改正した。 

 

・査読のある専門誌及び SCI対象誌等の重要性の

高い専門誌での誌上発表を 122件、うち国際共

著論文８編、国内外の学会等での発表を 498件

行い、科学的、科学的知見の発信レベルの維持・

向上に努めた。 

 

 

 

に、新たな取組として、研究イン

テグリティの確保の観点から、

ノウハウを知的財産として管理

運用するための規程整備等を行

ったことにより、研究成果の社

会実装が一層加速されることが

期待できる。 

(2)災害情報のデジタル

アーカイブ 

(2)災害情報のデジタル

アーカイブ 

〇収集した防災科学

技術に関する情報

及び資料をデータ

ベース化して整

理・保管し、広く一

般に活用可能な形

で提供している

か。 

 

《評価指標》 

(2)災害情報のデジタルアーカイブ (2)災害情報のデジタルアーカ

イブ 

   補助評定：Ｂ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、「研究開発成果の最大化」

に向けて成果の創出や将来的な
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・防災科学技術に関

する情報及び資料

のデータベース化

や、一般への提供

の実施状況 

 

《モニタリング指

標》 

・災害アーカイブ機

関連携イベントの実

施数 

・NIED-IRの登録数と

利用数 

成果の創出の期待等が認めら

れ、着実な業務運営がなされて

いる。 

 

我が国の防災科学技術

に関する中核的機関とし

て、第６期科学技術・イノ

ベーション基本計画等も

踏まえ、独自の関連情報

を保有する機関と連携し

て、収集した情報及び資

料をデータベース化し整

理するとともに、保管し

提供を行う。 

具体的には、デジタル

アーカイブ機能の構築の

一環として、防災科研の

研究開発成果のみなら

ず、国内外の防災科学技

術に関する研究や、災害

時に得られる情報も含め

収集・整理するとともに、

災害情報アーカイブに関

する様々なデータベース

の連接を進め、国や地方

公共団体、大学、研究機

関、民間企業等、広く一般

に活用可能な形で効果的

に提供する。 

我が国の防災科学技術

に関する中核的機関とし

て、第６期科学技術・イノ

ベーション基本計画等も

踏まえ、独自の関連情報

を保有する機関と連携し

て、収集した情報及び資

料をデータベース化し整

理するとともに、保管し

提供を行う。 

デジタルアーカイブ機

能の構築の一環として、

防災科研の研究開発成果

のみならず、国内外の防

災科学技術に関する研究

や、災害時に得られる情

報も含め収集・整理する

とともに、災害情報アー

カイブに関する様々なデ

ータベースの連接を進

め、国や地方公共団体、大

学、研究機関、民間企業

等、広く一般に活用可能

な形で効果的に提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防災科研の研究活動に関する資料（永久保存）

を含む、防災科学技術に関する資料のアーカイ

ブ構築を目的として、関連する図書、災害記録、

学術論文、地図、統計等の情報及び資料 3,214

点を受入した。受入した資料は、新聞等の一時

保管資料を除き、自然災害情報室が独自に整備

した防災科学技術に最適化された資料メタデー

タを付与して所蔵登録を行い、OPAC（オンライ

ン蔵書目録）による所内外からの検索利用を可

能としている。（令和７年度所蔵登録件数：1,248

点、総蔵書数 145,196点） 

 

・デジタルアーカイブに向けた資料の整備として

資料取扱方針を作成し、貴重資料の補修とデジ

タル資料への置き換えを推進した。既存資料に

おいても、永久保存の観点から、劣化防止対策

を同時並行で行う必要があるため、永久保存資

料の保管施設である資料管理棟を毎月巡回し、

資料状態の確認および清掃を実施した。また、

資料保存のための環境整備（温湿度管理・カビ

防止対策）を継続して実施した。 

 

・令和７年度の年間利用状況について、入室者数

は 2,115名（所内者 302名、所外者 1,813名）、

(評定の根拠) 

「災害情報のデジタルアーカイ

ブ」として、以下の実績等は、「研

究開発成果の最大化」に向けて

成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められ、着実な

業務運営がなされている。 

 

・平時においては、資料の収集か

ら発信に至るプロセスを標準

化し、専門資料の体系的な保

存と安定した提供を適切に実

行した。また、独自情報を有す

る機関との重層的な連携体制

を構築・維持することで、将来

の災害対応に資する持続可能

な情報アーカイブの形成を推

進した。 

 

・災害時においては、消失リスク

の高い公的記録や未流通の一

次資料を迅速に捕捉・救出し、

実効性の高いアーカイブを整

備した。専門的知見に基づき

体系化した情報を、研究や実

務に資する形態で効果的に提

供・発信することで、災害知の

社会実装と研究開発成果の最

大化に大きく寄与した。 
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見学対応 18 件（171 名）、貸出冊数は 460 冊、

複写冊数は 86冊であった。2025/4/19の一般公

開では 1,383 名（前年度+18 名）の利用があっ

た。 

 

・Webサイト等で公開している画像・動画データ、

所蔵資料やその他文献に関する問い合わせや提

供は、232 件（所内 122 件、所外 110 件）であ

った。 

 

・防災科研の研究開発成果や国内外の防災科学技

術に関する研究、災害時に得られる情報を広く

社会へ提供するため、多様な層に向けた情報発

信を展開した。一般市民向けには茨城新聞の取

材やケーブルテレビでの紹介に対応したほか、

「こども記者」による訪問取材を受け入れ、次

世代への防災啓発に取り組んだ。また、自然災

害情報室の取組が図書館司書養成の教科書で取

り上げられるなど、教育の場を通じた認知拡大

にもつながっている。 

 

・防災教育コレクションは、未就学児から専門家

まで利用でき、防災教育に資する資料としてお

よそ 20年にわたり重点的に収集を行っている。

令和７年度に新たに 156点を登録し、総蔵書数

は 4,089点となった。収集した資料は防災基礎

力向上を目的とした一般向けのイベントに展

示・貸出し（90 点）、自然災害情報室の室員が

講師となって、防災教育での利活用を実施した。

また、展示や提供手法の事例調査として、他機

関視察を３件実施した。(「そのとき、どうする？

展」、気象庁気象科学館、筑波大学図書館企画展

示) 

 

・災害知の活用モデル検証として、自然災害情報

室閲覧室で研究員による科学的解説を加えた
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「令和６年能登半島地震・奥能登豪雨特別展示」

を実施した。発災直後から収集した 243冊の一

次資料を活用し、災害発生のメカニズムや地形

リスクを深く読み解く展示手法を試行した。ま

た、筑波大学主催のイベントに共催して「防災

ロゲイニング」を実施し、ハザードマップの監

修や所蔵資料の解説を行うなど、体験を通じた

アウトリーチ手法の構築に取り組んでいる。 

 

・貴重な災害アーカイブ資料の散逸を防ぎ未来に

継承していくため、国内の災害アーカイブ機関

ネットワークの主幹機関として、災害アーカイ

ブに関する知見・情報共有、資料連携を行う「災

害資料アーカイブ機関メーリングリスト」(ホス

ト：自然災害情報室)を平成 29年から運用して

いる。メーリングリストに参加する図書館・研

究機関等は令和７年度に 13 機関が新規加入し

たことで 46機関となった。 

 

・防災基礎力向上を目的とした一般市民向けのイ

ベントを関係機関と連携して５件実施し、企画・

参加を通じた平時からの連携・交流の強化を図

った。イベントでは各部門の研究員と連携して

制作した自然災害解説パネルと、そのテーマに

沿った自然災害情報室の災害資料アーカイブ

「防災教育コレクション」を活用した資料展示

を行った。イベント５件（下記）の総来場者数

は 36,941人であった。連携イベント名称と連携

機関は以下の通りである。 

 

●「平成 30 年７月豪雨災害を忘れない」：倉敷市

立真備図書館 

●「歴史から学ぶ防災-未来へつなぐ災害の記憶

-」：広島県立歴史博物館 

●「あなたの防災」：皇學館大学附属図書館 
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●第 27 回図書館総合展：図書館総合展運営委員

会事務局、災害資料アーカイブ機関 

●「これからの地震にそなえとう？」：神戸市（防

災科研・神戸市包括連携協定の一環） 

 

・自治体等による災害対応の改善には、災害時に

行った災害対応業務の種類や内容、タイミング

といった災害動態を分析し、実際の災害対応を

振り返り、地域防災計画等をアップデートして

いくことが必要である。一方で、発災直後から

Web で公開される国や自治体等の災害対応資料

は、時間とともに辿ることができなくなるため、

これらをアーカイブできる仕組みの構築が求め

られる。そこで、都道府県・自治体等の公的機

関が発行する被害報や会議資料等の資料をアー

カイブし、研究報告において開発した資料の整

理手法を公開した。アーカイブと災害動態の分

析は防災情報研究部門に発展的に引き継いだ。 

 

・災害の経年変化をアーカイブすることで、被災

から復興までの詳細な記録を後世に残し、未来

の防災対策の改善に貢献しうる。そこで、写真

での記録を主とした災害現地調査と、アーカイ

ブの構築を行なった。令和７年度は、「令和６年

能登半島地震 １年６ヶ月後調査（輪島市・珠洲

市等）及び、令和６年９月 20日からの大雨 ７

ヶ月後調査（輪島市・珠洲市等）」、「平成 23年

東北地方太平沖地震 14年後調査（青森県・岩

手県・宮城県）」の調査を実施し、1,279件の調

査写真のアーカイブを行った。調査記録は所内

での共有と、他機関との連携展示に参加し活用

された。また、公的災害対応資料アーカイブお

よび、災害現地調査写真アーカイブの成果報告

として２件の講演を実施した（自然科学系アー

カイブズ研究会(KEK)、第 27回図書館総合展）。 
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・防災科研機関リポジトリ（以下、「NIED-REPO」

という。）は、社会に対し防災減災に関する知識

を還元することを目的として、防災科研刊行物

の PDF提供と、研究データ、所内情報プロダク

ツへの web導線を提供し、成果の利活用に貢献

した。令和７年度は NIED-REPOへ合計 392件の

研究成果登録を実施した。内訳は自然災害情報

室で令和７年度発行の防災科研刊行物 133 件

（研究報告４件、主要災害調査８件、研究資料

17件、研究データ 104件）を登録し、広報課で

防災科研ニュース 30 件が登録された。NIED-

REPO の利用について、公開された資料等の PV

数は今年度 464,237 回、PDF ダウンロード数は

今年度 297,347 回である。NIED-REPO は、所内

研究業績データベース NISEと連携し、全 4,142

点の所属研究者の論文メタデータを検索可能に

している。うち、令和７年度登録分は 229点で

ある。 

 

・防災科研研究成果のオンライン公開として、研

究報告２本（90号）、主要災害調査５本（62号）、

研究資料 20冊（514号～533号）の３種の刊行

物を編集・公開した。編集ページ数は研究報告

が 57ページ、主要災害調査が 123ページ、研究

資料が 1,855 ページであり、NIED-REPO による

令和７年度刊行分のダウンロード数は、研究報

告が 82回、主要災害調査が 1,141回、研究資料

が 2,712回となった。 

 

・刊行物の頒布は NIED-REPOでの提供に移行した

が、NDL への納本や関係機関への送付用として

冊子刊行も継続している。また、利用者の求め

に応じて、研究報告 17冊、主要災害調査 29冊、

研究資料 183冊の計 229冊を頒布した。 

 

・編集委員会事務局の業務として、投稿・閲読・
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公開に係る各種の調整や、刊行物の利用促進に

向けた刊行情報周知用のメーリングリストを運

営した。また、他部署発行の刊行物を集約し、

国立国会図書館への納本も実施した。 

 

・令和７年度の外国雑誌については、事務局によ

る利用統計の分析を元に、図書資料委員会での

検討、拡大役員会議での報告を受けて、年間購

読洋雑誌（40タイトルと１パッケージ（168タ

イトル））を購入し、所内提供を実施した。また、

多くの研究員に興味ある多様な論文を提供する

とともに、閲覧の少ないタイトルを減らし全体

コスト削減を実現するため、PPV による提供

（Elsevier、Wiley、Nature 発行誌は利用者自

身での論文ダウンロードが可能）も継続して実

施した。利用状況は年間購読が 15,212ダウンロ

ード(集計期間：令和７年１月１日～令和７年12

月 31日)、PPV提供が 782件となっている。 

 

・オープンサイエンスの世界的潮流及び政府の

「第 6期科学技術・イノベーション基本計画」

に基づき、当所の研究成果を広く公開するオー

プンアクセス（OA）を推進するため、令和８年

度からの本格運用を見据えた情報基盤の整備及

び準備を行った。具体的には、Wiley 社との転

換契約（Read & Publish型）の導入に向け、令

和８年度は詳細な情報収集と所内フローの検討

に注力した。出版社の提示条件や他機関の導入

事例を多角的に調査・分析することで、研究者

が個別の APC 負担を意識することなく OA 出版

を選択できる体制を、令和８年度から円滑に開

始するための事務的・システム的基盤を構築し

た。 

 

・研究活動に必要な論文が入手できるよう、外部

機関との協力体制（文献等の相互利用、情報交
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換）を継続・維持した。 

 

●国立国会図書館：東日本大震災アーカイブ「ひ

なぎく」へのデータ連携 

●国立情報学研究所：NACSIS-ILL参加（図書館間

相互貸借）（文献複写・相互貸借件数：70件）） 

●防災専門図書館：文献複写・資料現物貸借、資

料刊行情報やイベント等の情報共有 

●東日本大震災アーカイブワークショップ：震災

記録のアーカイブに関する情報交換（2026/1/28 

第 19回 WS参加） 

●独立行政法人図書館コンソーシアム連絡会：研

究機関内図書館との外国雑誌、図書館運営に関

する情報交換（2026/3/6 第 44回連絡会参加） 

●国立研究開発法人協議会運営課題分科会：外国

雑誌に関する情報交換 

●松代地震センター幹事会：気象庁、長野県、長

野市との施設・資料の利用状況報告 

 

 

(3)研究開発の国際展開 (3)研究開発の国際展開 〇我が国ひいては国

際的な防災力・レ

ジリエンスの向上

のため、国内外の

機関との連携や、

国際共同研究、研

究者の国際交流の

促進を図っている

か。 

 

 

 

《評価指標》 

・海外の研究機関・国

際機関等との連携に

よる成果 

(3)研究開発の国際展開 (3)研究開発の国際展開 

   補助評定：Ａ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められる。 

 

我が国の防災科学技術

に関する中核的機関とし

て、グローバルな課題に

我が国の防災科学技術

に関する中核的機関とし

て、グローバルな課題に

 

 

 

(評定の根拠) 

○「研究開発の国際展開」として

以下の実績等は、「研究開発成
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向き合い、国際交流や共

同研究を通じて研究開発

成果の創出を図ること

で、我が国ひいては国際

的な防災力・レジリエン

スの向上に資する。 

具体的には、我が国政

府、国内外の学術・研究機

関及び防災関連機関と連

携・協力して国際的な発

信を強化し、防災と SDGs

や気候変動適応などを統

合的に推進するために、

国内においては防災減災

連携研究ハブの活動を、

国際的には IRDR ICoE-

Coherence の活動を推進

及び支援する。 

防災科研の先端的研究

施設の活用、観測データ

の連携、各種センシング

技術、総合知を活用した

災害対応研究等における

国際的な研究協力や防災

科学技術の海外展開を推

進する。また、これらの推

進のために、研究環境の

整備を進め研究者のネッ

トワークの強化を図ると

ともに、国際シンポジウ

ム等の開催や海外からの

視察・研修の受け入れ等

により、研究開発成果の

共有、防災に関する国際

協力及び人材育成等を通

向き合い、共同研究、人材

育成や交流を通じて研究

開発成果の創出を図るこ

とで、国際的な防災力の

向上に資する。 

我が国政府、国内外の

学術・研究機関及び防災

関連機関と連携・協力し

て、防災減災連携研究ハ

ブの国際的な活動を支援

し、対外的な発信を強化

する。 

研究環境の整備ととも

に、各地域の防災・減災の

潮流と課題を踏まえて国

際的なネットワークの構

築を進め、特に ASEAN と

の国際共同研究を強化す

る。在外研究員等の派遣、

国際シンポジウム等の開

催、海外からの視察や研

修の受け入れを積極的に

実施し、研究成果の国内

外への幅広い共有と人材

交流を通じた国際頭脳循

環に貢献する。 

 

《モニタリング指

標》 

・防災科研が主催・参

加した国際会合の数 

・国際会合での口頭

発表件数 

・海外の研究機関・国

際機関等との国際共

同研究数 

・国際共著論文数 

・研究者・研修生等の

海外からの受入者

数、海外への派遣者

数 

・国際協力の取決め

数 

 

国際的共同研究の促進については、主に次の成果

があった。 

 

・火山防災研究部門では、イタリアの国立地球物

理学火山学研究所(INGV)について、坂井内閣府

特命担当大臣（防災・海洋担当）とイタリア政

府ムスメーチ防災・海洋担当大臣の会談を経て、

理事長が INGVを訪問し、地震・火山・環境分野

における研究協力の覚書に署名し、研究成果や

防災研究に係る情報交換、研究者の交流や共同

プロジェクトの実施体制が整備された。また、

Earth Science New Zealand（ESZN)との JST戦

略的国際共同研究プログラム(SICORP)である

「日本－アオテアロアにおける破局的噴火対策

手法の構築」（令和７年度～令和９年度）が採択

され、本格的な共同研究を開始した。さらに、

Earth Observatory of Singapore (EOS)とアジ

ア太平洋地域の火山データベースの統合に向け

た整備を進めた。 

 

・地震津波複合災害研究部門では、 Global 

Earthquake Model (GEM)に参画し、日本の地震

ハザードマップを次期世界地震ハザードモデル

に実装した。また日米韓の国立研究所間の協力

覚書に基づき、内閣府特定重要技術研究推進事

業の助成を受け「日米韓の地震危険性が高い地

域における地震ハザードモデリングと最新の記

録・データ処理技術を用いた地震モニタリング

に関する研究」（令和７年度～令和９年度）をロ

ーレンス・リバモア国立研究所および韓国地質

資源研究院と開始した。これにより、地震ハザ

ードモデリング技術と地震モニタリング技術の

高度化が見込まれる。さらに、ニュージーラン

ドの Earth Science New Zealand（ESZN)との合

同ワークショップをはじめ、環太平洋の国・地

果の最大化」に向けて顕著な

成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められる。 

 

・防災減災連携研究ハブ（JHoP）

については、理事長が代表を

務め、事務局を担う防災科研

が、20 の参画組織や日本学術

会議および海外機関との協力

を推進し、壊滅的災害に対し

てレジリエントで持続可能な

社会への変革の必要性やメガ

シティなどの都市防災に関

し、戦略的提言の公表に向け

た検討・取りまとめを主導す

るとともに、学術フォーラム

等の開催・発信により国内外

の防災科研に対する認識を高

めた。ICoE-Coherence につい

ても、Integrated Research on 

Disaster Risk（IRDR）第Ⅱ期

の国際的な活動を促進し、特

にアジア太平洋地域に重点を

おいた科学技術協力を参画組

織と取り組むための体制を形

成した。これらにより、防災科

研およびわが国の国際的な位

置づけの大幅な向上が図られ

たと認められ、高く評価でき

る。 

 

・海外の研究機関等とは、我が国

および国際社会の災害レジリ

エンスの向上に資するため、

継続的な連携と協力を推進し

ている。欧米やアジア太平洋
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じ、国際頭脳循環の活性

化に貢献する。 

域との研究交流を実施した。 

・兵庫耐震工学研究センターでは、台湾の国家地

震工程研究中心（NCREE）と双方が運用する震動

台実験施設を活用し、都市空間での耐震性に係

る研究開発を推進し、韓国の釜山大学校地震防

災研究センター含めた３機関によるワークショ

ップを開催するなど、耐震性に係る研究開発を

前進させた。 

 

・水・土砂防災研究部門では、韓国気象庁レーダ

ーセンターとの協力覚書を更新し、ワークショ

ップの開催等により、気象レーダーの利活用に

かかる協力を進めた。また、台湾、マレーシア、

ベトナム等での斜面崩壊に関する地盤工学研究

について、現地調査や研究者の招へいによる研

究交流を進め、台湾の国家災害防救科技中心

（NCDR）とは Natural Hazardsに共同論文を発

表した。 

 

・雪氷防災研究センターについては、スイス連邦

雪・雪崩研究所（SLF)と雪崩防災に関するワー

クショップを実施し、国際共同研究事業 スイス

との国際共同研究プログラム（JRPs with SNSF)

に応募するなど一層の協力関係を強化した。ま

た、フランス国立農業・食料・環境研究所が新

庄雪氷環境実験所を訪れ、共同で風洞施設を使

った吹雪に関する実験を実施するなど研究協力

が進展した。 

 

・研究部門・センター間（水・土砂防災研究部門、

兵庫耐震工学研究センター、防災情報研究部門、

災害過程研究部門)にまたがる包括的な協力と

して、台湾の NCDRと花蓮および能登半島地震の

被害、復旧・復興に関する現地共同調査を実施

した。その結果を踏まえて高齢化が進む地域で

の複合災害への対応について、課題を整理し、

地域の防災関連機関や主要な

関係者とのネットワークの形

成を進めるとともに、ASEANと

の協力については、令和５年

より継続している ASEAN 科学

技術イノベーション委員会

（ASEAN COSTI）との防災分野

における取組に進展が見られ

た。ASEAN主要地域機関の幹部

と理事長との会談において、

先方より本取組への期待と具

体的な提案が示されるととも

に、日 ASEANの協力・連携内容

を協議する国際ワークショッ

プを日本で開催した。これら

一連の活動を通じ、将来的な

具体的成果の創出に向けた実

効的な足掛かりが築かれた。 

 

・海外機関との協力による教育

プログラムの実施や JICA研修

受入れ、若手研究者が主体と

なる国際ワークショップの開

催と参加、さらに研究者の海

外派遣を積極的に推進したこ

とにより、防災分野で国際的

に活躍できる若手人材の育成

に大きく貢献した。このよう

な具体的な国際連携を基盤と

した人材育成の取組は、我が

国の防災研究の発展にとって

重要であり、高く評価できる。 
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調査結果の共同レポートを国連防災機関のサイ

ト（Relief Web）に公表した。 

 

防災、減災に関わる国内の大学・研究拠点及び

実務機関をメンバーとする防災科学技術に関する

ネットワーク型の研究推進組織である防災減災連

携研究ハブ（JHoP）の活動においては、主に次の

成果があった。 

 

・JHoPについては、IRDRプログラムの下で国際展

開を進める ICoE-Coherenceに注力し、国内外の

多 分 野 の 専 門 家 に よ り 構 成 さ れ る

International Advisory Board（IAB）会議を開

催し、ICoEの活動計画や戦略的提言「壊滅的災

害発生が想定されるメガシティの防災力強化に

向けた科学技術イノベーション」に対するコメ

ントを収集した。 

 

・IRDR第Ⅱ期の目標および令和８年に４月に日本

学術会議から公表された前述の提言に関する議

論の場として、日本学術会議 IRDR分科会との合

同タスクフォース会議を月次で開催し、公表に

向けて提言のとりまとめを主導した。提言の内

容については日本学術会議主催の学術フォーラ

ム「世界の防災の未来」を企画・開催し、国内

外の一般公衆への浸透を図るとともにフィード

バックを収集した。 

 

国際的なネットワークの構築と強化について

は、次の成果があった。 

 

・東南アジア諸国連合（ASEAN）地域における防災

科学技術協力（共同研究、人材交流、防災関連

情報のナレッジマネージメント）については、

理事長がインドネシアを訪問して ASEAN 事務

局、インドネシア国立研究革新庁（BRIN）、ASEAN
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防災人道支援調整センター（AHA Centre）など

と会談を実施した。その結果、ASEAN 科学技術

イノベーション委員会（ASEAN COSTI）が 2019

年に設立した「防災の科学技術イノベーション

（STI）プラットフォーム」との協力・連携を通

じた「ASEAN防災 STIプログラム（仮称）」の構

想について、助言を得ると共に、その基本事項

についてコンセンサスを形成することができ

た。これらの活動は、JHoP/ ICoE-Coherence等

の関係者と協力し実施していく予定である。 

 

・上記の防災 STIプラットフォ―ムの主要な活動

として、ASEAN加盟国の行政・研究・民間等から

の防災関連機関の専門家等が参加し開催されて

きた Intervation Session（ワークショップ）

を、防災科研の主催により、つくばにおいて「日

ASEAN 地盤に関する複合災害ワークショップ」

として開催し、ASEANの全 11か国からの参加を

得た。また ASEAN域内の協力準備調査を実施し、

その結果、JSPS外国人招へい研究者制度による

マレーシア工科大学の研究者受入れなど具体的

な取組を開始した。 

 

・国際シンポジウムについては、災害レジリエン

ス共創研究会「日 ASEAN防災の産学官連携」、筑

波会議防災科研セッション「アジア太平洋地域

のメガシティの防災力強化」、防災科研共催によ

る Regional Action on Climate Change(RACC)

での講演、STS フォーラム Young Leaders' 

Program への研究者参加等で、国内外のステー

クホルダーへ災科研の国際的な研究活動・成果

や研究ネットワークに関し、効果的に周知する

ことができた。 

 

人材交流・育成については、次の成果が見られ

た。 
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・独立行政法人国際協力機構（JICA）などからの

研修員、世界各国/地域から前年度を 134 名上

回る 497名（計 29回）を受け入れ、水害、地震

観測、地震工学、防災情報などに関する研修を

実施した。 

 

・若手研究者を対象とした、人材育成の一環とし

て、火山防災研究部門では、アジア火山学コン

ソーシアム（ACV）第８回フィールドキャンプを

雲仙で開催し、同コンソーシアム加盟機関から

の招へい者を中心に、26名が参加した。雪氷防

災部門ではノルウェー地盤工学研究所と韓国地

質資源研究院が参加する Climate-induced 

geohazards mitigation, management, and 

education in Japan, South Korea, and Norway 

(GEOMME)プロジェクトで雪崩等の斜面災害につ

いて若手研究者を中心としたワークショップを

イタリアで開催した。この結果、次フェーズの

プロジェクトの申請が検討されることになっ

た。水・土砂防災研究部門および国際課では

Malaysia-Japan International Institute of 

Technology (MJIIT)の防災修士課程への講師派

遣や共同研究活動を通して、日本の防災の知見

をマレーシアおよび ASEANに伝える取組を継続

的に実行した。 

 

・在外研究員については、長期的な人材育成の観

点から、平成 29年度以来となる派遣を再開し、

ニュージーランドおよびイタリアの研究協力覚

書締結先機関に、各１名を派遣した。ニュージ

ーランドでの研究成果は Earth Planets Space

誌に掲載された。 
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(4)レジリエントな社会

を支える人材の確保・育

成 

(4)レジリエントな社会

を支える人材の確保・育

成 

〇防災・減災に携わ

る多様な人材の養 

成や資質の向上に

資する取組を推進 

しているか。 

 

《評価指標》 

・多様な人材育成の

ための取組の成果 

 

《モニタリング指

標》 

・研究員・研修生・イ

ンターンシップ等

の受入者数 

・教育機関・自治体等

への講師派遣数 

・協働大学院制度等

を活用した人数 

(4)レジリエントな社会を支える人材の確保・育成 (4)レジリエントな社会を支え

る人材の確保・育成 

   補助評定：Ｂ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、「研究開発成果の最大化」

に向けて成果の創出や将来的な

成果の創出の期待等が認めら

れ、着実な業務運営がなされて

いる。 

 

我が国の防災科学技術

に関する中核的機関とし

て、防災科学技術の発展

を通じてレジリエントな

社会の実現に貢献するた

め、防災科学技術に携わ

る人材の養成・資質向上

に取り組む。 

具体的には、防災科研

として主体的に人材育成

を行うため、協働大学院

制度を活用した防災科研

職員による教育を行い、

また、防災科研職員も業

務を行いながら学位取得

ができる仕組みの維持・

運用を行う。連携大学院、

インターンシップ等の制

度を活用し、大学生・大学

院生、若手研究者、防災に

携わる人材を積極的に受

我が国の防災科学技術

に関する中核的機関とし

て、防災科学技術の発展

を通じてレジリエントな

社会の実現に貢献するた

め、防災科学技術に携わ

る人材の養成・資質向上

に取り組む。 

防災科研として主体的

に人材育成を行うため、

協働大学院制度を活用し

た防災科研職員による教

育を行い、また、防災科研

職員も業務を行いながら

学位取得ができる仕組み

の維持・運用を行う。連携

大学院、インターンシッ

プ等の制度を活用し、大

学生・大学院生、若手研究

者、防災に携わる人材を

積極的に受け入れるとと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・筑波大学や国立研究開発法人、民間企業等が参

画するレジリエンス研究教育コンソーシアム

（会長：防災科研 理事長）が運営する筑波大学

のリスク・レジリエンス工学学位プログラムに

おいて、協働大学院教授として防災科研より３

名の研究職員が筑波大学で授業を行うと共に、

防災科研において 12 名の大学院生の研究指導

および学位論文執筆に向けた教育を実施した。

また、連携大学院制度により大学院生を３名、

外来研究員制度により研修生を５名受け入れ

た。 

 

(評定の根拠) 

○「レジリエントな社会を支え

る人材の確保・育成」として、

以下の実績等は、「研究開発成

果の最大化」に向けて成果の

創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められ、着実な業

務運営がなされている。 

 

・筑波大学、国立研究開発法人及

び民間企業等で構成される

「レジリエンス研究教育推進

コンソーシアム」が令和２年

に連携大学院制度の一環とし

て筑波大学との間で構築した

協働大学院のリスク・レジリ

エンス工学プログラムに、主

要な運営メンバーとして参画

し、防災科研の研究職員が指

導教員として当該プログラム

で指導を行い、持続可能なレ
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け入れるとともに、学協

会の活動や国立高等専門

学校機構とも連携する。

また、クロスアポイント

メント制度、人事交流、地

方公共団体や地域の防災

実務担当者の受入れを行

うことにより、防災実務

及び研究開発現場での協

働の推進を図る。 

このほか、将来の防災

科学技術を担う人材の裾

野を広げるとともに、防

災教育の推進及び国民全

体の防災基礎力の向上を

図るため、全国の教育機

関や地方公共団体等を対

象として、講師派遣・研修

等を行う。 

もに、学協会の活動や国

立高等専門学校機構とも

連携する。また、クロスア

ポイントメント制度、人

事交流、地方公共団体や

地域の防災実務担当者の

受入れを行うことによ

り、防災実務及び研究開

発現場での協働の推進を

図る。 

このほか、将来の防災

科学技術を担う人材の裾

野を広げるとともに、防

災教育の推進及び国民全

体の防災基礎力の向上を

図るため、全国の教育機

関や地方公共団体等を対

象として、講師派遣・研修

等を行う。 

 

 

 

 

・クロスアポイントメント制度の活用により大学

等から人材を９名受け入れるとともに、インタ

ーンシップを通じて大学から 13 名の若手人材

の受入れを行った。また、地方自治体等との個

別協定に基づき２名を受け入れ、実務に直結す

る研修を実施するなど、外部機関との人材交流

を通じた人材育成を推進した。 

 

・教育機関及び地方公共団体等を対象として、防

災教育の普及及び災害対応に係る実務支援等の

ための講師派遣を 278件実施するなど、防災科

学技術分野における人材育成への貢献を図っ

た。 

 

・令和７年度から始まった文部科学省「科学技術

教育アドバイザー」に防災科研より３名推薦し、

任命された（文部科学省で任命したのは全 14

名）。 

  主な活動として、小中高校での探究学習支援

（福島県、茨城県、東京都、神奈川県、静岡県）

や、「防災科学教室」の講師を行った。また、文

部科学省 令和８年度版学習資料「一家に 1枚」

防災科研 一家に１枚プロジェクトチームとし

て企画・監修を行った。さらに、「YOU@RISK」を

活用した洪水に備えた身の安全を守る行動と避

難を考える「ちびっこ博士」講義と演習を実施

したほか、高等学校と災害時の安全な避難を誘

導するアプリケーション開発に関する議論を行

うなど、幅広く活動した。 

 

・防災科研では、将来の防災科学技術を担う人材

の裾野を広げるとともに、防災教育の推進及び

ジリエンス社会の実現に貢献

する高度専門人材の養成・資

質向上に大きく貢献した。 

 

・クロスアポイントメント制度、

インターンシップ、地方自治

体等との連携による人材受入

れに加え、講師派遣の実施に

より、防災科学技術分野にお

ける人材の流動性向上と多様

な主体への人材育成に貢献し

た。 

 

 

 

 

 

 

・科学技術教育アドバイザーと

しての取組により、学校・地域

における教育環境の向上と科

学技術分野への関心喚起、社

会における防災意識と対応力

の向上に大きく貢献した。防

災科研の専門性を活かした教

育支援を全国の教育機関等で

実施し、将来の防災科学技術

を担う人材の裾野を広げると

ともに、防災教育の推進及び

国民全体の防災基礎力の向上

に寄与した。 
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国民全体の防災基礎力の向上を図るべく、全国

規模での地域の実情に即した防災啓発を行うた

め、ベルマーク教育助成財団およびガールスカ

ウト日本連盟との提携を継続し、児童・学生を

対象にした「防災科学教室」を８回実施した。

具体的には、火山噴火、土砂災害、地震被害を

テーマとした実践的な教育支援を行った。 

 

・こうした外部人材との交流を支える基盤とし

て、所内においても定年制職員枠の拡大と人事

評価制度の見直し等の人事制度の見直しを通じ

た人材の確保・育成・活用に係る取組を進める

ことにより、防災科学技術の中核的機関として

の機能強化に努めた。 

 

・これらの取組により、人材の流動性向上及び研

究開発現場における協働の推進を図るととも

に、防災科学技術分野における人材育成の推進

及び知見の社会への展開を通じて、中核的機関

としての役割の発揮に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・これらの取組を通じて、大学・

研究機関・行政機関等との連

携の下、人材育成及び資質向

上並びに知見の共有・融合が

進み、研究開発成果の創出及

び高度化に資する環境整備が

進展した。 

 

・さらに、外部人材との交流を支

える基盤として、人事制度の

見直し等を通じた人材の確

保・育成・活用に係る取組を進

め、防災科学技術の中核的機

関としての役割発揮に向けた

体制整備を進めた。 

 

 

(5)防災行政への貢献 (5)防災行政への貢献 〇国、地方公共団体

等への防災行政に 

貢献する取組を適

切に行っている

(5)防災行政への貢献 (5)防災行政への貢献 

   補助評定：Ａ 

   

 

＜補助評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目
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か。 

 

《評価指標》 

・国や地方公共団体

等との協力や支援

等の取組の成果 

 

《モニタリング指

標》 

・災害調査の実施・支

援等の件数 

・災害対応及び実証

実験・訓練による

情報共有の実施回

数 

 

 

 

 

 

 

 

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められる。 

 

災害対策基本法に基づ

く指定公共機関として、

同法、関係法令、防災基本

計画及び自らが定めた防

災業務計画に基づきその

責務を果たすとともに、

社会から期待されている

役割を果たす。 

災害が発生し、又は発

生するおそれがある場合

において、指定公共機関

として対応するととも

に、内閣府、文部科学省、

その他の関係機関（以下

「関係機関等」という。）

と緊密な連携を図り、防

災業務が総合的かつ効果

的に行われるよう努め

る。そのため、新総合防災

情報システム（SOBO-WEB）

及び SIP4D 等を活用して

ISUTをはじめとする関係

機関等へ適切な災害対応

のための情報提供を行う

とともに、災害対応現場

への職員の派遣及び後方

支援を行う。また、災害時

災害対策基本法に基づ

く指定公共機関として、

同法、関係法令、防災基本

計画及び自らが定めた防

災業務計画に基づき、そ

の責務を果たすととも

に、社会から期待されて

いる役割を果たす。 

災害が発生し、又は発

生するおそれがある場合

において、指定公共機関

として対応するととも

に、内閣府、文部科学省、

その他の関係機関（以下

「関係機関等」という。）

と緊密な連携を図り、防

災業務が総合的かつ効果

的に行われるよう努め

る。そのため、新総合防災

情報システム（SOBO-WEB）

及び SIP4D 等を活用して

ISUTをはじめとする関係

機関等へ適切な災害対応

のための情報提供を行う

とともに、災害対応現場

への職員の派遣及び後方

支援を行う。また、災害時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害対策基本法に基づく指定公共機関として、

令和７年台風第 22 号においては企画部長を室

長とする災害連絡室を、また、同年 12月８日に

発生した青森県東方沖を震源とする地震に際し

ては、理事長を本部長とする災害対策本部をそ

れぞれ設置し、情報集約等の対応を行った。 

 

 

 

 

・防災基本計画に位置付けられている ISUT（アイ

サット：Information Support Team、災害時情

報集約支援チーム）の一員として、大規模災害

時における状況認識の統一に資するよう、基盤

的防災情報流通ネットワーク（SIP4D）の運用を

行い、ISUTをはじめとする関係機関等へ適切な

災害対応のための情報提供を行った。加えて、

内閣府が主催する防災分野のデータ流通促進の

(評定の根拠) 

○「防災行政への貢献」として、

災害対策基本法に基づく指定

公共機関として取り組んだ以

下の取組は、「研究開発成果の

最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出

の期待等が認められる。 

 

・大規模な自然災害が発生した

場合、または発生のおそれが

ある場合に災害対策本部又は

災害連絡室を設置し、全所横

断的な対応体制を整えた実績

は、災害対策基本法に基づく

指定公共機関としての責務と

社会からの期待を着実に果た

すものであり、評価できる。 

 

・SIP4Dとの連接を通じて実証を

行ってきた都道府県の防災情

報システムについて、連接先

を新総合防災情報システム

（SOBO-WEB）へ円滑に切替え

るための支援を実施した実績

は、新総合防災情報システム

（SOBO-WEB）を中核とした災
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の被害拡大防止及び速や

かな復旧・復興に向けて、

災害時だけでなく平時に

おいても地震調査研究推

進本部及び火山調査研究

推進本部をはじめとした

関係機関等へ観測、調査

及び研究の成果を提供す

る。火山調査研究推進本

部の方針に基づき、関係

機関と連携して機動的な

調査観測や解析を実施す

る体制を構築するととも

に、火山噴出物（火山灰・

噴石・火山ガス等）の分析

を一元的かつ継続的に実

施する拠点を整備する。

加えて、関係機関等と連

携・協働した研究開発を

積極的に行い、国、地方公

共団体、民間企業、コミュ

ニティ、個人といった各

主体の防災力の向上に資

するための取組を行う。 

こうした取組の中で、

常に関係機関等のニーズ

の把握に努め、それを研

究開発に反映させるとと

もに研究開発成果が効果

的に活用されるような枠

組みや体制構築に努め

る。 

の被害拡大防止及び速や

かな復旧・復興に向けて、

災害時だけでなく平時に

おいても地震調査研究推

進本部及び火山調査研究

推進本部をはじめとした

関係機関等へ観測、調査

及び研究の成果を提供す

る。火山調査研究推進本

部の方針に基づき、関係

機関と連携して機動的な

調査観測や解析を実施す

る体制を構築するととも

に、火山噴出物（火山灰・

噴石・火山ガス等）の分析

を一元的かつ継続的に実

施する拠点を整備する。

加えて、関係機関等と連

携・協働した研究開発を

積極的に行い、国、地方公

共団体、民間企業、コミュ

ニティ、個人といった各

主体の防災力の向上に資

するための取組を行う。 

こうした取組の中で、

常に関係機関等のニーズ

の把握に努め、それを研

究開発に反映させるとと

もに研究開発成果が効果

的に活用されるような枠

組みや体制構築に努め

る。 

ための調査検討ワーキングに協力し、災害時基

本共有情報(EEI)、防災情報システムを活用した

訓練、情報基盤間の連携に関する議論を行った。

また、SIP4D との連接を通じて実証を行ってき

た都道府県等災害対応機関の情報システムは、

連接先を円滑に新総合防災情報システム（SOBO-

WEB）へ切替えるための支援を継続すると共に、

組織間の情報統合機能に関する最適化手法につ

いて情報を提供した。 

 

・令和７年 12 月８日 23 時 15 分頃に発生した青

森県東方沖を震源とする地震において、内閣府

と協働する ISUT（災害時情報集約支援チーム）

のメンバーとして研究員２名を地震発生翌日の

12月９日から 12月 10日まで青森県庁に派遣し

た。青森県庁では、防災危機管理課の職員に対

して被害認定調査の目安を立てることに利用す

るために、防災科研で解析している建物被害推

定の情報を提供した。令和７年９月 12 日から

の大雨では、四日市市役所と連携し、浸水建物

被害推定の情報プロダクツを作成し、防災クロ

スビュー・ラボを通じて提供した。 

 

・内閣府が主催する政府現地災害対策本部運営訓

練（合同庁舎等を会場とする北海道、東北、東

京、中部、四国、九州の計６件のほか、都道府

県庁舎を会場とする神奈川県、富山県、栃木県、

京都府、宮崎県の計５件）、及び自治体等の訓練

(令和７年度自衛隊統合防災演習（07JXR）、愛知

県災害対策本部運営訓練、愛知県警察本部図上

訓練、長野県令和７年度災害対応図上訓練、令

和７年度大規模地震時医療活動訓練、令和７年

度緊急消防援助隊北海道・東北ブロック合同訓

練、ICT を活用した愛知県実動機関合同救助訓

練、令和７年度長野県総合防災訓練、令和７年

度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練、中部

害対応機関の情報共有体制の

推進に大きく貢献したものと

して、高く評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

・令和７年 12月８日に発生した

青森県東方沖を震源とする地

震（ISUTとして派遣）、令和７

年９月 12日からの大雨では、

自治体（青森県庁、三重県四日

市市）に対して情報プロダク

ツを提供し、災害対応へ貢献

すると共に、研究開発に向け

た知見を得ることができてい

る。 

 

 

 

・内閣府が主催する現地災害対

策本部訓練（北海道、東北、東

京、中部、四国、九州）、都道

府県（計７件）及び DMAT、実

動機関、JAEA 等の訓練におい

ては、研究開発の評価・検証に

加えて、企画・検討段階、訓練

後の振り返りにおいて情報利

活用の知見等を提供するな

ど、防災行政への貢献が認め

られ、高く評価できる。 
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ブロック DMAT実動訓練、令和７年度緊急消防援

助隊中部ブロック合同訓練、南知多町防災対策

本部運用訓練、令和７年度中部管区広域緊急援

助隊合同訓練、関東防災連絡会情報共有訓練、

SIP 防災 OKINAWA2025（防災科研が主催した訓

練）、07南海レスキュー、カムイガーディアン、

四万十町 BCP訓練、大分・佐賀広域連携訓練、

衛星地球観測コンソーシアム主催の防災ドリ

ル、令和７年度長野市災害対応図上訓練、JAEA

共同訓練、令和７年度神栖市総合防災訓練の計

23件）に検討段階からに参画し、訓練の実施を

支援することで防災行政へ貢献すると共に、研

究開発の評価・検証に活用した。 

 

・国等の委員会への情報提供については、地震調

査研究推進本部（毎月開催の地震調査委員会

等）、南海トラフ沿いの地震に関する評価検討

会・地震防災対策強化地域判定会（毎月開催）、

地震予知連絡会（年４回開催）のほか、災害発

生時に開催されるそれぞれの臨時会等にMOWLAS

等で観測されたデータを活用した資料を提供し

ており、高度な解析情報を提供することで貢献

している。 

 

・令和７年７月３日に発生したトカラ列島近海の

地震の際には、翌７月４日に地震調査委員会臨

時会が開催され、地震解析資料を提出し、評価

に取り入れられるとともに、８月 12 日の定例

会にも資料を提出している。 

 

・令和７年 12 月８日に発生した青森県東方沖の

地震（Mj7.6、最大震度 6 強）の際には、翌 12

月９日に地震調査委員会臨時会が開催され、地

震解析資料を提出し、評価に取り入れられると

ともに、12月 25日開催となった 12月の定例会

にも資料を提出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地震調査研究推進本部の地震

調査委員会や気象庁が開催す

る南海トラフ沿いの地震に関

する評価検討会、また地震予

知連絡会と火山噴火予知連絡

会の定例会や被害地震が発生

した場合や顕著な地殻活動が

発生した場合等際に開催され

る臨時会に対して MOWLAS等の

データを活用した資料提供を

行い、観測及び研究の成果を

提供することで防災行政に貢

献していることは、高く評価

できる。 

 

・新たに設置を終えた沖合シス

テムを含め構築を完了した N-

net の観測データを速やかに

観測網運用に組み込み、気象

庁への配信や国内外の研究機

関での利活用を可能とした点

は、南海トラフ巨大地震の切
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・令和８年１月から地震調査研究推進本部地震調

査委員会の委員長を防災科研の職員が務めるこ

ととなり、また火山調査委員会の委員長と機動

調査観測部会長も防災科研の職員が努めてお

り、地震・火山調査分野において重要な立場で

取り組んでいる。さらに委員会を構成する各部

会やワーキンググループ及び分科会の委員とし

て、今年度も当所の多くの職員が取り組んでい

る。 

 

・火山活動に関しては、令和７年７月２日、９月

26日、10月 10日、および令和８年２月 24日に

開催された火山調査委員会では硫黄島、霧島山

新燃岳、口永良部、十勝岳、樽前山、有珠山、

北海道駒ケ岳、岩手山、吾妻山、那須岳、浅間

山、富士山、伊豆大島、三宅島、小笠原硫黄島、

阿蘇山等の資料を提供した。 

 

・ 

・陸域観測網のうち K-NETの観測データは、約 200

観測点で現地において自治体に直接分岐して防

災上の活用がなされ防災行政に貢献している。 

 

・海域観測網の観測データは、S-net については

千葉県に DONETについては三重県・和歌山県・

尾鷲市の防災業務に供されており、地元住民の

安心安全に貢献している。 

 

・N-net については、令和６年の沖合システムの

データの利用開始に続き、沿岸システムについ

ても気象庁での利用が開始され、緊急地震速報

や津波警報等の更新・津波情報の発表の迅速化

や精度向上に貢献している。 

 

・防災意識の向上を目指す広報活動として、

迫性を踏まえて防災行政への

貢献が認められ、高く評価で

きる。南海トラフ地震が発生

した場合に、避難開始が５分

早まることで、約 75％の人的

被害軽減が可能であるとの報

告*)があり、津波警報の重要

性を強く裏付けている。N-net

の整備により、直ちに津波警

報の発表が早まるわけではな

いものの、より精度の高い津

波情報の提供が可能となるこ

とで、人的被害の軽減に寄与

することが期待される。 

*)島田富美男、村上仁士、上月康

則、杉本卓司、西川幸治：、津

波による人的被害予測に関す

る一考察、土木学会,海岸工学

論文集,第 46 巻(1999),361-

365 

 

・令和７年度は、令和７年７月の

トカラ列島近海の地震及び令

和７年 12月の青森県東方沖の

２度の地震に際して、地震調

査委員会の臨時会が開催され

た。臨時会の対応に当たって

は、昼夜・休日を問わず多くの

職員が緊急参集を含む対応に

より観測データを解析して資

料作成を行い、提出した資料

は当該地震の評価に大きく貢

献しており、このような取組

は高く評価できる。 

 

・地震調査委員会や火山調査委
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MOWLAS の観測に基づく全国各地での展示会や

講演活動を多数実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・二年連続となった令和８年１月から２月の青森

県の⼤雪災害をはじめ、東北、北陸地方の各地

で発生した冬期の豪雪・雪氷災害について調査

を実施し、調査結果を自治体へフィードバック

した。また、国土交通省や県、地方自治体から

の依頼に対応する形で道路雪崩点検などの雪氷

調査を実施した。大雪災害時には報道を通じた

注意喚起・啓発活動を積極的に実施し、雪氷防

災研究の成果の周知を含めて合計 160件の報道

取材に対応した。日本海側の豪雪地帯の政令指

定都市となる札幌市と新潟市をはじめ、青森県

及び津軽地方の市町村、旭川市、新潟県などで

員会の委員長始めとして防災

に関する国の機関において多

くの委員を務めていること

は、指定公共機関としての職

責を果たす取組といえるもの

であり、我が国の防災行政へ

の貢献として高く評価でき

る。 

 

・陸域観測網の K-NET と海域観

測網の S-net および DONET の

観測データが、自治体の防災

業務に今年度も継続的に供さ

れて防災行政に貢献している

ことは高く評価できる。 

 

・各地に赴いて関係自治体と連

携して講演会や展示を実施す

ることで積極的に情報発信を

行い、防災力の向上に資する

ことができていることも評価

できる。 

 

 

・国、地方自治体における雪氷災

害対策の推進に貢献したほ

か、災害調査の公開および報

道、オンライン会議、勉強会、

講演会を通じた注意喚起・普

及啓発を積極的に実施するこ

とで、冬期雪氷災害軽減のた

めの情報発信および防災力向

上に寄与している点は高く評

価できる。 

 

 



99 

合計 200 台以上のスマホ AI 路面判定システム

の試験運用を実施し、冬季の防災上重要な自治

体の除排雪作業を支援した。青森県の大雪災害

を受けて令和７年５月 30 日に青森県、弘前大

学、防災科研の三者連携協定を締結し、雪国の

特徴を活かした持続可能な社会の実現に向けて

共同研究や雪の勉強会、講演会等を開始した。

令和５年度に連携協定を締結した国土交通省国

土政策局との連携の取組として、豪雪交付金WEB

説明会に参加した豪雪地帯の 121の自治体に雪

氷防災研究センターの雪氷災害対策技術を紹介

し、研究成果の普及に努めた。 

 

・火山調査研究推進本部の方針のもと、防災科研

に「機動的な調査観測・解析グループ」を令和

７年２月に設置し、関係機関と連携して機動的

な調査観測や解析を実施する体制の整備を進

め、岩手山・霧島山・口永良部島など、全９か

所の対象火山における機動観測を実施した。ま

た、火山噴出物の分析を一元的かつ継続的に実

施する拠点として「火山噴出物分析センター」

を整備するため、同センターのための新棟建設

に係る業務を担う「火山噴出物分析センター新

棟建設室」を設置するとともに、分析スキーム

や分析機器に関する検討、新棟の設計業務に着

手した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・火山調査研究推進本部の方針

に基づき、防災科研に「機動的

な調査観測・解析グループ」を

設置し、関係機関と連携して

機動的な調査観測や解析を実

施する体制の整備を進めると

ともに、実際に機動観測を実

施した。これらの取組は、火山

調査委員会における火山活動

評価に貢献するとともに、そ

れを踏まえた火山周辺自治体

における火山防災行政への貢

献につながる情報の提供とし

て、高く評価できる。 

 

・我が国では、火山噴火をはじめ

とする各種災害のリスクが高

まっており、その備えは喫緊

の課題となっている。こうし

た状況を踏まえ、平時および

噴火発生時に火山噴出物を継

続的に分析する中核拠点を早

急な整備するため「火山噴出
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物分析センター新棟建設室」

を速やかに設置しするととも

に、整備に向けた検討や新棟

の設計業務に着手した実績

は、防災・減災、国土強靱化に

大きく寄与するものとして、

高く評価できる。 

 

 

(6)情報発信と双方向コ

ミュニケーション 

(6)情報発信と双方向コ

ミュニケーション 

○レジリエントな社

会の実現のため、 

社会との双方向コ

ミュニケーション 

を通じた、防災科

研のブランディン 

グ活動を推進して

いるか。 

 

《評価指標》 

・研究活動・研究成果

の情報発信・アウ

トリーチ活動の成

果 

 

《モニタリング指

標》 

・シンポジウム・ワー

クショップ等開催

数 

・プレスリリース等

の件数 

(6)情報発信と双方向コミュニケーション (6)情報発信と双方向コミュニ

ケーション 

   補助評定：Ａ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

研究所の目的・業務、中長期目

標等に照らし、研究所の活動に

よる成果、取組等について諸事

情を踏まえて総合的に勘案した

結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果

の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められる。 

 

防災科研の目的・活動

などを社会と共有し、社

会からの適切な認知・理

解・フィードバックを獲

得する取組、すなわちブ

ランディングを推進する

ことにより、研究開発成

果の創出・普及や社会と

の共創と、防災科研への

良好な認識（ブランド価

値）の醸成を循環させる

ことで、新たな課題発見

や研究開発に繋げ、レジ

防災科研の目的・活動

などを社会と共有し、社

会からの適切な認知・理

解・フィードバックを獲

得する取組、すなわちブ

ランディングを推進する

ことにより、研究開発成

果の創出・普及や社会と

の共創と、防災科研への

良好な認識（ブランド価

値）の醸成を循環させる

ことで、新たな課題発見

や研究開発に繋げ、レジ

 

 

 

 

 

 

Webサイト、SNS、動画を活用し、より効果的な

情報発信を行うとともに、双方向コミュニケーシ

ョンを積極的に実施した。主な取組としては次の

ようなものである。 

 

・防災科研 Webサイトの積極的な情報更新および

SNS（X等）の更新情報の随時発信を行い、防災

(評定の根拠) 

○「情報発信と双方向コミュニ

ケーション」として、積極的な

双方向コミュニケーションを

推進し、分かりやすく効果的

な情報発信に努めた以下の実

績等は、「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創

出や将来的な成果の創出の期

待等が認められる。 

 

・SNSのフォロワー数や Webサイ

トのセッション数といった
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リエントな社会の実現に

資する。 

具体的には、職員一人

ひとりが「生きる、を支え

る科学技術」というアイ

デンティティのもと、Web

サイト、SNS、動画を重点

的に活用しつつ、プレス

リリース、広報誌、シンポ

ジウム、アウトリーチを

通じて、情報発信及び社

会との双方向コミュニケ

ーションを積極的に推進

する。 

リエントな社会の実現に

資する。 

具体的には、職員一人

ひとりが「生きる、を支え

る科学技術」というアイ

デンティティのもと、Web

サイト、SNS、動画を重点

的に活用することで、プ

レスリリース、広報誌、シ

ンポジウム、アウトリー

チ等をよりわかりやす

い、より効果的な情報発

信となるよう努め、所内

外それぞれにおいて情報

の受け手の求める情報を

伝わりやすい形で伝える

双方向コミュニケーショ

ンを積極的に推進する。 

科研の取組の周知につながった。X フォロワー

数は、昨年度から、約 1割増加し、15,098人、

フェイスブックフォロワー数は、昨年度から 10

割強（約 2 倍）に増加し、801 人となった。ま

た、防災科研サイトのアクティブユーザー数、

セッション数ともに、昨年度よりも増加した。

また、サイトへの流入経路が前年同時期に比べ

直接アクセスが 342,128→391,741 と約 1 割増

加している。直接アクセスには SNSで URLを掲

載して告知しているため SNSからの流入が含ま

れている、SNS のフォロワーが増えたことがサ

イトへの集客へつながった。 

本年度の SNSの活用促進に繋がったものとし

ては、JAXA油井亀美也宇宙飛行士および衛星地

球観測コンソーシアム（CONSEO）と連携し、地

球観測の最新情報や防災に関する情報を発信す

ることで大きくフォロワー数を伸ばした。宇宙

から撮影・発信した地球のさまざまな情報と、

防災科研の技術を連携し、令和７年年 11 月イ

ンドネシア豪雨では、豪雨前後の衛星データよ

り、スマトラ島北部周辺の土砂流出を推定が行

われた。 

研究所紹介動画について、令和６年 10月の組

織改編および各種研究施設のリニューアル等の

最新情報を反映するため、内容の全面的な見直

し、企画・構成の検討を行い、令和 11年度まで

の第 5期中長期目標・中長期計画に則り、防災

科研の研究活動および社会的役割を適切に訴求

する内容となるよう情報整理し、フルリニュー

アルを行った。これにより多様な場面での効果

的な広報が可能となった。 

 

・研究成果の発表、シンポジウム、実証実験や公

開実験の案内などに関する報道発表・記者案内

を 36件実施した。なお、内容に応じて対面形式

の記者説明会を開催するなど、報道関係者との

「量的指標」については着実

な伸びを示しており、情報到

達力のベースアップを実現し

た。 

SNS のフォロワー増加およ

び継続的な情報発信が、直接

アクセス数の増加に寄与し、

SNS 運用と Web サイト誘導の

連動が効果的に機能した。SNS

を通じた他機関との連携によ

り広報効果の向上に貢献し

た。 

そのほか、動画制作を通じ

て、第 5期中長期目標・中長期

計画に沿った研究所の活動お

よび社会的役割の理解を促進

に寄与した。 

 

・通常の取材対応に加え、報道関

係者との対話の機会を積極的

に設けたことにより、全国規

模で紹介される機会の創出に

つながり、研究活動の理解促

進に寄与し、社会に向けた情

報発信の強化につながった。 

災害発生時に限らず、防災

全般に関する問い合わせや取

材依頼が増加し、報道機関と

の関係構築を着実に推進する

ことができた。 

 

・令和８年度版学習資料「一家に

１枚」制作への参画を通じて、

地球科学および自然現象に関

する知見の社会への普及に寄

与した。特に WEB サイトや動
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対話を積極的に行った。 

防災科研について報道機関への理解促進を図

るために行った施策は次のとおりである。 

 

1.理事長と記者の懇談会を年間で３回開催し、今

年度は延べ 22社、31名 が参加した。研究者が

研究成果を紹介、発表し、質疑応答や意見交換

を行った。 

 

2.報道発表に合わせ、全国各地の９記者会へ計 10

回訪問し、資料配布と共に防災科研が行う研究

活動についての説明を行った（青森県政２回、

高知県政、宮崎県政、北海道庁、沖縄県政、兵

庫県政、石川県政、茨城県政、弘前市政各記者

会）。 

 

3.これまでに構築した報道関係者とのネットワー

クを基盤に、通常の取材対応に加えて、テレビ

局や制作会社に対して情報提供を通じた番組企

画の提案などのアプローチを行った。テレビ局

との連携により、継続的な露出機会の創出につ

ながった（NHK「明日をまもるナビ」防災科研特

集 2週放送、NHKワールド「BOSAI」、NHK「サイ

エンス ZERO」、NHK「フロンティア」、NHK「ザ・

バックヤード」、BS テレビ東京「いまからサイ

エンス」などでも実現）。 

 

・文部科学省制作の令和８年度版学習資料「一家

に一枚」について企画提案を行い、「身近な現象

から知る地球 自然と生きる列島」（＃地球）の

テーマで採択された。これに伴い、学習資料に

加え特設 Webサイトおよび実験・説明動画の企

画・監修を行った。特に探究的な学びを支援す

るため、ポスターに加え、特設 Webサイトや動

画と連携し、体験学習につながるワークシート

や身近な現象が再現できる実験解説動画の制作

画との連携、体験学習に繋が

るしくみの構築、利用促進の

取組により、科学技術の理解

促進に貢献した。また、広報誌

の発行配布、Web掲載を着実に

実施するとともに、ニーズを

可視化し、誌面改善と認知向

上に貢献した。 

 

・多様なイベント等の企画を継

続的に実施し、研究成果の社

会還元と普及促進に大きく貢

献した。特に、参加者と研究者

が直接コミュニケーションを

とることができる場を創出し

たことで、研究者と来場者の

相互理解を深め、研究活動へ

の関心喚起および防災に関す

る理解促進に寄与した。 

 

・次世代層への防災教育の推進

および研究機関としての地域

連携強化に貢献した。防災科

研の専門性を活かした教育支

援として、社会的要請への対

応強化および地域防災力向上

に寄与した。 

ターゲットに合わせた展示

内容の企画・実施により、民間

企業や公的機関に対して実験

施設の利用を効果的に紹介

し、利用を増進し、防災科学技

術の広範囲な活用に貢献し

た。 
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に尽力した。ポスターは、主に令和 8年度の科

学技術週間以降、全国の小・中学校、高等学校、

大学のほか、科学館、博物館、公立図書館等で

約 31万枚が配布される。 

広報誌『防災科研ニュース』を年４回発行し、

約 1,700カ所の関係各所および施設見学・シン

ポジウム等で配布するとともに防災科研 Webサ

イトにも掲載した。令和７年度は反響調査を実

施し、約 200名から回答を得て、概ね良好であ

ることを把握するとともに、意見を分析するこ

とにより、読者ニーズを可視化し、令和８年度

から誌面改善に向けた具体的な制作方針の策定

につなげた。 

 

・シンポジウム・ワークショップ等を 74回開催し

た。大規模なイベントとしては、４月に一般公

開（約 2,000人参加）を、２月に成果発表会（約

650人参加）を行った。また、研究紹介、成果発

表、体験型ワークショップ等を企画・開催し、

来場者と研究者が直接対話できる機会を創出し

た。さらに、大型イベントの際、ポスターセッ

ションや意見交換会を行うことで、多くの来場

者と研究者の良質なコミュニケーションを図る

機会を設けた。そのほか、つくば市主催の「つ

くばちびっ子博士に」参加し、初めてワークシ

ョップ形式（サマーラボ）を実施した。 

 

・アウトリーチ活動として、21の外部イベントに

出展を行った。ターゲットに合わせた出展内容

や訴求ポイントの明確化を意識した展示を行

い、民間企業や公的機関の来場者に対して実験

施設の利用に関する紹介を行い、対面のコミュ

ニケーションを重視した。 
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Ⅱ.業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
1.当事務及び事業に関する基本情報 

 Ⅱ-1柔軟かつ効率的なマネジメント体制 
 
2.主要な経年データ 

評価対象となる 

指標 
達成目標 基準値等 

令和 5 

年度 

令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

(参考情報) 

当該年度までの累積

値等、必要な情報 

―           

 
3.中長期目標、中長期計画、評価軸、指数、業務実績に係る自己評価 

中長期計画 年度計画 評価軸、指標等 業務実績 
自己評価 

評定 Ａ 
1.柔軟かつ効率的なマネ

ジメント体制 

1.柔軟かつ効率的なマネ

ジメント体制 

 1.柔軟かつ効率的なマネジメント体制 1.柔軟かつ効率的なマネジメント体制 

    ＜評定に至った理由＞ 

中長期計画における所期の目標を上

回る成果が得られていると認められ

る。 

業務の質の向上及びガ

バナンスの強化ととも

に、効率的なマネジメン

トを推進するため、業務

運営の評価によりマネジ

メント体制の不断の見直

し・改善を図る。また、独

立行政法人に関する制度

の見直しの状況を踏ま

え、適切な取組を行う。 

業務の質の向上及びガ

バナンスの強化とともに、

効率的なマネジメントを

推進するため、業務運営の

評価によりマネジメント

体制の不断の見直し・改善

を図る。また、独立行政法

人に関する制度の見直し

の状況を踏まえ、適切な取

組を行う。 

  (評定の根拠) 

○「柔軟かつ効率的なマネジメント体

制」として、以下の実績は、中長期計

画における目標を上回る成果が得ら

れていると認められる。 

 

 

(1)研究組織及び事業の (1)研究組織及び事業の見 ＜評価の視点＞ (1)研究組織及び事業の見直し (1)研究組織及び事業の見直し 
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見直し 直し 【体制の観点】 

〇法人の長のマネジメン

トをサポートする仕組

み、体制等が適切であ

るか。 

 

・経営企画体制の強化、

統合的・分野横断的に

研究開発を行う研究体

制の再編を推進するこ

とができたか。 

 

・理事長のリーダーシッ

プの下での業務の継続

的改善、権限と責任を

明確にした組織運営、

国・関係機関と役割分

担を考慮した研究開発

を行ったか。 

 

【長としての資質の観

点】 

〇リーダーシップが発揮

されているか。 

 

・法人の長がリーダーシ

ップを発揮できる環境

は整備され、実質的に

機能しているか。 

 

   補助評定：Ａ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

国立研究開発法人の業績向上努力に

より、中長期計画における所期の目標

を上回る成果が得られていると認めら

れる。 

 

理事長のリーダーシッ

プの下、研究開発成果の

最大化に向けて、研究開

発能力及び経営管理能力

の強化に取り組む。 

経営に関する戦略立

案、環境整備、業務体制、

危機管理などをより一層

効率的・効果的に行うた

め、関連部署が連携し、企

画機能のさらなる強化を

図るとともに、組織の在

り方についても不断の見

直しを行う。 

様々な自然災害に関し

て基礎研究から社会実装

に至るまでの総合的な取

組に対応し、統合的・分野

横断的研究開発を行い、

総合知を生み出せるよ

う、研究体制の見直しを

進め防災科学技術の中核

的機関として最適な研究

を推進できる組織運営を

行う。 

また、経営諮問会議等、

外部からの客観的・専門

的かつ幅広い視点での助

理事長のリーダーシッ

プの下、研究開発成果の最

大化に向けて、研究開発能

力及び経営管理能力の強

化に取り組む。 

経営に関する戦略立案、

環境整備、業務体制、危機

管理などをより一層効率

的・効果的に行うため、事

務部門と研究部門が参画

する連絡調整会議により、

企画機能のさらなる強化

を図るとともに、組織の在

り方についても不断の見

直しを行う。 

様々な自然災害に関し

て基礎研究から社会実装

に至るまでの総合的な取

組に対応し、統合的・分野

横断的研究開発を行い、総

合知を生み出せるよう、研

究体制の見直しを進め防

災科学技術の中核的機関

として最適な研究を推進

できる組織運営を行う。 

また、経営諮問会議等、

外部からの客観的・専門的

かつ幅広い視点での助言・

 

 

 

・理事長のリーダーシップの下、「研究

開発成果の最大化」に向けて、研究

開発能力及び経営管理能力の強化に

取り組んだ。 

 

・４つの研究領域を中心とした組織体

制の定着化を図り、研究領域内にお

ける会議やセミナー等での議論を踏

まえて、複数の研究部門・センター

が連携した新たな研究テーマの検討

や外部資金プロジェクトへの参画、

外部機関との共同研究の実施、国際

連携等へと発展させた。 

 

・２名の研究主監と各研究領域長から

構成される研究主監会議において

は、国家的課題に対応する新たな研

究プロジェクト構想の具体化に向け

た検討を着実に進めるとともに、人

事評価制度について検討し、制度の

見直しと関連規程の改正につなげ

た。国家的課題に対応する研究プロ

ジェクト構想については、今後 10年

程度を見据えた長期的構想案や国家

プロジェクトとして取り組むべき重

(評定の根拠) 

○「研究組織及び事業の見直し」とし

て、職員個々及び所全体としての研

究開発能力及び経営管理能力の強化

を図った以下の実績は、中長期計画

における目標を上回る成果が得ら

れていると認められる。 

 

・４つの研究領域を中心とする組織体

制の定着化を図り、研究領域内で会

議やセミナー等での議論を踏まえ

て、複数の研究部門・センターが連

携した新たな研究テーマの検討や外

部資金プロジェクトへの参画、外部

機関との共同研究の実施、国際連携

等につなげた点は、「研究開発成果の

最大化」に向けて将来的な成果の創

出への期待等が認められ、高く評価

できる。 

また、研究主監会議において、国家

的課題に対応する新たな研究プロジ

ェクトの構想に向けた検討を着実に

進めるとともに、その具体化、実現

のためにフィージビリティスタディ

を実施した点は、大規模プロジェク

トに向けた検討を着実に進め、将来

的な成果を創出するうえで、高く評

価できる。人事評価制度についても、
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言・提言も踏まえ、現行事

業運営の課題を把握し、

継続的に見直しを進め、

その解決を図る。 

提言も踏まえ、現行事業運

営の課題を把握し、継続的

に見直しを進め、その解決

を図る。 

要課題の解決方策を具体化、実現す

るため、フィージビリティスタディ

（６件）を実施し、基礎的調査、技術

実現性等調査、実施体制検討等に取

り組んだ。 

 

〇 首都圏を対象とした準リアルタイ

ム強震波形データを用いた次世代地

震被害推定システム構築 FS 

〇首都圏の超軟弱地盤地域の連鎖複合

災害リスクの解明 FS 

〇空の気象観測プラットフォーム FS 

〇豪雨に起因する連鎖型災害リスク評

価 FS 

〇大規模多層集積都市における鉛直移

動システムの地震時機能維持および

早期復旧技術の開発 FS 

〇地震・津波による構造物被害の災害

連鎖解析 FS 

 

・研究主監会議のもとに次期中長期計

画の中心的役割を担うことが期待さ

れる各部門・センターの中堅研究者

（原則 50歳以下）等で構成する府省

連携研究プロジェクト所内検討チー

ムを設置し、令和７年度において

は、「府省連携型研究開発プロジェク

ト検討チーム」を立ち上げ、各研究

部門・センターから研究テーマ案や

研究構想案を集約し、研究領域・研

究部門を横断した検討を行いなが

ら、府省連携を前提とした大規模プ

ロジェクトの提案に向けた具体的検

討に着手した。 

 

 

同会議で検討を行い、制度の見直し

と関連規程の改正が行われており、

研究者の人事制度の見直しを戦略的

に進める観点から高く評価できる。 

府省連携型研究開発プロジェクト

検討チームの設置により、研究領域・

研究部門・センター横断的な大規模

プロジェクトの提案に向けた具体的

検討に着手した点も、防災科学技術

分野において重要な府省連携型研究

プロジェクトへの参画を進める観点

から、高く評価できる。 
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・防災科研自身が被災した場合の業務

継続計画（ＢＣＰ）については従前

より整備していたものの、指定公共

機関としての災害対応に関する各種

計画等との関係が必ずしも整理され

ていなかったため、これらの体系を

見直し整理した上で、自然災害、感

染症、重大事故、武力攻撃その他に

起因するあらゆる非常事態を対象と

する基本計画として位置づけを明確

化し、非常事態発生時の基本方針、

優先業務及び実施体制等を定めた、

全体をカバーする上位計画としての

業務継続計画を新たに策定した。あ

わせて、当該計画に基づき、令和８

年度以降に個別の業務継続計画の見

直し及び整備を進めるための検討を

行った。 

 

・内閣府「経済安全保障重要技術育

成プログラム」を実施するための

体制整備として、令和６年度に設

置した研究共創推進本部のもとに

「経済安全保障重要技術育成プロ

グラム研究センター」を設置した。

また、火山調査研究推進本部の方

針のもと、火山噴出物の分析を一

元的かつ継続的に実施する拠点と

して「火山噴出物分析センター」を

整備するため、同センターのため

の新棟建設に係る業務を担う「火

山噴出物分析センター新棟建設

室」を設置した。 

 

・経営に関する戦略立案、環境整備、業

務体制、危機管理などをより一層効

・指定公共機関としての災害対応と防

災科研自身が被災した場合の業務継

続との関係を整理し、既存の計画を

踏まえつつ、研究所としての業務継

続計画（ＢＣＰ）の位置づけを明確

化した上で、全体をカバーする上位

計画として再構築したことは、利用

可能な経営資源が制約される状況に

おいても必要な業務の継続及び早期

復旧を可能とする基盤を整備すると

ともに、計画体系全体の実効性向上

を図る観点から高く評価できる。さ

らに、今後の個別業務継続計画の見

直し及び整備の方向性を示した点

は、指定公共機関としての責務を含

む法人の業務を確実に果たすための

取組を着実に進展させたものとし

て、評価できる。 

 

・内閣府「経済安全保障重要技術育成

プログラム」を実施するため、研究

共創推進本部のもとに経済安全保障

重要技術育成プログラム研究センタ

ーを新設し、必要な体制整備を迅速

に進めた点は高く評価できる。ま

た、「火山噴出物分析センター新棟建

設室」を速やかに設置した点は、国

の方針である「火山噴出物分析セン

ター」の早急な整備に大きく寄与す

るものであり、高く評価できる。 

 

 

 

 

・経営に関する戦略立案、環境整備、業

務体制、危機管理などをより一層効
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率的・効果的に行うため、企画機能

を一体で行う企画部を引き続き運営

し、企画機能の強化を続けた。柔軟

かつ効率的なマネジメントを行うた

め、理事長直属で特命事項を担当す

る審議役を１名配置し、理事、研究

主監、連携研究フェロー、企画部、審

議役が連携して理事長を支える体制

にて運営を継続した。 

 

・防災科研の経営に係る重要事項等に

ついては、自ら議論する拡大役員会

議及び役員会議を開催しているほ

か、外部から助言及び提言を受ける

ために経営諮問会議を開催し、事業

運営の効率性、透明性の確保に努め

た。 

 

率的・効果的に進めるため、企画機

能を一体的に担う企画部を引き続き

運営し、その強化に取り組んでいる

点は評価できる。また、理事、研究主

監、連携研究フェロー、企画部、審議

役が連携して理事長を支える体制

は、法人の長のマネジメントを支え

る仕組みとして適切に機能してお

り、評価できる。 

(2)内部統制 (2)内部統制 ＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

〇法人の長のマネジメン

トをサポートする仕組

み、体制等が適切であ

るか 

 

・理事長のリーダーシッ

プの下での業務の継続

的改善、権限と責任を

明確にした組織運営を

行ったか。 

 

・監事監査において、法

人の長のマネジメント

について留意している

か。 

 

(2)内部統制 (2)内部統制 

   補助評定：Ａ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

中長期計画における所期の目標を上

回る成果が得られていると認められ

る。 

 

「独立行政法人の業務

の適正を確保するための

体制等の整備について」

（平成 26 年 11 月 28 日

総務省行政管理局長通

知）等を踏まえ、理事長の

リーダーシップの下、業

務に係る戦略を策定し、

PDCAサイクルに基づき、

その継続的改善を推進す

る。その際、国の政策との

「独立行政法人の業務

の適正を確保するための

体制等の整備について」

（平成 26年 11月 28日総

務省行政管理局長通知）等

を踏まえ、理事長のリーダ

ーシップの下、業務に係る

戦略を策定し、PDCA サイ

クルに基づき、その継続的

改善を推進する。その際、

国の政策との関係、他機関

 

 

 

 

 

 

 

 

・内部統制に関しては、毎年度、（拡大）

役員会議において、前年度の内部統

制活動の状況を点検・評価し、残さ

(評定の根拠) 

○「内部統制」として、既存の取組を着

実に推進するとともに、以下のとおり

職員個々及び所全体としての経営管理

能力及び統制機能の強化を図った実績

は、中長期計画に照らして顕著な進展

を実現した。 

 

・リスク管理に関しては、毎年度のリ

スク管理計画表に基づき各部署で日常

的なリスク管理活動を行い、その結果
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関係、他機関との連携強

化の取組、研究の成果が

活用されるまでの道筋等

を明らかにする。 

理事長のリーダーシッ

プにより、ブランディン

グを通じたビジョンの構

築と共有、所内コミュニ

ケーションの活発化を行

い、よりよい職場環境及

び研究環境の形成に取り

組む。 

中長期目標の達成を阻

害し得るリスクを、リス

ク管理基本計画に基づき

リスク管理計画表を毎年

度作成することにより適

切に把握し、組織として

対応を行う。また、経営諮

問会議等により、外部か

らの客観的・専門的かつ

幅広い視点での助言・提

言を得ることで、現行事

業運営の課題を把握し、

その解決を図る。さらに、

事業運営の効率性、透明

性の確保に努めるととも

に、法令遵守等、内部統制

の実効性を高めるため、

グループウェア等を活用

することにより運営方針

等の周知を行うなど、日

頃より職員の意識醸成を

行うなどの取組を継続的

に実施する。 

監事による監査機能を

との連携強化の取組、研究

の成果が活用されるまで

の道筋等を明らかにする。 

理事長のリーダーシッ

プにより、４つの研究領域

を中心とする組織運営の

最適化と戦略的な意思決

定、ブランディング、所内

コミュニケーションの活

発化を行い、よりよい職場

環境及び研究環境の形成

に取り組む。 

中長期目標の達成を阻

害しうるリスクを、リスク

管理基本計画に基づきリ

スク管理計画表を作成す

ることにより適切に把握

し、組織として対応を行

う。また、経営諮問会議等

により、外部からの客観

的・専門的かつ幅広い視点

での助言・提言を得ること

で、内部統制に関わる 課

題を把握し、その解決を図

る。さらに、事業運営の効

率性、透明性の確保に努め

るとともに、法令遵守等、

内部統制の実効性を高め

るため、グループウェア等

を活用することにより運

営方針等の周知を行うな

ど、日頃より職員の意識醸

成を行うなどの取組を継

続的に実施する。 

監事による監査機能を

より充実させるために、内

・監事監査において把握

した改善点等につい

て、必要に応じ、法人の

長、関係役員に対し報

告しているか。その改

善事項に対するその後

の対応状況は適切か。 

 

【長としての資質の観

点】 

○リーダーシップが発揮

されているか 

 

・法人の長がリーダーシ

ップを発揮できる環境

は整備され、実質的に

機能しているか。 

 

・法人の長は、組織にと

って重要な情報等につ

いて適時的確に把握す

るとともに、法人のミ

ッション等を役職員に

周知徹底しているか。 

 

・法人の長は、法人の規

模や業種等の特性を考

慮した上で、法人のミ

ッション達成を阻害す

る課題（リスク）のう

ち、組織全体として取

り組むべき重要なリス

クの把握・対応を行っ

ているか。 

 

・法人の長は、内部統制

れた課題等を明確にするとともに、

当該年度における内部統制活動の重

点に関し審議し、決定している。前

年度内部統制活動の状況に関する報

告についてはグループウェアに掲載

し、全ての職員が閲覧できるように

している。 

  

・年頭挨拶等の場において、理事長か

ら全職員に対して新年の重点取組事

項を示すとともに、研究所の基本目

標や理念について再周知すること

で、組織の方針に関する職員の意識

醸成を図った。また、令和７年９月

には、令和６年度の年度評価を踏ま

えた理事長メッセージを発信し、令

和７年度の年度評価を見据えた対応

方針を明確に示した。 

 

・研究部門ごとに研究職員と役員との

意見交換会を実施し、令和６年度の

年度評価で示された課題や、研究領

域・研究部門を横断するプロジェク

ト等について、研究現場が抱える課

題や意見を役員が把握するととも

に、今後の取組に向けた意見交換を

行った。経営陣が有する将来ビジョ

ンや防災科研のあり方に関する意義

の伝達・共有を行うと共に、職員の

意見を適切に把握し、組織運営に適

宜反映させるよう努めている。  

 

・拡大役員会議を原則月２回開催し、

各部署の業務の遂行状況を把握する

とともに、部門長等に対し、理事長

としての意思を伝え意見交換を行っ

を点検して翌年度のリスク管理計画表

に反映させるよう PDCA サイクルとな

っているところ、令和７年度に各部署

における日常的なリスク管理と PDCA

の運用の関連性を高め、その定着を進

めた。 

 

・令和７年度から公的研究費に関する

研修受講報告提出にあわせて、全役職

員から不正防止に関する誓約書を徴収

する運用を開始し、毎年度、役職員全

員を対象に不正防止に係る確認を行う

仕組みを導入し、全役職員における公

的研究費の適正執行の一層の徹底を図

った。 

 

・内部統制推進規程に基づく不備事象

の報告体制について、発生後直ちに推

進担当部署へ報告される仕組みを明確

化し迅速な情報共有と初動対応を強化

したり、委員会の頻度を年１回から年

２回へ増やしたりするなどして、定期

的な点検・評価の仕組みを強化し、組

織全体として内部統制の実効性を向上

させた。 

 

・①情報セキュリティ・個人情報イン

シデント連絡窓口を一本化し、インシ

デント発生時の初動対応の迅速化を図

った他、②通報窓口・行動規範を明示

したコンプライアンスカードを６年ぶ

りに全面改訂し全職員へ配布したり、

③グループウェア上に散在していた相

談・通報窓口を集約掲載したりする等

して、相談・通報体制の認知向上及び

迷わず相談できる環境の整備を実現し
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より充実させるために、

内部監査等により内部統

制が有効に機能している

かを確認し、適正、効果的

かつ効率的な業務運営に

資する助言を理事長等に

提示する。また、職員を対

象とした内部統制に関す

る研修を実施するなど、

職員の意識醸成及び意識

向上を進める。 

部監査等により内部統制

が有効に機能しているか

を確認し、適正、効果的か

つ効率的な業務運営に資

する助言を理事長等に提

示する。また、職員を対象

とした内部統制に関する

研修を実施するなど、職員

の意識醸成及び意識向上

を進める。 

の現状を的確に把握し

た上で、リスクを洗い

出し、その対応計画を

作成・実行しているか。 

 

ている。役員会議・拡大役員会議に

ついて、審議の実効性との両立を図

るべく公開パートを設定した上で、

全職員による公開パートのウェブ傍

聴を認めることで、業務実施上の重

要事項についての議論を全職員と共

有できるようにし、所内の情報共有

の活性化を図っている。 

 

・リスク管理に関しては、理事長を委

員長とするリスク管理委員会におい

て、毎年度、リスク管理計画表を作

成し、これに基づいてリスク管理活

動を行っている。 

 

・それぞれの部署ごとにリスク管理推

進担当者を任命。毎年度のリスク管

理計画表に基づき、各部署のリスク

管理推進担当者がそれぞれの部署の

対応リスク項目に関する計画を作成

して実施、年度後半には実施状況を

点検し、措置した事項、残された課

題及びリスク対応の中で新たに発生

したリスクを報告。これらの報告を

踏まえて、翌年度リスク管理計画表

を作成して前年度課題とされた事項

に取り組むことにしており PDCA サ

イクルに沿った手順が整備されてい

る。 

 

・リスク管理計画表の作成にあたり、

リスク管理委員会において、リスク

管理推進担当者からの実施状況の点

検報告等を基に、当該年度研究所全

体として重点的に取り組むべきリス

ク項目を選定している。 

た。 

 

・令和７年度の重点事項である「研究

インテグリティ・セキュリティの確保」

については、「研究活動の国際化、オー

プン化に伴うリスクに対応した研究イ

ンテグリティ確保のための実施事項に

ついて」（理事長達）の制定や類似性（剽

窃）チェックツールの導入をはじめと

する環境整備など、規程及び運用の両

面から、防災科研における研究インテ

グリティ・セキュリティの確保に関す

る取組の抜本的強化を図るなど、通報、

不正防止、利益相反マネジメント、研

究インテグリティ等に係る関連規程の

整備・見直しを進め、コンプライアン

ス体制を強化した。 

 

・年度評価を見据えた対応方針を明確

に示した理事長メッセージの発信等、

職員が直接理事長の考えに触れる機会

を増大させた。 

 

・令和７年度の事務職員と役員との意

見交換会は対象を係員に絞り、役員と

の意見交換に先立ち、事務職員（係員）

同士による議論の場を新たに設置し

た。係員同士の議論において、日常業

務や働き方に関する気づきや意見を共

有し、その内容を役員と共有すること

で、係員と役員の相互理解を深化させ

るとともに、所内コミュニケーション

の活性化が図られた。 
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・コンプライアンス関連の状況変化等

を踏まえて適宜規程類を整備しグル

ープウェア等を通じた周知徹底を行

うこととしており、令和７年度は、

「防災科学技術研究所内部通報及び

外部通報に関する規程」、「防災科学

技術研究所研究活動の不正防止に関

する規程」、「利益相反マネジメント

規程」の改正ならびに、令和６年度

制定した「研究インテグリティに関

する当面の対応」についての理事長

達を全面的に見直しするなどした。 

 

・役員による経営管理と職員の意識醸

成に資するため、予算の配分・執行

状況をグラフ等でわかりやすく「見

える化」した資料を作成し、定期的

に拡大役員会議で報告を行ってい

る。また、「財務会計システム」によ

り、職員誰もがアクセスした日の前

日時点における執行状況を一覧で把

握できるようにしている。 

 

・経理課においては、一定の執行残等

が生じている部署等を対象に執行状

況調査を実施し、具体的な執行案件、

不用見込額の有無を確認している。

調査結果は企画課及び契約課に共有

しており、調査で確認された不用見

込額は予算の再配分に活用してい

る。また、契約課が作成する契約案

件リスト（各部署等が作成、提出す

る一定金額以上の契約案件のリス

ト）は、高額な執行案件の起票状況

の確認等、執行状況の把握に活用さ
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れている。 

 

・事務業務支援システム（ガルーン）、

勤怠管理システム、財務会計システ

ム、研究者業績の総合的利活用シス

テム（NISE）、人事給与システム、仕

様書データベースなど業務の合理

化、効率化のための各種システムの

導入、更新、また、テレワーク、テレ

コミュニケーション、ウェブ会議等

のための物的環境の整備、ビジネス

チャットツール「チャットワーク」、

ペーパーレス会議、Web 会議の定常

化、所内手続きの電子化及び SOP（標

準作業手順書）を推進し、業務効率

化に役立てている。 

 

・SOP は部内の内規的位置づけである

が、他部署においても有用と考えら

れるものについては適宜マニュアル

（経理業務マニュアル、契約事務マ

ニュアル等）に反映させ、グループ

ウェアを通じて公開している。また、

公的研究費に関する研修において、

制度の全体像及び外部資金執行上の

留意事項の説明とともに、契約、検

査、物品管理、旅費、雇用管理等ごと

に担当部署が資料を作成して説明し

ており、さらに、当該資料を取りま

とめ、研修終了後も全職員がいつで

もマニュアルとして参照できるよう

束ねてグループウェアに掲載した。 

 

・研究部門及び事務部門の双方から構

成される連絡調整会議を開催し、業

務の円滑な遂行に向けた議論を行っ
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た。会議で共有された内容は、関係

部署で検討を行い、事務手続きの見

直しや業務運営の改善につなげた。 

 

・理事長に提出した監事監査実施計画

書に基づき、中長期計画に定められ

た業務が円滑に運ばれているかとい

う観点から、監事により内部統制の

推進状況、研究業務および事務業務

の状況ならびに組織の運営状況など

に重点を置いた、書面監査、実地監

査、アンケート、ヒアリング等によ

り監査を実施。内部監査実施計画等

に基づき、会計、契約、資産管理、公

的研究費の執行等の項目について、

書面監査、ヒアリング、実地監査な

どにより毎年度内部監査を実施して

いる。 

 

・内部統制推進規程に基づく、各組織

の内部統制推進責任者による不備事

象等に関する推進担当部署への報告

を受けるとともに、半年ごとの内部

統制委員会において、必要に応じた

最高責任者までの報告を含めて、是

正措置等の検討及び対応が適切に取

られたことを点検し、評価を実施し

た。 

 

・研究インテグリティ・セキュリティ

の確保に関し、内部統制における令

和 7 年度の重点取組事項として、新

たに「研究活動の国際化、オープン

化に伴うリスクに対応した研究イン

テグリティ確保のための実施事項に

ついて」（理事長達）を制定し、研究



114 

インテグリティ確保のための制度の

見直し・強化、類似性（剽窃）チェッ

クツールの導入、職員のリテラシー

向上方策の充実等に取り組むなど、

規程及び運用の両面から研究インテ

グリティの確保の抜本的強化を図っ

た。具体的には、理事をリーダーと

する研究インテグリティタスクフォ

ースにおいて最新の状況を踏まえ検

討事項（優先度）及び役割分担を明

確化し、国際的活動に伴う新たなリ

スクに組織として対応するための全

所横断的な推進体制を強化するとと

もに、研究インテグリティに関する

理事長達の改正、文書管理及び情報

セキュリティ関連規程の改正、自己

申告制度の見直し及び対象拡充、外

為法に基づく事前確認制度の合理化

等を進めるとともに、研修の充実を

通じた職員のリテラシー向上に積極

的に取り組んだ。 

 

 

(3)研究開発等に係る評

価の実施 

(3)研究開発等に係る評価

の実施 

＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

○法人の長のマネジメン

トをサポートする仕組

み、体制等が適切であ

るか 

 

・理事長のリーダーシッ

プの下での業務の継続

的改善、外部からの意

見や社会における活用

を考慮した研究評価を

行ったか。 

(3)研究開発等に係る評価の実施 (3)研究開発等に係る評価の実施 

   補助評定：Ｂ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

中長期計画における所期の目標を達

成していると認められる。 

 

「国の研究開発に関す

る大綱的指針」（平成28年

12 月 21 日内閣総理大臣

決定）、｢文部科学省にお

ける研究及び開発に関す

る評価指針｣（平成 14 年

「国の研究開発に関す

る大綱的指針」（平成 28年

12月 21日内閣総理大臣決

定）、｢文部科学省における

研究及び開発に関する評

価指針｣（平成 14年６月 20

 

 

 

 

 

 

(評定の根拠) 

○「研究開発等に係る評価」として、研

究開発の特性等を踏まえて国の施策と

の整合性、社会的ニーズ、研究マネジ

メント、アウトカム等の視点から自己

評価等を実施し、各事業の計画・進捗・
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６月 20 日文部科学大臣

決定）、「独立行政法人の

評価に関する指針」（平成

26年９月２日総務大臣決

定）及び「文部科学省所管

の独立行政法人の評価に

関する基準」（平成 27 年

６月 30 日文部科学大臣

決定）に基づき策定した

「防災科学技術研究所に

おける業務の実績に関す

る評価実施要領」により、

業務の実績に関する自己

評価を行うとともに、研

究開発課題についての評

価を行う。その評価結果

は研究計画、予算・人材等

の資源配分に反映させ、

研究開発成果の最大化並

びに適正、効果的かつ効

率的な業務運営を図る。 

日文部科学大臣決定）、「独

立行政法人の評価に関す

る指針」（平成 26年９月２

日総務大臣決定）及び「文

部科学省所管の独立行政

法人の評価に関する基

準」（平成 27年６月 30日

文部科学大臣決定）に基づ

き策定した「防災科学技術

研究所における業務の実

績に関する評価実施要領」

により、業務の実績に関す

る自己評価を行うととも

に、研究開発課題について

の評価を行う。その評価結

果は研究計画、予算・人材

等の資源配分に反映させ、

研究開発成果の最大化並

びに適正、効果的かつ効率

的な業務運営を図る。 

 

【長としての資質の観

点】 

○リーダーシップが発揮

されているか 

 

・法人の長がリーダーシ

ップを発揮できる環境

は整備され、実質的に

機能しているか。 

 

・中長期目標・計画の未

達成項目（業務）につい

ての未達成要因の把

握・分析・対応等に着目

しているか。 

 

 

 

 

・年度計画に基づく業務の実施状況を

踏まえた今後の計画については、研

究統括・センター長等からヒアリン

グを行って確認するとともに、共用

施設の利用計画については、関係機

関や外部有識者を含めた運用委員会

又は利用委員会での審議を経て決定

した。これらの業務の実施状況につ

いては、前述のヒアリングのほか、

研究職員及び事務職員の業績評価等

を通じて適宜把握を行うとともに、

毎年の評価委員会で評価している。 

 

・文部科学大臣による「国立研究開発

法人防災科学技術研究所の令和６年

度における業務の実績に関する評

価」における評価結果は、令和８年

度の各部署等の予算配分を決定する

際の参考として活用するとともに、

当該評価で示された今後の課題につ

いては、「研究職員と役員との意見交

換会」において、役員を含めて意見

交換を行った。 

 

・各年度における業務実績の自己評価

業務を抜本的に見直すため、理事長

から自己評価に関する方針を示すと

ともに、研究主監による研究部門・

センターの業務実績レビューや、事

務部門における各課室長と役員との

意見交換など、各種施策の検討を進

めた。 

成果等の妥当性の評価を行った以下の

実績は、中長期計画における目標を達

成していると認められる。 

 

・年度計画に基づく業務の実施状況に

ついて、研究統括やセンター長等へ

のヒアリングを通じて適切に把握し

て必要な確認が行うとともに、評価

委員会において当該年度の自己評価

を実施しており、研究開発成果の最

大化や適正・効果的かつ効率的な業

務運営を図るための評価の仕組みが

引き続き維持されている。また、文

部科学大臣による「国立研究開発法

人防災科学技術研究所の令和６年度

における業務の実績に関する評価」

における評価結果は次年度の予算配

分の参考として活用されるととも

に、今後の対応については役員を含

めた意見交換も行っており、評価結

果を踏まえた着実な業務運営が図ら

れている。 

共用施設の利用計画についても、

関係機関や外部有識者を含む委員会

での審議を経て決定されており、運

営の透明性と客観性が確保されてい

る。 
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1.当事務及び事業に関する基本情報 

 Ⅱ-2業務運営の効率化 
 
2.主要な経年データ 

評価対象となる 

指標 
達成目標 

令和 5 

年度 

令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

(参考情報) 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

一般管理費 

(百万円) 
 318 321 311     

 

効率化(％) 

毎年度平均

で前年度比

3％以上 

3.3% 3.2% 3.2%     

業務経費 

(百万円) 
 5,923 6,196 7,066     

効率化(％) 

毎年度平均

で前年度比

1％以上 

18.3% 9.3% 1.7%     

 
3.中長期目標、中長期計画、評価軸、指数、業務実績に係る自己評価 

中長期計画 年度計画 評価軸、指標等 業務実績 
自己評価 

評定 Ｂ 
2.業務運営の効率化 2.業務運営の効率化  2.業務運営の効率化 2.業務運営の効率化 

    ＜評定に至った理由＞ 

中長期計画における所期の目標を達成

していると認められる。 

 

    (評定の根拠) 

○「業務運営の効率化」として、以下の

実績は、中長期計画における目標を
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達成していると認められる。 

 

(1)業務の合理化・効率化 (1)業務の合理化・効率化 ＜評価の視点＞ 

【電子化の推進】 

・電子化の促進を図って

いるか。 

 

・情報共有体制を整備し

ているか。 

 

(1)業務の合理化・効率化 (1)業務の合理化・効率化 

   補助評定：Ｂ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

中長期計画における所期の目標を達

成していると認められる。 

 

業務における電子化を

推進するなどにより、防

災科研における業務の合

理化・効率化を図る。 

「国の行政の業務改革

に関する取組方針～行政

の ICT 化・オープン化、

業務改革の徹底に向けて

～」（平成 26年７月 25日

総務大臣決定）を踏まえ、

決裁や文書保存における

電子化、会議のオンライ

ン化を促進し、事務手続

きの簡素化・標準化を図

ることで、迅速性・利便性

の向上に努める。 

また、テレワーク、フレ

ックス制、裁量労働制と

いった多様な働き方に関

し検討を進め、合理化・効

率化に資するものの利用

拡大・運用を進めるほか、

グループウェアを活用し

た所内における情報共有

等により即時性を高める

など、業務の合理化・効率

化に継続して取り組む。 

業務における電子化を

推進するなどにより、防災

科研における業務の合理

化・効率化を図る。 

「国の行政の業務改革

に関する取組方針～行政

の ICT化・オープン化、業

務改革の徹底に向けて

～」（平成 26年７月 25日

総務大臣決定）を踏まえ、

決裁や文書保存における

電子化、会議のオンライン

化を促進し、事務手続きの

簡素化・標準化を図ること

で、迅速性・利便性の向上

に努める。 

また、テレワーク、フレ

ックス制、裁量労働制とい

った多様な働き方に関し

検討を進め、合理化・効率

化に資するものの利用拡

大・運用を進めるほか、グ

ループウェアを活用した

所内における情報共有等

により即時性を高めるな

ど、業務の合理化・効率化

を継続して取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

・会計システムについて、当該年度と

翌年度の連携機能を追加することで

所内経理担当者が行う予算の設定登

録作業を効率化した。具体的には、

当該年度の配算体と紐づくユーザー

等の設定情報を変更した際に翌年度

の配算体も連動して反映させること

で、一度の設定登録作業で済むよう

にシステム改修を行った。これによ

り翌年度の配算体の設定情報を早期

に変更することが可能となり、円滑

な執行に寄与した。 

 

・グループウェアを活用した情報共有

等の合理化・効率化の効果を高める

ため、職員の声を受け、グループウ

ェアのトップページの掲載方法を見

直すことにより、事務手続きの利便

性を高める改善を行った。 

 

・業務の合理化・効率化に向け、多様な

働き方の推進に取り組み、子の看護

(評定の根拠) 

○以下の実績により、業務運営の効率

化に資する環境整備及び制度検討を

段階的に進めており、中長期計画に沿

った取組が着実に実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グループウェアの運用の見直しを随

時行ったことにより、業務の合理化・

効率化が促進された。 

 

 

 

 

・多様な働き方の推進として子の看護

等休暇の適用拡大やベビーシッター
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等休暇について、法定の範囲を超え

て適用対象を拡大した運用を開始し

た。また、ベビーシッター利用支援

制度について、令和８年度からの導

入に向けた検討及び制度設計を実施

した。 

 

・フレックスタイム制については、既

に導入している制度の運用を踏まえ

つつ、事務系職の一部未整備部分へ

の適用拡大に向け、管理職員及び対

象となる職員へのアンケートを実施

し、ニーズや課題の把握を行うなど、

制度導入に向けた具体的な検討を進

めた。 

 

・人事手続の効率化の観点から、発令

に係る運用の見直しを行い、イント

ラへの掲載による発令へ一本化する

ことで、所属長における発令伝達及

び人事課への報告業務の削減並びに

人事課における手続の簡素化を図る

とともに、職員への情報伝達の迅速

化・確実化を図った。なお、この見直

しは、所属長等から寄せられた改善

要望を踏まえ、従前の運用の目的や

必要性を精査した上で、より合理的

な方法として導入したものである。 

 

 

利用支援制度の導入準備を進めると

ともに、一部未整備の事務系職員のフ

レックスタイム制の導入に向けた検

討を具体的に進めるなど、職場環境の

整備に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・人事手続の効率化の観点から、発令

に係る運用の見直しを行い、手続の簡

素化及び業務負担の軽減を図るなど、

業務の合理化・効率化に資する取組を

進めた。 

 

(2)経費の合理化・効率化 (2)経費の合理化・効率化 ＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費の効率化

（数値目標：毎年度平

均で前年度比３％以

上） 

 

(2)経費の合理化・効率化 (2)経費の合理化・効率化 

   補助評定：Ｂ  

   ＜補助評定に至った理由＞ 

 中長期計画における所期の目標を達

成していると認められる。 
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管理部門の組織の見直

し、調達の合理化、効率的

な運営体制の確保等に引

き続き取り組むことによ

り、経費の合理化・効率化

を図る。 

運営費交付金を充当し

て行う事業は、新規に追

加されるもの、拡充分は

除外した上で、法人運営

を行う上で各種法令等の

定めにより発生する義務

的経費等の特殊要因経費

を除き、一般管理費（公租

公課を除く。）については

毎年度平均で前年度比

３％以上、業務経費は毎

年度平均で前年度比１％

以上の効率化を図る。新

規に追加されるものや拡

充される分は翌年度から

同様の効率化を図ること

とする。 

「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の

推進について」（平成 27

年５月 25 日総務大臣決

定）に基づき調達等合理

化計画を毎年度策定した

上で、契約については一

般競争入札を原則とした

透明性・競争性を確保し

た取組を着実に実施し、

調達については茨城県内

の研究機関等で構成する

茨城県内８機関共同調達

管理部門の組織の見直

し、調達の合理化、効率的

な運営体制の確保等に引

き続き取り組むことによ

り、経費の合理化・効率化

を図る。 

運営費交付金を充当し

て行う事業は、新規に追加

されるもの、拡充分は除外

した上で、法人運営を行う

上で各種法令等の定めに

より発生する義務的経費

等の特殊要因経費を除き、

一般管理費（公租公課を除

く。）については毎年度平

均で前年度比３％以上、業

務経費は毎年度平均で前

年度比１％以上の効率化

を図る。新規に追加される

ものや拡充される分は翌

年度から効率化を図るこ

ととする。 

「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の

推進について」（平成 27年

５月 25日総務大臣決定）

に基づき調達等合理化計

画を策定し、契約について

は一般競争入札を原則と

した透明性・競争性を確保

した取組を着実に実施し、

調達については茨城県内

の研究機関等で構成する

「茨城県内８機関共同調

達連絡協議会」に引き続き

参画し共同調達に取り組

・業務経費の効率化（数

値目標：毎年度平均で

前年度比１％以上） 

 

＜その他の指標＞ 

・「独立行政法人の事務・

事業の見直しの基本方

針」への取組 

 

 

 

 

・運営費交付金を充当して行う事業

は、新規拡充分等に係る経費を除き、

前年度比で一般管理 3.2％、業務経費

1.7％の効率化となり、目標を達成し

た。 

 

 

 

 

 

・令和７年３月の「予算決算及び会計

令」（昭和 22 年勅令第 165 号）の少

額随意契約及び指名競争契約の基準

額の変更改正に伴い、「防災科学技術

研究所契約事務規程」について、上

記同様の変更を行うとともに、随意

契約をすることができる項目の見直

しを行い、令和７年９月 25日に改正

した。 

(評定の根拠) 

○以下の実績により、中長期計画にお

ける目標を達成した。 

 

・一般管理費の効率化については、新

規拡充分等に係る経費を除き、前年

度比で 3.2％減（※）であった。 

 

・業務経費の効率化については、新規

拡充分等に係る経費を除き、前年度

比で 1.7％減（※）であった。 

 

※一般管理費及び業務経費ともに、

令和７年度は電力調達の入札の結

果、供給業者の変更によって基本料

等の契約単価が低下したことが主な

要因である。 

一方、業務経費においては、研究開

発等の遂行に必要な機器等の調達を

進めたことによる増加も含まれる。 
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連絡協議会に引き続き参

画し共同調達に取り組

む。本取組においては契

約監視委員会において点

検するなどにより適正性

を確保するとともに、そ

の結果を公表する。 

 

 

む。本取組においては契約

監視委員会において点検

するなどにより適正性を

確保するとともに、その結

果を公表する。 

(3)人件費の合理化・効率

化 

(3)人件費の合理化・効率

化 

＜評価の視点＞ 

【総人件費改革への対

応】 

・取組開始からの経過年

数に応じ取組が順調

か。また、法人の取組は

適切か。 

 

【給与水準】 

・給与水準の高い理由及

び講ずる措置（法人の

設定する目標水準を含

む）が、国民に対して納

得の得られるものとな

っているか。 

 

・法人の給与水準自体が

社会的な理解の得られ

る水準となっている

か。 

 

・国の財政支出割合の大

きい法人及び累積欠損

金のある法人につい

て、国の財政支出規模

や累積欠損の状況を踏

まえた給与水準の適切

(3)人件費の合理化・効率化 (3)人件費の合理化・効率化 

   補助評定：Ａ 

   ＜補助評定に至った理由＞ 

中長期計画における所期の目標を上回

る成果が得られていると認められる。 

 

給与水準については、

国家公務員の給与水準を

十分配慮し、手当を含め

役職員給与の在り方につ

いて厳しく検証した上

で、防災科研の業務の特

殊性を踏まえた適正な水

準を維持するとともに、

検証結果や取組状況を公

表するものとする。また、

適切な人材の確保のため

に必要に応じて弾力的な

給与を設定できるものと

し、その際には、国民に対

して納得が得られる説明

に努めるものとする。 

給与水準については、国

家公務員の給与水準を十

分配慮し、手当を含め役職

員給与の在り方について

厳しく検証した上で、防災

科研の業務の特殊性を踏

まえた適正な水準を維持

するとともに、検証結果や

取組状況を公表するもの

とする。また、適切な人材

の確保のために必要に応

じて弾力的な給与を設定

できるものとし、その際に

は、国民に対して納得が得

られる説明に努めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

・給与水準については、国家公務員の

給与水準を踏まえつつ適正な水準の

維持に努めた。 

 

・令和７年度の防災科研の国家公務員

に対するラスパイレス指数は、下記

のとおりであった。 

事務系職員： 100.6 

年齢・地域・学歴勘案： 101.4 

研究職員： 99.4 

年齢・地域・学歴勘案： 100.6 

 

・有期雇用職員の俸給について、人事

院勧告を踏まえた見直しを行うこと

(評定の根拠) 

○以下の実績により、人件費の合理化・

効率化を図りつつ、人材基盤の強化

を一体的に推進し、中長期計画に照

らして顕著な進展を実現した。  

  

・給与水準については、国家公務員の

給与水準を踏まえた適正な水準の維

持に努めるとともに、有期雇用職員

の俸給について人事院勧告を踏まえ

た見直しに向けた制度整備を行うな

ど、社会情勢の変化を踏まえた柔軟

かつ適切な対応を行った。また、無

期労働契約転換職員の再雇用時にお

ける給与水準の見直しを実施し、人

件費の合理化・効率化に資する制度

運用の適正化を図った。 

 

・一方で、研究活動を支える基盤の強

化及び優秀な人材の確保・定着の観



121 

性に関して検証されて

いるか。 

 

 

【諸手当・法定外福利費】 

・法人の福利厚生費につ

いて、法人の事務・事業

の公共性、業務運営の

効率性及び国民の信頼

確保の観点から、必要

な見直しが行われてい

るか。 

とし、令和８年４月からの適用に向

けた制度整備を行った。 

 

・人件費の合理化・効率化の観点から、

無期労働契約転換職員の再雇用時に

おける給与水準の見直しを行い、制

度の適正化を図った。 

 

・一方で、研究活動を支える基盤強化

の観点から、研究支援・専門業務を

担う定年制技術職の制度を新設し、

安定的な人材確保に向けた体制整備

を行った。 

 

・また、有期雇用職員について、所内選

考制度を活用した常勤職員（定年制）

への登用を実施するなど、優秀な人

材の確保・定着に向けた制度運用を

進めた。 

 

※定年制職員常勤職員（研究職）を 10

名、常勤職員（技術職）を８名採用 

 

以上の実績により、人件費の適正化

を図るとともに、持続的な研究実施体

制を支える人材基盤の強化を進め、着

実な成果を上げた。 

 

 

点から、常勤職員（定年制）技術職の

制度を新設するとともに、所内選考

制度を活用した有期雇用職員から常

勤職員（定年制）への登用を進める

など、人材確保に向けた戦略的な取

組を実施した。 
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Ⅲ.財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 
1.当事務及び事業に関する基本情報 

 Ⅲ.財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 
2.主要な経年データ 

評価対象となる 

指標 
達成目標 基準値等 

令和 5 

年度 

令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

(参考情報) 

当該年度までの累積

値等、必要な情報 

―           

 
3.中長期目標、中長期計画、評価軸、指数、業務実績に係る自己評価 

中長期 

計画 

年度 

計画 

主な評価 

指標 
業務実績 

自己評価 

評定 Ｂ 

    ＜評定に至った理由

＞ 

中長期計画におけ

る所期の目標を達成

していると認められ

る。 

 

競 争 的

研 究 資 金

等 の 外 部

資 金 の 積

極 的 な 獲

得 や 施 設

利 用 等 に

よ る 自 己

収 入 の 増

加 等 に 努

め、より健

全 な 財 務

内 容 の 実

競 争 的

研 究 資 金

等 の 外 部

資 金 の 積

極 的 な 獲

得 や 施 設

利 用 等 に

よ る 自 己

収 入 の 増

加 等 に 努

め、より健

全 な 財 務

内 容 の 実

  (評定の根拠) 

○「財務内容の改善

に関する目標を達

成するためとるべ

き措置」として実

施した以下の実績

は、中長期計画に

おける目標を達成

していると認めら

れる。 
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現を図る。

特に、防災

科 研 が 保

有 す る 先

端 的 研 究

施 設 に つ

いては、ニ

ーズ把握・

外 部 へ の

積 極 的 な

働 き か け

を行い、研

究 利 用 の

観 点 か ら

適 当 な 稼

働 率 目 標

及 び 利 用

料 等 を 設

定し、自己

収 入 の 確

保 に 取 り

組む。 

また、運

営 費 交 付

金 の 債 務

残 高 に つ

い て も 勘

案 し つ つ

予 算 を 計

画 的 に 執

行する。必

要 性 が な

く な っ た

と 認 め ら

れ る 保 有

財 産 に つ

現を図る。

特に、防災

科 研 が 保

有 す る 先

端 的 研 究

施 設 に つ

いては、ニ

ーズ把握・

外 部 へ の

積 極 的 な

働 き か け

を行い、研

究 利 用 の

観 点 か ら

適 当 な 稼

働 率 目 標

及 び 利 用

料 等 を 設

定し、自己

収 入 の 確

保 に 取 り

組む。 

また、運

営 費 交 付

金 の 債 務

残 高 に つ

い て も 勘

案 し つ つ

予 算 を 計

画 的 に 執

行する。必

要 性 が な

く な っ た

と 認 め ら

れ る 保 有

財 産 に つ
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い て は 適

切 に 処 分

す る と と

もに、重要

な 財 産 を

譲 渡 す る

場 合 は 計

画 的 に 進

める。 

い て は 適

切 に 処 分

す る と と

もに、重要

な 財 産 を

譲 渡 す る

場 合 は 計

画 的 に 進

める。 

1.予算(人

件 費 の 見

積 も り を

含む)、収

支 計 画 及

び 資 金 計

画 

1.予算(人

件 費 の 見

積 も り を

含む)、収

支 計 画 及

び 資 金 計

画 

＜評価の視

点＞ 

 

【収入】 

【支出】 

【収支計

画】 

【資金計

画】 

【財務状

況】 

 

（当期総利

益（又は当

期総損

失）） 

・当期総利

益（又は

当期総損

失）の発

生要因が

明らかに

されてい

るか。 

 

・また、当

期総利益

1.予算(人件費の見積もりを含む)、収支計画及び資金計画 

 

1.予算(人件費の見

積もりを含む)、収支

計画及び資金計画 

(1)予算 (1)予算 (1)予算 

令和７年度   （単位：百万円） 

区  別 

 予算  実績 

研究 

開発

の推

進 

運用・

利活用

の促進 

中核

的機

関の

形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発

の推

進 

運用・

利活用

の促進 

中核

的機

関の

形成 

法人 

共通 
合計 

収入           

運営費交付金 2,516 4,091 3,478 777 10,862 2,516 4,091 3,478 777 10,862 

寄附金収入 0 0 0 0 0 36 0 0 0 37 

施設整備費補助

金 

0 3,112 2,697 721 6,530 0 3,168 0 0 3,168 

自己収入 0 403 0 0 403 117 297 34 683 1,132 

受託事業収入等 662 0 0 0 662 956 0 0 0 956 

補助金収入 519 5,549 0 0 6,068 464 5,044 0 0 5,508 

 

 

          

計 3,697 13,154 6,175 1,498 24,524 4,089 12,600 3,513 1,461 21,662 

           

・令和７年度の運営

費交付金のうち、

科学技術イノベー

ション創造推進費

を除く執行率は

92.7%に達してい

る。 

 

・当期総利益は、受託

研究収入等により

取得した固定資産

の影響によるもの

であり、独立行政

法人会計基準に基

づき行った処理に

より生じたもの

で、法人の業務運

営に問題等がある

ものではない。 
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（又は当

期総損

失）の発

生要因は

法人の業

務運営に

問題等が

あること

によるも

のか。 

 

（利益剰余

金（又は繰

越欠損

金）） 

 

・利益剰余

金が計上

されてい

る場合、

国民生活

及び社会

経済の安

定等の公

共上の見

地から実

支出 

一般管理費 0 0 0 598 598 0 0 0 606 606 

（公租公課、特殊

経費を除いた一

般管理費） 

0 0 0 593 593 0 0 0 602 602 

うち、人件費 0 0 0 285 285 0 0 0 291 291 

（特殊経費を除

いた人件費） 

0 0 0 281 281 0 0 0 288 288 

物件費 0 0 0 312 312 0 0 0 314 314 

公租公課 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

           

事業費 2,516 4,493 3,478 180 10,667 3,089 4,312 3,222 313 10,937 

（特殊経費を除

いた事業費） 

2,510 4,491 3,475 179 10,655 3,085 4,311 3,220 313 10,930 

うち、人件費 554 239 278 22 1,093 548 230 308 14 1,100 

（特殊経費を除

いた人件費） 

548 236 275 21 1,081 544 228 306 14 1,093 

物件費 1,962 4,254 3,200 158 9,574 2,541 4,082 2,914 299 9,837 

受託研究費 662 0 0 0 662 723 80 13 94 910 

寄附金 0 0 0 0 0 44 0 0 0 45 

補助金事業 519 5,549 0 0 6,068 458 5,038 0 0 5,495 

施設整備費 0 3,112 2,697 721 6,530 0 3,082 0 0 3,082 

           

計 3,697 13,154 6,175 1,498 24,524 4,314 12,513 3,235 1,013 21,075 

 

 

・令和７年度の利益

剰余金は、積立金

29 百万円、前中期

目標期間繰越積立

金 81百万円、当期

総利益 309 百万円

の合計 419 百万円

であったため、過

大な利益とはなっ

ていない。 
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  施される

ことが必

要な業務

を遂行す

るという

法人の性

格に照ら

し過大な

利益とな

っていな

いか。 

 

・繰越欠損

金が計上

されてい

る場合、

その解消

計画は妥

当か。 

 

・当該計画

が策定さ

れていな

い場合、

未策定の

理由の妥

当性につ

いて検証

が行われ

ている

か。さら

に、当該

計画に従

い解消が

進んでい

るか。 

（参考）運営費交付金債務の推移は以下のとおり。 

 （単位：百万円） 

 

令和５年

度末 

（初年

度） 

令和６年

度末 

令和７年

度末 

令和８ 

年度末 

令和９ 

年度末 

令和 10 

年度末 

令和 11 

年度末 

（最終年

度） 

当期の運営費交付金交

付額（a） 
10,882 15,097 10,862     

当期の運営費交付金債

務残高(b) 
946 5,686 6,140     

当期の運営費交付金残

存率（b÷a×100） 
8.7％ 37.7% 56.5%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)収支計

画 

(2)収支計

画 

(2)収支計画 

令和７年度 （単位：百万円） 

区  別 

予算 実績 

研究開

発の推

進 

運用・

利活用

の促進 

中核的

機関の

形成 

法人共

通 
合計 

研究開

発の推

進 

運用・

利活用

の促進 

中核的

機関の

形成 

法人共

通 
合計 

 

費用の部                    

 経常経費 4,344 12,325 3,683 806 21,158 3,923 11,465 3,076 1,021 19,486  

  一般管理費 0 0 0 779 779 0 0 0 904 904  

   うち、人件費 0 0 0 567 567 0 0 0 528 528  

      物件費 0 0 0 211 211 0 0 0 375 375  

     公租公課 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1  

  業務経費 2,712 3,976 3,517 0 10,205 2,910 3,982 3,042 0 9,934  

   うち、人件費 1,195 513 557 0 2,265 1,229 485 679 0 2,392  

      物件費 1,517 3,463 2,960 0 7,940 1,681 3,497 2,364 0 7,541  

  施設整備費 0 1,566 0 0 1,566 0 297 0 0 297  
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（運営費交

付金債務） 

・当該年度

に交付さ

れた運営

費交付金

の当該年

度におけ

る未執行

率が高い

場合、運

営費交付

金が未執

行となっ

ている理

由が明ら

かにされ

ている

か。 

 

・運営費交

付金債務

（運営費

交付金の

未執行）

と業務運

営との関

係につい

ての分析

が行われ

ている

か。 

 

 

  受託研究費 662 0 0 0 662 486 15 0 96 597  

  補助金事業費 519 2,749 0 0 3,268 318 1,951 0 0 2,269  

  減価償却費 452 4,033 165 27 4,678 210 5,221 34 22 5,486  

 財務費用 0 11 0 0 11 0 1 0 0 1  

 雑損 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2  

 臨時損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

                     

計 4,344 12,335 3,683 806 21,169 3,925 11,466 3,076 1,021 19,488  

                     

収益の部                     

 運営費交付金収益 2,662 3,561 3,481 746 10,450 2,260 3,798 2,963 801 9,821  

 施設費収益 0 1,566 0 0 1,566 0 297 0 0 297  

 受託収入 662 0 0 0 662 496 15 0 96 607  

 補助金収益 519 2,749 0 0 3,268 318 1,812 0 0 2,130  

 その他の収入 0 403 0 0 403 681 190 239 68 1,178  

 賞与引当金見返に

係る収益 
27 12 20 18 78 42 19 19 21 101  

 退職給付引当金見

返に係る収益 
23 10 17 15 65 40 1 24 14 79  

 資産見返運営費交

付金戻入 
134 307 49 26 516 159 207 29 22 416  

 資産見返物品受贈

額戻入 
314 718 115 0 1,148 0 101 0 0 101  

 資産見返補助金戻

入 
0 3,001 0 0 3,001 12 4,908 0 0 4,920  

 資産見返寄附金戻

入 
3 7 1 1 13 17 4 0 0 21  

 臨時収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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（溜まり

金） 

・いわゆる

溜まり金

の精査に

おいて、

運営費交

付金債務

と欠損金

等との相

殺状況に

着目した

洗い出し

が行われ

ている

か。 

 

                     

計 4,344 12,335 3,683 806 21,169 4,025 11,351 3,274 1,021 19,671  

                     

純利益 0 0 0 0 0 100 △115 198 △0 182  

前中長期目標期間繰

越積立金取崩額 
0 0 0 0 0 11 115 0 0 126  

目的積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

総利益 0 0 0 0 0 110 △0 198 0 309  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)資金計

画 

(3)資金計

画 

(3)資金計画  

  令和７年度 （単位：百万円） 

区  別 

予算 実績 

研究

開発

の推

進 

運用・

利活用

の促進 

中核

的機

関の

形成 

法人

共通 
合計 

研究

開発

の推

進 

運用・利

活用の促

進 

中核

的機

関の

形成 

法人

共通 
合計 

 

資金支出 3,697 13,154 6,175 1,498 24,524 3,698 12,794 3,231 1,852 21,575  

 業務活動による支出 2,696 6,520 3,111 580 12,907 3,549 6,371 3,021 936 13,878  

 投資活動による支出 968 6,558 3,052 912 11,489 149 6,396 210 916 7,670  

 財務活動による支出 33 76 12 7 128 0 27 0 0 27  

 翌年度への繰越金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,138  

                   

資金収入 3,697 13,154 6,175 1,498 24,524 4,134 12,738 3,508 802 21,182  

 業務活動による収入 3,697 10,042 3,478 777 17,994 4,134 9,570 3,508 802 18,014  

  運営費交付金によ

る収入 
2,516 4,091 3,478 777 10,862 2,516 4,091 3,478 777 10,862  
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  受託収入 662 0 0 0 662 980 0 0 0 980  

  補助金収入 519 5,549 0 0 6,068 464 5,044 0 0 5,508  

  その他の収入 0 403 0 0 403 174 436 30 25 664  

 投資活動による収入 0 3,112 2,697 721 6,530 0 3,168 0 0 3,168  

  施設整備費による

収入 
0 3,112 2,697 721 6,530 0 3,168 0 0 3,168  

 財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

  無利子借入金によ

る収入 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 前年度よりの繰越金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,532  

 

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

2. 短 期 借

入 金 の 限

度額 

2. 短 期 借

入 金 の 限

度額 

＜評価の視

点＞ 

 

・短期借入

金は有る

か。有る

場合は、

その額及

び必要性

は 適 切

か。 

2.短期借入金の限度額 2.短期借入金の限度

額 

短 期 借

入 金 の 限

度額は、17

億 円 と す

る。短期借

入 れ が 想

定 さ れ る

事 態 理 由

としては、

運 営 費 交

付 金 の 受

入 れ の 遅

延、受託業

務 に 係 る

経 費 の 暫

時 立 替 等

がある。 

短 期 借

入 金 の 限

度額は、17

億 円 と す

る。短期借

入 れ が 想

定 さ れ る

事 態 理 由

としては、

運 営 費 交

付 金 の 受

入 れ の 遅

延、受託業

務 に 係 る

経 費 の 暫

時 立 替 等

がある。 

・短期借入はなかった。 ・該当無し 

3. 不 要 財 3. 不 要 財 ＜評価の視 3.不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計 3.不要財産又は不要
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産 又 は 不

要 財 産 と

な る こ と

が 見 込 ま

れ る 財 産

が あ る 場

合には、当

該 財 産 の

処 分 に 関

する計画 

産 又 は 不

要 財 産 と

な る こ と

が 見 込 ま

れ る 財 産

が あ る 場

合には、当

該 財 産 の

処 分 に 関

する計画 

点＞ 

 

・不要な財

産の処分

に関する

計画は有

るか。あ

る 場 合

は、計画

に沿って

順調に処

分に向け

た手続き

が進めら

れている

か。 

画 財産となることが見

込まれる財産がある

場合には、当該財産

の処分に関する計画 

なし。 なし。 ・不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産はなかった。 ・該当無し 

4. 前 号 に

規 定 す る

財 産 以 外

の 重 要 な

財 産 を 譲

渡し、又は

担 保 に 供

し よ う と

す る と き

は、その計

画 

4. 前 号 に

規 定 す る

財 産 以 外

の 重 要 な

財 産 を 譲

渡し、又は

担 保 に 供

し よ う と

す る と き

は、その計

画 

＜評価の視

点＞ 

 

・重要な財

産の処分

に関する

計画は有

るか。あ

る 場 合

は、計画

に沿って

順調に処

分に向け

た手続き

が進めら

れている

か。 

4.前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 4.前号に規定する財

産以外の重要な財産

を譲渡し、又は担保

に供しようとすると

きは、その計画 

なし。 なし。 ・重要な財産の譲渡、又は担保に供することはなかった。 ・該当無し 

5. 剰 余 金

の使途 

5. 剰 余 金

の使途 

＜評価の視

点＞ 

 

5.剰余金の使途 5.剰余金の使途 

決 算 に 決 算 に ・剰余金は、中長期計画に定める重点的に実施すべき研究開発業務への充当、職員教育・福利厚生 ・該当無し 
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お い て 剰

余 金 が 生

じた時は、

重 点 的 に

実 施 す べ

き 研 究 開

発 業 務 へ

の充当、人

材 育 成 の

拡充、研究

環 境 の 整

備、業務の

電子化、広

報 の 拡 充

等 に 充 て

る。 

お い て 剰

余 金 が 生

じた時は、

重 点 的 に

実 施 す べ

き 研 究 開

発 業 務 へ

の充当、人

材 育 成 の

充実、研究

環 境 の 整

備、業務の

電子化、広

報 の 拡 充

等 に 充 て

る。 

・利益剰余

金は有る

か。有る

場合はそ

の要因は

適切か。 

 

・目的積立

金は有る

か。有る

場合は、

活用計画

等の活用

方策を定

める等、

適切に活

用されて

いるか。 

の充実、業務の情報化、防災科研の行う広報の充実に充てることとなっているが、令和７年度の決

算においては、これらに充当できる剰余金は発生しなかった。 

 

 

（参考）積立金の状況は以下のとおり。 

 

 （単位：百万円） 

 

令和５年

度末 

（初年

度） 

令和６年

度末 

令和７年

度末 

令和８ 

年度末 

令和９ 

年度末 

令和 10 

年度末 

令和 11 

年度末 

（最終年

度） 

前期中(長)期目標期間

繰越積立金 
352 207 81     

目的積立金 0 0 0     

積立金 0 45 29     

 うち経営努力認

定相当額 
       

その他の積立金等 0 0 0     
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Ⅳ.その他業務運営に関する重要事項 
1.当事務及び事業に関する基本情報 

 Ⅳ.その他業務運営に関する重要事項 
 
2.主要な経年データ 

評価対象となる 

指標 
達成目標 基準値等 

令和 5 

年度 

令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

(参考情報) 

当該年度までの累積

値等、必要な情報 

―           

 
3.中長期目標、中長期計画、評価軸、指数、業務実績に係る自己評価 

中長期計画 年度計画 評価軸、指標等 業務実績 
自己評価 

評定 Ａ 
    ＜評定に至った理由＞ 

中長期計画における所期の目標を上回

る成果が得られていると認められる。 

 

    (評定の根拠) 

○以下の実績により、中長期計画にお

ける目標を上回る成果が得られている

と認められる。 

 

1.国民からの信頼の確保・

向上 

1.国民からの信頼の確保・

向上 

 1.国民からの信頼の確保・向上 1.国民からの信頼の確保・向上 

(1)研究倫理の確立及びコ

ンプライアンスの推進 

(1)研究倫理の確立及びコ

ンプライアンスの推進 

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】 

○コンプライアンス体制

は整備されているか 

 

・法令順守の徹底と社会

的信頼性の維持向上に

資する業務の遂行、情

報の公開が推進された

か。 

(1)研究倫理の確立及びコンプライア

ンスの推進 

(1)研究の確立及びコンプライアンス

の推進 

研究開発活動の信頼性

の確保、科学技術の健全性

の観点から、理事長のリー

ダーシップの下、研究費不

正及び研究不正行為の防

止を含む防災科研におけ

る業務全般の一層の適正

性確保に向け、厳正かつ着

研究開発活動の信頼性

の確保、科学技術の健全性

の観点から、理事長のリー

ダーシップの下、研究費不

正及び研究不正行為の防

止を含む防災科研におけ

る業務全般の一層の適正

性確保に向け、厳正かつ着

研究開発活動の信頼性確保及び科学

技術の健全性の観点から、理事長のリ

ーダーシップの下、研究費不正及び研

究不正行為の防止を含む所内業務全般

の適正性確保に向け、関係規程等に基

づき、以下の取組を実施した。 

 

・研究費不正、研究不正行為への対応

「研究倫理の確立及びコンプライアン

スの推進」として、研究倫理の確立に

向けた、類似性チェックツールの導入

や研修の充実をはじめとした以下の実

績は、中長期計画における目標を上回

る成果が得られていると認められる。 

 

・研究費不正及び研究不正行為への対
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実にコンプライアンス業

務を推進する。 

「研究機関における公

的研究費の管理・監査のガ

イドライン（実施基準）」

（平成 19 年２月 15 日文

部科学大臣決定）に基づき

策定した「不正防止計

画」、「研究活動における不

正行為への対応等に関す

るガイドライン」（平成 26

年８月 26日文部科学大臣

決定）に基づき策定した

「防災科学技術研究所研

究活動の不正防止に関す

る規程」等により、研究倫

理の確立に向け、説明会、

e-ラーニング等を活用し

た研修等を実施する。 

実にコンプライアンス業

務を推進する。 

「研究機関における公

的研究費の管理・監査のガ

イドライン（実施基準）」

（平成 19 年２月 15 日文

部科学大臣決定）に基づき

策定した「不正防止計

画」、「研究活動における不

正行為への対応等に関す

るガイドライン」（平成 26

年８月 26日文部科学大臣

決定）に基づき策定した

「防災科学技術研究所研

究活動の不正防止に関す

る規程」等により、研究倫

理の確立に向け、説明会、

e-ラーニング等を活用し

た研修等を実施する。 

 

【適正な体制の確保の観

点】 

 

○研究不正に対応するた

めの規定や組織として

の責任体制の整備及び

運用が適切になされて

いるか 

等に加え、研究セキュリティ・研究

インテグリティなどの新たなコンプ

ライアンス事項を含むコンプライア

ンスガイドブックについて、全役職

員が日常業務において参照できるよ

う配布し、周知徹底を図った。また、

通報窓口を明示したコンプライアン

スカードの内容を更新し全職員へ配

布するとともに、情報セキュリティ・

個人情報インシデント連絡窓口の一

本化や、グループウェア上の分かり

やすい場所への各種連絡・通報窓口

の集約掲載を行い、相談・通報体制

の認知向上及び利用しやすい環境整

備を進めた。 

 

・教育・啓発の面では、「不正防止計画」

に基づき策定した教育・啓発活動実

施年度計画に沿って、四半期ごとの

普及啓発活動を計画的に実施した。

この中で、研究活動の不正防止に関

する研修（eAPRIN）及び公的研究費の

不正使用防止に関する説明を実施

し、研究倫理及び研究費適正使用に

関する職員の理解向上を図った。ま

た、研究職員・事務職員共通のハラ

スメント研修についてもコンプライ

アンス研修の一環と位置づけ、人事

課及び研究インテグリティ・法務・

コンプライアンス室の連名で実施し

た。受講報告はグループウェア上の

ワークフローを用いて管理し、受講

実績を把握するとともに、受講者か

らの意見を関係部署と共有すること

で、次回研修内容の改善に活用して

いる。さらに、研究活動の不正防止

応に加え研究セキュリティ・研究イ

ンテグリティ等を含むコンプライア

ンスガイドブックについて、全役職

員が日常業務において参照できるよ

う配布・周知を継続し、コンプライ

アンス意識の定着を図った。また、

通報窓口を明示したコンプライアン

スカードの更新・全職員へ配布、情

報セキュリティ・個人情報インシデ

ント連絡窓口の一本化、グループウ

ェア上での各種連絡・通報窓口の集

約掲載等を通じて、相談・通報体制

の認知向上及び利用しやすい環境整

備を進めた。 

 

 

・教育・啓発の面では、「不正防止計画」

に基づく教育・啓発活動実施年度計

画に沿って、四半期ごとの啓発活動

を計画的に実施した。研究活動の不

正防止に関する研修（eAPRIN）及び公

的研究費の不正使用防止に関する研

修を実施するとともに、受講管理、

受講者からの意見収集、研修内容の

改善までを一体的に行う運用を定着

させた。 

 

・研修の実効性確保の観点から、各研

修の受講状況をグループウェア等に

より管理し、拡大役員会議において

部署別の受講状況を報告した。未受

講者に対する個別督促や、部門長等

を通じた受講指導を行った結果、研

究活動の不正防止に関する研修、公

的研究費不正使用防止研修及びハラ

スメント研修において、高い受講率
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に関する研修、公的研究費不正使用

防止に関する研修及びハラスメント

研修に関して、拡大役員会議におい

て部署別の実施状況を報告し、未受

講者に対する個別督促や、部門長等

に当該部門内の未受講者のリストを

送り受講指導を要請した結果、高い

受講率を維持した。（公的研究費不正

使用防止研修令和５年度 94％、令和

６年度 99%、令和７年度 99％／研究

活動の不正防止に関する研修令和５

年度 98％、令和６年度 100％、令和

７年度 99％／ハラスメント研修令和

６年度 91％、令和７年度 99％）  

 

・不正防止計画については、担当部署

毎に実施すべき課題を記した実施計

画書を作成し、毎年度、実施状況を

点検し、その結果を拡大役員会議で

報告している。  

 

 

 

・国際的な研究活動に伴うリスクに対

応として、研究インテグリティ確保

に関する新たな理事長達を制定し、

所としての基本的な実施事項と情報

収集に関する方針と体制を明確化し

た。併せて、国際的な研究活動に伴

うリスクマネジメントに関する所内

研修の実施新たな課題である生成 AI

利用への対応を含む論文の類似性

（剽窃）チェックツールの全所的導

入、研究倫理教育（eAPRIN）への研究

セキュリティ単元の追加等を行い、

規程及び運用の両面から、防災科研

を維持することができ、教育・啓発

の取組を組織全体へ定着させるとと

もに、研究倫理及び研究費適正使用

に関する職員の理解向上を図った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「不正防止計画」については、担当部

署ごとの実施課題を明確化した実施

計画書に基づき実施状況の点検を行

い、その結果を拡大役員会議で報告

することにより、PDCAサイクルを通

じた不正防止体制の継続的改善を図

った。 

 

・国際的な研究活動に伴うリスクに対

応については、研究インテグリティ

確保に関する新たな理事長達を制定

し、所としての基本的な実施事項及

び情報収集体制を明確化するととも

に、新たな課題である生成 AI利用へ

の対応を含む類似性（剽窃）チェッ

クツールの導入をはじめとする環境

整備など、規程及び運用の両面から、

防災科研における研究セキュリテ

ィ・インテグリティの確保に向けた

取組みの抜本的強化を図った。 
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における研究セキュリティ・研究イ

ンテグリティ確保に向けた取組みの

抜本的強化を図った。 

 

・コンプライアンス意識の一層の向上

を目的として、コンプライアンス推

進月間の取組みを大幅に充実し、初

めてニュースレター「コンプライア

ンス通信」を 12月中、毎週１回グル

ープウェア上で発信するとともに、

ハラスメント研修や、外部講師を招

いた「利益相反・研究インテグリテ

ィ研修」を実施した。 

 

・令和７年 10月には、全役職員を対象

として警察関係者による技術流出防

止に関する講話を実施し、研究セキ

ュリティに対する意識向上を図っ

た。 

 

・令和６年９月に、全役職員を対象と

した一斉アンケート調査を実施し、

研究不正、研究費不正使用及び秘密

情報の管理等に関する意識調査を行

い、結果を拡大役員会議で報告した。

これらの取組を通じて、組織として

のガバナンス確立を図るとともに、

所内研修等を通じた職員のコンプラ

イアンスに関するリテラシー向上を

推進し、研究不正の未然防止に資す

る取組を充実させた。 

 

 

 

 

 

・コンプライアンス推進月間における

継続的な情報発信、外部講師を招い

た利益相反・研究インテグリティ研

修の実施、警察関係者による技術流

出防止講話の実施、国際的な研究活

動に伴うリスクマネジメントに関す

る所内研修など、多様な手法による

啓発活動を行ったほか、全役職員を

対象とした意識調査の実施及び拡大

役員会議での結果共有等を通じて、

研究不正の未然防止に向けた取組を

一層充実させた。 

 

以上のことから、令和７年度計画に基

づくコンプライアンスの推進につい

ては、概ね計画どおり実施され、特

に教育・啓発の実効性確保や、国際

的研究活動に伴うリスクへの対応強

化の面において、研究開発活動の信

頼性確保に資する成果が得られたと

評価できる。今後も取組の継続的な

改善と定着を図ることで、より実効

性の高いコンプライアンス体制の構

築に努めていく。 

(2)情報セキュリティ対策

の推進 

(2)情報セキュリティ対策

の推進 

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】 

○情報セキュリティ対策

は整備されているか 

(2)情報セキュリティ対策の推進 (2)情報セキュリティ対策の推進 

情報システムの整備・管

理にあたっては、「情報シ

情報システムの整備・管

理にあたっては、「情報シ

 

 

以下の実績により、中長期計画におけ

る目標を上回る成果が得られていると
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ステムの整備及び管理の

基本的な方針」（令和３年

12月 24日デジタル大臣決

定）にのっとり、情報シス

テムの適切な整備及び管

理を行うとともに、「政府

機関等の情報セキュリテ

ィ対策のための統一基準

群」（令和３年 7月 7日サ

イバーセキュリティ戦略

本部決定）を踏まえ、情報

セキュリティ・ポリシーを

適時適切に見直すととも

に、これに基づき情報セキ

ュリティ対策を講じ、情報

システムに対するサイバ

ー攻撃への防御力、攻撃に

対する組織的対応能力の

強化に取り組む。また、対

策の実施状況を毎年度把

握し、PDCA サイクルによ

り情報セキュリティ対策

の改善を図るほか、e-ラー

ニング等を活用した情報

セキュリティ対策に関す

る職員の意識向上を図る

ための取組を継続的に行

う。 

ステムの整備及び管理の

基本的な方針」（令和３年

12月 24日デジタル大臣決

定）にのっとり、情報シス

テムの適切な整備及び管

理を行うとともに、「政府

機関等の情報セキュリテ

ィ対策のための統一基準

群」（令和５年 7月 4 日サ

イバーセキュリティ戦略

本部決定）を踏まえ、情報

セキュリティ・ポリシーを

適時適切に見直すととも

に、これに基づき情報セキ

ュリティ対策を講じ、情報

システムに対するサイバ

ー攻撃への防御力、攻撃に

対する組織的対応能力の

強化に取り組む。また、情

報セキュリティ委員会を

開催するなど対策の実施

状況を把握し、PDCA サイ

クルにより情報セキュリ

ティ対策の改善を図る。こ

のほか、e-ラーニング等を

活用した情報セキュリテ

ィ対策に関する職員の意

識向上を図るための取組

を継続的に行う。 

 

・適切な情報セキュリテ

ィ対策が推進された

か。 

 

【適正な体制の確保の観

点】 

 

○情報セキュリティに対

応するための規定や組

織としての責任体制の

整備及び運用が適切に

なされているか 

 

 

・理事を委員長とする「防災科学技術

研究所情報セキュリティ委員会」の

体制のもと情報セキュリティ対策に

継続して取り組んだ結果、令和６年

度に続き令和７年度も情報セキュリ

ティインシデント発生件数は「ゼロ」

という成果を得た。 

 

・情報システムの管理に関しては、情

報システムの整備及び管理の基本的

な方針に従い整備した情報システム

管理台帳の棚卸しを実施した。 

 

・「研究活動の国際化、オープン化に伴

う新たなリスクに対する研究インテ

グリティの確保に係る対応方針につ

いて」（令和３年４月 27 日統合イノ

ベーション戦略推進会議決定）等、

改めて研究セキュリティ・インテグ

リティの取組が徹底されるよう求め

られている中、秘密文書の管理につ

いて再整理するため「国立研究開発

法人防災科学技術研究所文書管理規

則」等を一部改正し、「秘密文書管理

要領」を新規制定した。 

また、上記改正との整合性を図る

ため、「国立研究開発法人防災科学技

術研究所情報セキュリティポリシ

ー」における機密性３情報の定義、

管理、取扱い等を見直し改定した。 

 

・重要なセキュリティ情報は、イント

ラネットを通じ、全役職員に周知徹

底するとともに、継続的なセキュリ

認められる。 

 

・情報セキュリティ対策に継続して取

り組んだ結果、令和６年度・令和７

年度に情報セキュリティインシデン

トは発生していない。 

 

・「情報システムの整備及び管理の基

本的な方針」にのっとり、情報シス

テム管理台帳を更新した。 

 

・「国立研究開発法人防災科学技術研

究所文書管理規則」等の一部改正、

「秘密文書管理要領」の新規制定を

行うとともに、「国立研究開発法人防

災科学技術研究所情報セキュリティ

ポリシー」における機密性３情報の

定義・管理・取扱い等についても整

合性を図り見直し改定した。 

 

・全役職員を対象に情報セキュリティ

教育と点検を実施しセキュリティ意

識の向上を図った。また、インシデ

ント対応訓練を毎年度実施してい

る。 

 

・PDCAサイクルによる情報セキュリテ

ィ対策の改善を図り、情報セキュリ

ティ機器の適切な運用と EDR の新規

導入により、外部からの攻撃への防

御力、端末の不審な動作の検知能力

を強化した。また web サーバの脆弱

性診断を昨年度に引き続き実施する

など、サイバー攻撃への防御力を強

化した。 
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ティ意識の向上策として、e-ラーニ

ングによるセキュリティ教育と自己

点検、標的型攻撃メールの模擬訓練

を実施した。 

 

・令和６年度から引き続き、防災科学

技術研究所 CSIRT によるインシデン

ト対応訓練、公開 web サーバおよび

所内利用 web サーバに対する脆弱性

診断を実施した。 

 

・令和７年度には、端末等の活動を監

視し、不審な動作の検知・対処や大

量データのダウンロード監視等を行

う EDRシステムを導入した。  

 

(3)安全衛生及び職場環境

への配慮 

(3)安全衛生及び職場環境

への配慮 

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】 

○安全衛生及び職場環境

への配慮が十分に図ら

れているか 

(3)安全衛生及び職場環境への配慮 (3)安全衛生及び職場環境への配慮 

業務の遂行に伴う事故

及び災害等の発生を未然

に防止するとともに、業務

を安全かつ円滑に遂行で

きるよう労働安全衛生管

理に取り組む。 

実験施設を利用した業

務においては、その都度、

安全管理計画書等を作成

するなど、安全管理の徹

底、事故等の発生防止に一

層努める。 

職員の健康管理を経営

的な視点で考え、「健康経

営」に積極的に取り組む。

職員の健康管理における

課題把握・解決や実現目標

の設定を行い、職員が安心

業務の遂行に伴う事故

及び災害等の発生を未然

に防止するとともに、業務

を安全かつ円滑に遂行で

きるよう産業医も参画す

る安全衛生委員会を開催

し、所内の労働安全衛生管

理に取り組む。 

実験施設を利用した業

務においては、その都度、

安全管理計画書等を作成

するなど、安全管理の徹

底、事故等の発生防止に一

層努める。 

職員の健康管理を経営

的な視点で考え、「健康経

営」に積極的に取り組む。

職員の健康管理における

 

 

 

・職場内での事故及び災害等の発生を

未然に防止するため、産業医や衛生

管理者等による各居室の安全衛生巡

視を定期的に実施し、安全面の改善

を行った。また、安全衛生委員会を

毎月開催し、職員が業務を安全かつ

円滑に遂行出来るための基本となる

対策について、調査審議を行い、所

内の労働安全衛生管理に取り組ん

だ。 なお、安全衛生委員会における

産業医による健康講話の資料は、会

議後にグループウェアに掲載するこ

とにより、職員の誰もがいつでも確

認できるようにした。 

 

以下の実績により、中長期計画におけ

る目標を達成した。 

 

・産業医や衛生管理者等による安全衛

生巡視や安全衛生委員会を実施し、

職員の危険又は健康障害を防止する

ための対策を行い、所内の労働安全

衛生管理に取り組んでいる。  

 

・実験研究や危険が伴う現地派遣の際

の安全管理計画書等の作成や、安全

衛生に関する教育としての AED の救

急法講習会を実施したことは、職員

の安全管理の徹底、事故等の発生防

止に繋がっている。  

 

・健康経営に取り組み、令和 7 年度も

「健康経営優良法人認定制度」で認
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して職務に専念できる職

場環境づくりを進める。 

課題把握・解決や実現目標

の設定を行い、職員が安心

して職務に専念できる職

場環境づくりを進める。 

・実験施設を利用した実験研究や、危

険が伴う現地派遣においては、その

都度、安全管理計画書や作業安全基

準書を作成し、安全管理の徹底、事

故等の発生防止に努めた。また、職

員への安全衛生に関する教育として

は、新たに採用された職員を中心に、

所轄消防署員を講師に招き、AED

（ Automated External 

Defibrillator）の取扱方法を含めた

救急法講習会を実施した。  

 

・健康経営は、ワークライフバランス

向上とともにリスクマネジメントと

いう観点からも重要である。健康経

営に関する取組を行うための目標設

定を行い、各種取組を実施し、令和

５年からは国が推進する「健康経営

優良法人認定制度」に毎年度申請を

行い、令和７年度も令和８年３月に

認定を得られた。なお、認定の際に

確認できた課題については、解決に

向けた取組を検討し、職員が安心し

て職務に専念できる職場環境づくり

を進めている。また、茨城県が従業

員の健康づくりを経営的な観点から

戦略的に取り組む事業所を評価する

認定制度である「いばらき健康経営

推進事業所」には令和３年９月から

継続認定されている。 

 

・健康経営の取組の一環として、職員

の健康保持・増進施策に関する教育

のための e ラーニング（メンタルヘ

ルスケアや喫煙、女性の健康に関す

るもの等）の実施、セルフケアに関

定された。また、「いばらき健康経営

推進事業所」には令和３年９月から

継続認定されている。 

 

・健康経営の取組の一環として、職員

に健康に関する対策を学ぶ環境を提

供し、職員の健康に寄与している。 
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する動画（肩こりや腰痛の予防等）

をグループウェアで視聴できるよう

にする等、職員が健康に関する対策

を自主的に学ぶことができる環境を

提供した。 

 

(4)研究セキュリティ・研

究インテグリティの確保 

(4)研究セキュリティ・研

究インテグリティの確保 

＜評価の視点＞ 

【適正性の観点】 

(4)研究セキュリティ・研究インテグリ

ティの確保 

(4)研究セキュリティ・研究インテグリ

ティの確保 

政府方針等を踏まえ、機

微技術・情報の流出防止措

置などの研究セキュリテ

ィ・研究インテグリティの

確保を徹底するための適

切な対応を講じるものと

し、その際には、情報セキ

ュリティ対策をはじめと

する各関連業務の担当部

署と連携して取り組む。 

 

政府方針等を踏まえ、機

微技術・情報の流出防止措

置などの研究セキュリテ

ィ・研究インテグリティの

確保を徹底するための適

切な対応を講じるものと

し、その際には、情報セキ

ュリティ対策をはじめと

する各関連業務の担当部

署と連携して取り組む。 

国の方針及び研究活動の国際化・オ

ープン化の進展を踏まえ、研究インテ

グリティを内部統制上の重点事項とし

て明確に位置付け、理事をリーダーと

する研究インテグリティタスクフォー

スが中心となり、以下の通り、研究イ

ンテグリティ及び研究セキュリティの

確保に向けた全所横断的な取組を推進

した。 

 

・研究活動の国際化・オープン化に伴

うリスクに組織として対応するた

め、「研究活動の国際化、オープン化

に伴うリスクに対応した研究インテ

グリティ確保のための実施事項につ

いて（令和８年３月 12 日制定 理事

長達）」を新たに制定し、所として講

ずべき基本的な実施事項並びに所内

の研究インテグリティに関する情報

収集の体制及び方針を明確化した。

具体的には、国際的な研究活動にお

いては、研究インテグリティ及び研

究セキュリティの観点から、必要に

応じてリスクマネジメントを実施

し、所内で相談・情報共有を行う体

制を整備し、研究活動の円滑な実施

と組織としての適切な対応を図る基

盤を構築した。また、所内の研究イ

「研究セキュリティ・研究インテグリ

ティの確保」として、制度面と運用面

から実効性の高い施策を実施した以下

の実績は、中長期計画における目標を

上回る成果が得られていると認められ

る。 

 

 

 

 

・研究活動の国際化・オープン化に伴

うリスクへの対応については、研究

所として講ずべき基本的な実施事項

及び情報収集の体制・方針を明確化

することで、研究インテグリティ確

保に関する判断や対応を、リスクの

内容に応じて組織として一貫性をも

って行うための基盤を整備した。併

せて、自己申告制度の見直しにより、

研究セキュリティ上のリスクが高い

事項への着目を強めつつ、職員の負

担にも配慮した運用とした点は、制

度の実効性向上の観点から評価でき

る。さらに、デュー・ディリジェンス

を想定した関係部署間の情報収集・

共有体制を構築するとともに、研究

インテグリティ相談窓口の機能を見

直し、通報を前提とした有事対応に
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ンテグリティに関する自己申告制度

を見直し、研究セキュリティ上のリ

スクが高い項目について新たに情報

収集を行う一方、所内の既存手続と

重複する内容については申告を省く

など、情報収集の強化と簡素化を同

時に実施した。併せて、デュー・ディ

リジェンスを想定した関係部署間の

情報収集・共有体制を構築し、特定

研究開発プログラム応募時等にとど

まらず、平時より研究セキュリティ

上のリスクへ対応を図る体制を構築

した。さらに、研究インテグリティ

相談窓口の在り方を見直し、通報含

む有事に関わる相談にとどまらず、

懸念・不明点等を前広に相談できる

形とし、所内に周知を行った。 

 

・経済安全保障上の重要技術情報等の

流出防止の観点から、秘密文書管理

要領の制定、文書関連規程等の改正

及び情報セキュリティポリシーの見

直しを行い、所内の情報管理体制を

体系的に見直し、整備した。また、不

正競争防止法における営業秘密の保

護を目的として、所内で創出される

研究ノウハウを適切に管理するため

のノウハウ制度を導入した。併せて、

ノウハウ管理に関する研修を 3 回実

施し、ノウハウやその管理の意義に

対する理解の醸成を図った。 

 

・所内の研究セキュリティ・研究イン

テグリティに関するリテラシー向上

の取組として、研究セキュリティ・

研究インテグリティの項目を含む研

限らず、懸念事項や不明点を平時か

ら相談・共有できる体制としたこと

により、研究セキュリティ上のリス

クを早期に把握し、組織的な対応に

つなげる仕組みを整備した点は、研

究セキュリティ確保を継続的に行う

上で有効であると評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・情報管理については、経済安全保障

上の重要技術・情報、営業秘密及び

秘密保持契約等に基づき取得した秘

密情報等を、適切に管理する枠組み

を整理・明確化したことにより、情

報流出リスクへの対応力を組織的に

高めた。特に、ノウハウ制度の導入

により、特許化しない研究成果を含

めた情報管理の在り方を制度として

位置付けた点は、研究活動の実態を

踏まえた対応として評価できる。 

 

 

 

・研究セキュリティ・研究インテグリ

ティに関するリテラシー向上の取組

については、研究倫理研修（e-APRIN）

や各種ガイドブックの整備に加え、
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究倫理研修（e-APRIN）を実施したほ

か、各種ガイドブックの作成・周知

した。また、外部から講師を招いて

の研修として、安全保障輸出管理に

関する研修、警察関係者による技術

流出に関する研修、利益相反の専門

家による研究インテグリティ研修を

実施するとともに、国際的な研究活

動に関する研究セキュリティ上のリ

スクマネジメントの考え方につい

て、研究職員向けに 3 回、事務職員

向けに 1 回所内講師による研修を実

施した。 

 

・剽窃等の研究不正防止、また、生成 AI

による新たな不正防止の観点から、

生成 AI により作成された文書検知

にも対応した論文の類似性（剽窃）

チェックツールを全所的に導入し、

公正な研究活動を支える環境整備を

推進した。 

 

これらの取組により、制度整備、職

員の意識向上、実効的な運用を一体的

に進め、研究セキュリティ及び研究イ

ンテグリティの確保を組織的に強化し

た。 

外部講師による専門性の高い研修を

実施することで、制度理解および研

究活動を取り巻くリスクに関する基

礎的知識の向上が図られたと評価で

きる。その上で、国際的な研究活動

に伴う研究セキュリティ上のリスク

マネジメントについての所内研修に

より、リスクマネジメントの考え方

と実務上の判断・対応力の向上が図

られたことは、研究セキュリティ・

研究インテグリティの確保を実効的

に支える基盤づくりとして有効であ

ったと評価できる。 

 

・研究不正防止の観点から、類似性チ

ェックツールを全所的に導入したこ

とにより、研究者が自ら研究公正を

確認できる環境を整備したほか、生

成 AI による新たなリスクに対応し

た支援をし、研究不正の未然防止に

向けた実務的な支援体制を構築した

点は、研究インテグリティの確保に

資する取組として評価できる。 

 

以上のとおり、制度整備、運用の改

善、職員のリテラシー向上及び研究環

境の整備を相互に関連付けながら進め

ることで、研究インテグリティ及び研

究セキュリティの確保に関する取組を

組織的に深化させたと認められる。 

 

2.人事に関する事項 2.人事に関する事項 ＜評価の視点＞ 

【人事に関する計画】 

・人事に関する計画は有

るか。有る場合は、当該

計画の進捗は順調か。 

2.人事に関する事項 2.人事に関する事項 

研究開発成果の最大化

と効率的な業務遂行を図

るため、「科学技術・イノ

ベーション創出の活性化

研究開発成果の最大化

と効率的な業務遂行を図

るため、「科学技術・イノ

ベーション創出の活性化

 

 

 

 

以下の実績により、防災科学技術の中

核的機関としての研究力の維持・向上

に資する人材基盤の強化に向け、採用・

育成・評価・処遇を通じた人事施策を
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に関する法律」第 24条に

基づいて策定した「人材活

用等に関する方針」を踏ま

え、若手・女性・外国人を

含む優秀かつ多様な人材

の確保に努める。そのた

め、職場環境の整備、充実

した職員研修、適切な人事

評価、多様な人材の採用や

育成を進める。また、クロ

スアポイントメント制度

や客員研究員制度等を活

用し外部機関からの人材

の流動性を高め、防災科学

技術の中核的機関として

研究力の維持・向上を図

る。なお、これらの取組に

ついては、健康経営、人材

育成及び多様な働き方に

係る取組と協調して実施

する。これらを実施するた

め、人事・能力開発の重要

課題を検討するとともに

効果的に進めるための体

制を検討する。 

に関する法律」第 24 条に

基づいて策定した「人材活

用等に関する方針」を踏ま

え、若手・女性・外国人を

含む優秀かつ多様な人材

の確保に努める。そのた

め、職場環境の整備、充実

した職員研修、適切な人事

評価、多様な人材の採用や

育成を進める。また、クロ

スアポイントメント制度

や客員研究員制度等を活

用し外部機関からの人材

の流動性を高め、防災科学

技術の中核的機関として

研究力の維持・向上を行

う。なお、これらの取組に

ついては、健康経営、人材

育成及び多様な働き方に

係る取組と協調して実施

する。これらを実施するた

め、人事・能力開発の重要

課題を検討するとともに

効果的に進めるための体

制を検討する。 

 

・人事管理は適切に行わ

れているか。 

 

 

 

 

・研究支援・専門業務を担う人材の安

定的確保を図るため、常勤（定年制）

技術職の制度を新設した。 

 

・人材確保の観点から、常勤（定年制）

の研究職員及び技術職員の採用にお

いて、公募に加え所内選考制度も活

用可能とするなど採用手法の多様化

を図るとともに、常勤（定年制）職員

の採用枠の拡大により有期雇用職員

から常勤（定年制）職員への早期登

用を実施し、研究職員 10名、技術職

員８名を登用した。 

 

・若手・中堅層の常勤（定年制）職員を

確保するため、年齢構成の是正を意

識した計画的な採用を実施した。 

【令和７年度常勤（定年制）職員採用

時における 40歳以下の割合】 

 研究職：62％、技術職：38％、事務職：

100％ 

 

・人事評価制度については、研究主監

会議等において目標設定及び振り返り

を重視した評価への見直しを行い、制

度改正を実施した。また、所内表彰制

度等を活用し、若手の挑戦的な取組を

促進するとともに、中堅以上の動機付

けや人材育成につなげる仕組みの整備

を進めた。 

  

・多様な働き方の推進に取り組み、子

一体的かつ戦略的に推進し、中長期計

画における目標を上回る成果が得られ

ていると認められる。 

 

・採用手法の多様化、常勤（定年制）職

員の採用枠の拡大及び有期雇用職員

から常勤（定年制）職員への登用の

推進により、人材確保機能の強化と

年齢構成の是正を一体的に進めた。 

 

・常勤（定年制）の技術職員制度の新設

により、研究支援・専門業務を担う

人材の安定的確保に向けた基盤整備

を進めた。 

 

・人事評価制度の見直し及び表彰制度

の活用整理に加え、階層別研修を継

続的に実施し、対象階層や内容の工

夫を行うなど、人材育成や職員の能

力発揮につながる仕組みの整備を進

めるとともに、多様な働き方の推進

として子の看護等休暇の適用拡大や

ベビーシッター利用支援制度の導入

準備を進めるなど、職場環境の整備

を図った。 

 

・クロスアポイントメント制度や地方

自治体との個別協定等を通じた外部

機関との人材交流により、人材の流

動性向上と研究力の維持・向上に資

する環境整備を進めた。また、防災

科学技術分野における人材育成の観

点から、講師派遣を通じた防災教育

及び実務人材の育成を実施した。 
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の看護等休暇について、法定の範囲

を超えて適用対象を拡大した運用を

開始した。また、ベビーシッター利

用支援制度について、令和８年度か

らの導入に向けた検討及び制度設計

を実施した。 

 

・職員研修については、令和６年度に

導入した階層別研修を継続して実施

するとともに、年度ごとに対象階層

を設定し、管理職については新任者

を中心に実施するなど、研修内容及

び対象の工夫を行いながら実施し

た。 

 

・クロスアポイントメント制度（９名）

や客員研究員制度（151名）に加え、

地方自治体等との個別協定に基づく

人材受入れ（２名）を行うとともに、

講師派遣（278件）を通じた防災教育

及び実務人材の育成を実施するな

ど、外部機関との人材交流及び人材

育成を実施した。 

 

3.施設・設備に関する事

項 

3.施設・設備に関する事

項 

3.施設・設備に関する事項 3.施設・設備に関する事項 

性能維持・効率化・円滑

化に資するため、対象とす

る施設・設備について毎年

度リスト化を行い、施設・

設備の老朽化対策、省エネ

ルギー化等の更新・整備を

計画的に行う。 

性能維持・効率化・円滑

化に資するため、対象とす

る施設・設備についてリス

ト化を行い、施設・設備の

老朽化対策、省エネルギー

化等の更新・整備を計画的

に行う。 

＜評価の視点＞ 

【施設・設備に関す 

る事項】 

・施設及び設備に関する

計画は有るか。有る場

合は、当該計画の進捗

は順調か。 

 

＜評価の視点＞ 

【中長期目標期間を超え

 

 

 

 

・消防法、建築基準法、電気事業法、水

道法等に基づく法令点検、その他機

能維持を保つための定期点検及び不

具合箇所の修繕を行い、施設・設備

の維持管理に努めた。 

 

以下の実績により、中長期計画におけ

る目標を上回る成果が得られていると

認められる。 

 

・施設・設備の維持管理、老朽化対策に

ついては、品質管理・向上検討チーム

による調査や計画的な老朽化対策事項

の検討見直しを行い、老朽化施設等の

改修に必要となる設計業務を実施する

とともに、改修工事に着手した。 
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る債務負担】 

・中長期目標期間を超え

る債務負担は有るか。

有る場合は、その理由

は適切か。 

・施設の現状把握や老朽化対策検討た

め、施設の品質管理・向上検討チー

ムを開催して老朽化状況を調査し、

その整備・更新計画の点検見直しを

進めるとともに、優先度・緊急性が

高い改修対策を実施した。令和７年

度は、昨年度から引き続いて特別高

圧受変電設備更新工事（施設整備

費）、データセンター棟空調設備改修

設計及び第２地震調査棟屋上防水工

事を計画的に実施した。 

 

・地球温暖化対策の推進のため温室効

果ガスの排出削減のため、「地球温暖

化対策計画」及び「政府がその事務

及び事業に関し温室効果ガスの排出

の抑制等のため実行すべき措置につ

いて定める計画」が令和７年２月に

閣議決定された。これら計画に準じ

て「国立研究開発法人防災科学技術

研究所がその事務及び事業に関し温

室効果ガスの排出の削減等のため実

行すべき措置について定める計画」

を令和８年３月に策定し、計画に基

づき 2040 年度までの目標達成に向

けた取組に着手した。 

 

・火山噴出物の分析を一元的かつ継続

的に実施する拠点として「火山噴出

物分析センター」を整備するため、

新棟の設計業務に着手した。 

 

 

・政府が定める計画に準じ、2040 年ま

でに達成すべき個別対策の目標（太陽

光発電・電動車・LED照明導入、新築建

築物の ZEB 化）を含む具体的措置を計

画として明確に定め、取組を推進した。 

・国の方針である「火山噴出物分析セ

ンター」の早急な整備に対応するため、

令和 8 年 3 月から新棟設計業務に着手

した。 

4.中長期目標期間を超

える債務負担 

4.中長期目標期間を超

える債務負担 

4.中長期目標期間を超える債務負担 4.中長期目標期間を超える債務負担 

中長期目標期間を超え

る債務負担については、防

中長期目標期間を超え

る債務負担については、防

＜評価の視点＞ 

【中長期目標期間を超え

・中長期目標期間を超える債務負担は

なかった。 

・該当無し 
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災科学技術等の研究開発

に係る業務の期間が中長

期目標期間を超える場合

で、当該債務負担行為の必

要性及び資金計画への影

響を勘案し、合理的と判断

されるものについて行う。 

災科学技術等の研究開発

に係る業務の期間が中長

期目標期間を超える場合

で、当該債務負担行為の必

要性及び資金計画への影

響を勘案し、合理的と判断

されるものについて行う。 

る債務負担】 

・中長期目標期間を超え

る債務負担は有るか。

有る場合は、その理由

は適切か。 

 

＜評価の視点＞ 

【積立金の使途】 

・積立金の支出は有る

か。有る場合は、その使

途は中長期計画と整合

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.積立金の使途 5.積立金の使途 5.積立金の使途 5.積立金の使途 

前中長期目標期間の最

終年度における積立金残

高のうち、文部科学大臣の

承認を受けた金額につい

ては、国立研究開発法人防

災科学技術研究所法（平成

11 年法律第 174 号）に定

める業務の財源に充てる。 

前中長期目標期間の最

終年度における積立金残

高のうち、文部科学大臣の

承認を受けた金額につい

ては、国立研究開発法人防

災科学技術研究所法（平成

11 年法律第 174 号）に定

める業務の財源に充てる。 

 

 

＜評価の視点＞ 

【積立金の使途】 

・積立金の支出は有る

か。有る場合は、その使

途は中長期計画と整合

しているか。 

・積立金の支出はなかった。 ・該当無し 
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中長期目標期間(7年間)における数値目標の達成状況 

項 目 数値目標 
令和 5 

年度 

令和 6 

年度 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 
達成状況 

○レジリエントな社会の実現に向けた防災科学技術

の研究開発の推進 
         

➣論文発表数 770 編以上 115 編 147 編 122 編       

➣学会等での口頭発表件数等 2100 件以上 378 件 533 件 498 件      

○レジリエントな社会を支える研究基盤の運用・共

用の促進 
         

➣観測網の稼働率 95％以上 97.9％ 98.3％ 98.6％      

○中核的機関としての産学官民共創の推進          

➣共同研究件数 791 件以上 157 件 149 件 168 件      

➣受託研究件数 161 件以上 29 件 30 件 35 件      

➣知的財産の出願件数と規格等への反映件数 28 件以上 8 件 9 件 2 件      

➣シンポジウム・ワークショップ等の開催数 245 回以上 51 回 37 回 74 回      

➣プレスリリース等の件数 175 件以上 23 件 28 件 36 件      

〇災害情報アーカイブ機能          

➣災害アーカイブ機関連携イベントの実施数 20 件以上 4 件 3 件 5 件      

○研究開発の国際的な展開          

➣国際会合での口頭発表件数等 770 件以上 182 件 79 件 112 件      

➣海外の研究機関・国際機関等との国際共同研究数 63 件以上 18 件 21 件 20 件      

➣海外からの研究・視察等の受入者数 1050 人以上 349 人 790 人 810 人      

○人材育成          

➣研究員・研修生・インターンシップ等の受入数 140 人以上 30 人 34 人 34 人      

 

 


